
【母子家庭等自立支援室関係】





 

別
紙
 
「
子
育
て
短
期

支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
正

後
 

現
 

行
 

雇
児

発
０

５
２

９
第

１
４

号
 

平
成
２
６
年
５
月
２
９
日
 

【
一
部
改
正
】
 

雇
児

発
０

９
３

０
第

１
６

号
 

平
成
２
６
年
９
月
３
０
日
 

【
一
部
改
正
】
 
雇
児
発
０
５
２
１
第
９
号
 

平
成
２
７
年
５
月
２
１
日
 

【
一
部
改
正
】
 
子
発
０
３
２
９
第
２
７
号
 

平
成
３
１
年
３
月
２
９
日
 

【
一
部
改
正
】
 
子

発
0
3
3
0
第

1
9
号
 

令
和

２
年

３
月

3
0
日

 

【
一
部
改
正
】
 
子

発
※

第
※

号
 

令
和

※
年

※
月

※
日

 

各
 
都
道
府
県
知
事

 
殿
 

 

 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
 

  

子
育
て
短
期
支
援
事
業
の
実

施
に
つ
い
て
 

  
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

６
条
の
３
第
３
項
に
規
定
す
る
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
（
以
下
「
子
育
て
短
期

支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
今
般
、
別
紙
の
と
お
り
「
子
育
て
短
期
支

援
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
２
６
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し

た
の
で
通
知
す
る
。

 

 
つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（

特
別
区
及
び
一
部

事
務
組
合
を
含
む
。
）
に
対
し

て
周
知
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
期
さ
れ

た
い
。
 

雇
児

発
０

５
２

９
第

１
４

号
 

平
成
２
６
年
５
月
２
９
日
 

【
一
部
改
正
】
 

雇
児

発
０

９
３

０
第

１
６

号
 

平
成
２
６
年
９
月
３
０
日
 

【
一
部
改
正
】
 
雇
児
発
０
５
２
１
第
９
号
 

平
成
２
７
年
５
月
２
１
日
 

【
一
部
改
正
】
 
子
発
０
３
２
９
第
２
７
号
 

平
成
３
１
年
３
月
２
９
日
 

【
一
部
改
正
】
 
子

発
0
3
3
0
第

1
9
号
 

令
和

２
年

３
月

3
0
日

  

 

各
 
都
道
府
県
知
事
 
殿
 

 

 

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
 

  

子
育
て
短
期
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

  
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

６
条
の
３
第
３
項
に
規
定
す
る
市
町
村
が
実
施
す
る
事
業
（
以
下
「
子
育
て
短
期

支
援
事
業
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
今
般
、
別
紙
の
と
お
り
「
子
育
て
短
期
支

援
事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
２
６
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し

た
の
で
通
知
す
る
。
 

 
つ
い
て
は
、
管
内
市
町
村
（
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
）
に
対
し

て
周
知
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
に
期
さ
れ

た
い
。
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テキスト ボックス
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改
正

後
 

現
 

行
 

別
紙
 

 

子
育
て
短
期
支
援
事
業
実

施
要
綱
 

 １
 
事

業
の
目

的
 

こ
の
事
業
は
、
保
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理

由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
児
童

を
養

育
す
る
こ
と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ
た
場
合
及
び
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
緊

急
一
時
的
に
母
子
を
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
等
に
、
児
童
養
護
施

設
そ

の
他
の
保
護
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
又
は
里
親
、
保
護
を
適

切
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
市
町
村
長
が
適
当
と
認
め
た
者
そ
の
他
の

保
護

を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
（
以
下
「
実
施
施
設
等
」
と
い
う
。
）

に
お

い
て
一
定
期
間
、
養
育
・
保
護
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
児
童
及

び
そ

の
家
庭
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 

２
 
実

施
主
体

 

 
 
 
（
略
）
 

  ３
 
事

業
の
種

類
及

び
内
容

 

(
1
)
 
短
期
入
所
生
活
援
助
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
事
業
 

ア
 
事
業
内
容

 

 
 
 
 
市
町
村
は
、
保
護
者
が
疾
病
、
疲
労
そ
の
他
の
身
体
上
若
し
く
は
精

神
上
又
は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
児
童
を
養
育
す
る
こ

と
が
一
時
的
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
や
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
緊
急
一

時
的
に
母
子
を
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
等
に
実
施
施
設

等
に
お

い
て
養
育
・
保
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 

別
紙
 

 

子
育
て
短
期
支
援
事
業
実
施
要
綱
 

 １
 
事

業
の
目

的
 

こ
の
事
業
は
、
保
護
者
の
疾
病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
児
童

を
養
育
す
る
こ

と
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ
た
場
合
及
び
経
済
的
な
理
由
に
よ

り
緊
急
一
時
的

に
母
子
を
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
等
に
、
児
童
養
護
施

設
そ
の
他
の
保

護
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
（
以
下
「
実
施
施
設
」

と
い
う
。
）
に

お
い
て
一
定
期
間
、
養
育
・
保
護
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

ら
の
児
童
及
び

そ
の
家
庭
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

   

２
 
実

施
主
体

 

 
 
 
 
実
施
主
体
は
、
市
町
村
(
特
別
区
及
び
一
部
事
務
組
合
を
含
む
。
)
と
す
る
。
 

 
 
 
 
な
お
、
市
町
村
が
認
め
た
者
へ
委
託
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
事

業
の
種

類
及

び
内
容

 

(
1
)
 
短
期
入
所
生
活
援
助
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
事
業
 

ア
 
事
業
内
容
 

 
 
 
 
市
町
村
は
、
保
護
者
が
疾
病
、
疲
労
そ
の
他
の
身
体
上
若
し
く
は
精

神
上
又

は
環
境
上
の
理
由
に
よ
り
家
庭
に
お
い
て
児
童
を
養
育
す
る
こ

と
が
一

時
的
に
困
難
に
な
っ
た
場
合
や
経
済
的
な
理
由
に
よ
り
緊
急
一

時
的
に

母
子
を
保
護
す
る
こ
と
が
必
要
な
場
合
等
に
実
施
施
設
に
お
い

て
養
育

・
保
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

－302－



 

改
正

後
 

現
 

行
 

イ
 
～
 
ウ
 
（
略
）
 

              

 

(
2
)
 
夜
間
養
護

等
（
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
）
事
業
 

ア
 
 
事
業
内
容

 

 
 
 
 
市
町
村
は
、
保
護
者
が
、
仕
事
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
平
日
の
夜
間

又
は
休
日
に
不
在
と
な
り
家
庭
に
お
い
て
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ
た
場
合
そ
の
他
の
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
児
童
を
実

施
施
設
等

に
お
い
て
保
護
し
、
生
活
指

導
、
食
事
の
提
供
等
を
行
う
も

の
と
す
る
。

 

イ
 
 
対
象
者

 

 
 
 
（
略
）
 

  

イ
 
対
象
者
 

 
 
 
 
こ
の
事

業
に
お
い
て
対
象
と
な
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当

す
る
家
庭

の
児
童
又
は
母
子
等
と
す
る
。
 

 
 
（
ア
）
 
児
童
の
保
護
者
の
疾
病
 

 
 
（
イ
）
 
育
児
疲
れ
、
慢
性
疾
患
児
の
看
病
疲
れ
、
育
児
不
安
な
ど
身

体
上
又
は
精
神
上
の
事
由
 

 
 
（
ウ
）
 
出
産
、
看
護
、
事
故
、
災
害
、
失
踪
な
ど
家
庭
養
育
上
の
事
 
 

由
 

 
 
（
エ
）
 
冠
婚
葬
祭
、
転
勤
、
出
張
や
学
校
等
の
公
的
行
事
へ
の
参
加

な
ど
社
会
的
な
事
由
 

 
 
（
オ
）
 
経
済
的
問
題
等
に
よ
り
緊
急
一
時
的
に
母
子
保
護
を
必
要
と

す
る
場
合
 

ウ
 
 
利
用
の
期
間
 

 
 
 
 
養
育
・

保
護
の
期
間
は
７
日
以
内
と
す
る
。
た
だ
し
、
市
町
村
が
必

要
が
あ
る

と
認
め
た
場
合
に
は
、
必
要
最
小
限
の
範
囲
内
で
そ
の
期
間

を
延
長
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
2
)
 
夜
間
養
護
等
（
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
）
事
業
 

ア
 
 
事
業
内
容
 

 
 
 
 
市
町
村

は
、
保
護
者
が
、
仕
事
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
平
日
の
夜
間

又
は
休
日

に
不
在
と
な
り
家
庭
に
お
い
て
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ

た
場
合
そ
の
他
の
緊
急
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
児
童
を
実

施
施
設
に

お
い
て
保
護
し
、
生
活
指
導
、
食
事
の
提
供
等
を
行
う
も
の

と
す
る
。
 

イ
 
 
対
象
者
 

 
 
 
 
こ
の
事

業
に
お
い
て
対
象
と
な
る
者
は
、
保
護
者
の
仕
事
等
の
理
由

に
よ
り
、

平
日
の
夜
間
又
は
休
日
に
不
在
と
な
る
家
庭
の
児
童
と
す

る
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

 ４
 
実

施
施
設

等
 

（
1
）
 
本
事
業
の
実
施
施
設
等
は
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。
 

ア
 
児
童
養
護
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
乳
児
院
、
保
育
所
、
フ
ァ

ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
等
住
民
に
身
近
で
あ
っ
て
、
適
切
に
保
護
す
る
こ
と
が

で
き
る
施
設

（
以
下
「
施
設
」
と
い

う
。
）
 

イ
 
里
親
、
保
護
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
市
町
村
長
が

適
当
と
認
め
た
者
そ
の
他
の
保
護
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者

（
以
下
「
里
親
等
」
と
い
う
。
）

 

な
お
、
「
保
護
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
と
し
て
市
町
村
長

が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
者
」
に
つ
い
て
、
「
保
護
を
適
切
に
行
う
こ

と
が
で
き
る
者
」
と
し
て
は
、
市
町
村
長
が
、
研
修
（
市
町
村
長
が
指

定
す
る
都
道
府
県
知
事
そ
の
他
の
機
関
が
行
う
研
修
を
含
む
。
）
を
受

講
す
る
等
し
て
、
保
護
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る

者
を
認
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

 

ま
た
、
「
そ
の
他
の
保
護
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
」
に

は
、
保
育
士
及
び
子
育
て
支
援
員
を
含
む
。
 

(
2
)
 
実
施
施
設
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
あ
ら
か
じ
め
登
録
し
て
い
る
里
親
等

に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

 

  (
3
)
 
市
町
村
又
は
施
設
よ
り
、
里
親
等
へ
本
事
業
を
委
託
す
る
場
合
は
、
以

下
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。

 

ア
 
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、

委
託
さ
れ
た
者
の
居
宅
に
お
い
て
又

は
当
該
児
童
の
居
宅
に
派
遣
し
て
養
育
・
保
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

 
 
イ
 
市
町
村
又
は
施
設
は
、
あ
ら
か
じ
め
本
事
業
の
委
託
先
と
な
り
得
る

者
の
名
簿
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

 

 

４
 
実

施
施
設

等
 

（
1
）
 
こ
の
事
業
は
、
児
童
養
護
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
乳
児
院
、
保

育
所
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
等
住
民
に
身
近
で
あ
っ
て
、
適
切
に
保
護
す

る
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 （
新
設
）
 

          

(
2
)
 
児
童
等
の
近
隣
に
実
施
施
設
が
な
い
こ
と
等
に
よ
り
必
要
な
養
育
・
保

護
を
行
う
こ

と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
は
、
実
施
施
設
は
、
あ
ら
か
じ
め

登
録
し
て
い

る
保
育
士
、
里
親
等
（
市
町
村
が
適
当
と
認
め
た
者
。
以
下

「
里
親
等
」

と
い
う
。
）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

(
3
)
 
実
施
施
設
に
お
い
て
、
保
育
士
、
里
親
等
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委

託
さ
れ
た
者
の
居
宅
に
お
い
て
又
は
当
該
児
童
の
居
宅
に
派
遣
し
て
養

育
・
保
護
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 (
4
)
 
実
施
施
設
は
、
児
童
の
養
育
に
経
験
を
有
す
る
保
育
士
、
里
親
等
を
複

数
登
録
し
て
お
く
こ
と
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

ウ
 
市
町
村

又
は
施
設
は
、
本
事
業
の
委
託
を
受
け
る
里
親
等
に
対
し
、

電
話
等
に

よ
り
養
育
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
て

助
言
及
び

相
談
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(
4
)
 
市
町
村
よ
り
里
親
へ
本
事
業
を
委
託
す
る
場
合
は
、
「
子
育
て
短
期
支

援
事
業
に
お
け
る
里
親
の
活
用
に
つ
い
て
」
（
令
和
３
年
１
月

2
5
日
子
家

発
0
1
2
5
第
１
号
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
長
）
に
留
意

し
、
里
親
が
本
事
業
に
よ
る
子
ど
も
の
養
育
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
来

の
里
親
委
託
や
一
時
保
護
委
託
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
都

道
府
県
と
綿
密
に
連
携
し
対
応
す
る
も
の
と
す
る
。

 

(
5
)
 
市
町
村
又
は
実
施
施
設
等
は
、
児
童
の

安
全
性
の
確
保
や
利
用
者
の
負

担
軽
減
等
の
た
め
、
保
護
者
が
児
童
に
付
き
添
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場

合
等
に
、
居
宅
か
ら
実
施
施
設
等
の
間
や
実
施
施
設
か
ら
保
育
所
や
学
校

等
の
間
に
つ
い
て
、
職
員
に
よ
る
児
童
へ
の
付
き
添
い
の
実
施
に
努
め
る

こ
と
。
 

 

５
 
留

意
事
項

 

(
1
)
 
市
町
村
は
、
こ
の
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
本
制
度
の
周
知
徹
底

を
図
る
こ
と
。

 

(
2
)
 
市
町
村
は
、

原
則
と
し
て
、
あ
ら
か
じ

め
本
人
か
ら
の
申
込
み
等
に
よ

り
、
本
事
業
の

利
用
を
希
望
す
る
者
の
家

庭
状
況
等
を
把
握
す
る
と
と
も

に
、
実
施
施
設

等
の
受
け
入
れ
体
制
等
を

常
に
把
握
し
て
お
く
な
ど
事
業

の
円
滑
か
つ
効
果
的
な
運
営
に
努
め
る
こ
と
。

 

(
3
)
 
市
町
村
は
、
利
用
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
決
定
を
行

う
こ
と
。
た
だ
し
、
特
に
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
利
用
の
申

請
等
の
手
続
き
は
、
事
後
と
す
る
な
ど
保
護
者
の
利
便
を
考
慮
し
、
弾
力

的
な
運
営
に
努
め
る
こ
と
。

 

な
お
、
ひ
と
り
親
家
庭
や
低
所
得
世
帯
（
生
活
保
護
世
帯
、
市
町
村
民

（
新
設
）
 

  （
新
設
）
 

   

 
 
 
 
  (
5
)
 
市
町
村
又
は
実
施
施
設
は
、
児
童
の
安
全
性
の
確
保
や
利
用
者
の
負
担

軽
減
等
の

た
め
、
保
護
者
が
児
童
に
付
き
添
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

等
に
、
居

宅
か
ら
実
施
施
設
等
の
間
や
実
施
施
設
か
ら
保
育
所
や
学
校
等

の
間
に
つ

い
て
、
職
員
に
よ
る
児
童
へ
の
付
き
添
い
の
実
施
に
努
め
る
こ

と
。
 

 

５
 
留

意
事
項

 

(
1
)
 
市
町
村
は
、
こ
の
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
本
制
度
の
周
知
徹
底

を
図
る
こ
と
。
 

(
2
)
 
市
町
村
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用
を
希
望
す
る
者
を
登
録
す
る
と
と
も

に
、
実
施
施
設
の
受
け
入
れ
体
制
等
を
常
に
把
握
し
て
お
く
な
ど
事
業
の

円
滑
か
つ
効
果
的
な
運
営
に
努
め
る
こ
と
。
 

 (
3
)
 
市
町
村
は
、
利
用
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
決
定
を
行

う
こ
と
。
た
だ
し
、
特
に
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
利
用
の
申

請
等
の
手
続
き
は
、
事
後
と
す
る
な
ど
保
護
者
の
利
便
を
考
慮
し
、
弾
力

的
な
運
営
に
努
め
る
こ
と
。
 

な
お
、

ひ
と
り
親
家
庭
や
低
所
得
世
帯
（
生
活
保
護
世
帯
、
市
町
村
民
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改
正

後
 

現
 

行
 

税
非
課
税
世
帯
）
、
保
護
者
が
障
害
を
有
す
る
家
庭
、
本
事
業
に
よ
る
支

援
が
児
童
虐
待
防
止
の
観
点
か
ら
効
果
的
と
考
え
ら
れ
る
家
庭
な
ど
、
特

に
本
事
業
の
利
用
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
家
庭
か
ら
利
用
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に
は
、
優
先
的
に
取
り
扱
う
な
ど
特
別
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用

す
る
者
及
び
関
係
者
の
安
全
性
の

確
保
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。

 

(
5
)
 
一
時
預
か
り
事
業
や
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
と
の
連
携
等
他
の
関
連
サ
ー
ビ
ス
と
の
十
分

な
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、
母
子
・
父
子

自
立
支
援
員
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
等
の
関
係
機
関
と
十
分
な
連
携
を

と
る
こ
と
。

 

 

６
 
費

 
用
 

 
本

事
業
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
、
国
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
補

助
す
る
も
の
と
す
る
。
 

  

税
非
課
税

世
帯
）
、
保
護
者
が
障
害
を
有
す
る
家
庭
、
本
事
業
に
よ
る
支

援
が
児
童

虐
待
防
止
の
観
点
か
ら
効
果
的
と
考
え
ら
れ
る
家
庭
な
ど
、
特

に
本
事
業

の
利
用
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
家
庭
か
ら
利
用
の
申
請
が
あ
っ

た
場
合
に

は
、
優
先
的
に
取
り
扱
う
な
ど
特
別
の
配
慮
を
す
る
こ
と
。
 

(
4
)
 
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用
す
る
者
及
び
関
係
者
の
安
全
性
の

確
保
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
 

(
5
)
 
一
時
預
か
り
事
業
や
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ

ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
と
の
連
携
等
他
の
関
連
サ
ー
ビ
ス
と
の
十
分

な
調
整
を
行
う
と
と
も
に
、
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、
母
子
・
父
子

自
立
支
援
員
、
民
生
委
員
・
児
童
委
員
等
の
関
係
機
関
と
十
分
な
連
携
を

と
る
こ
と
。
 

 

６
 
費

 
用
 

 
本
事
業
に
要

す
る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
、
国
は
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
補
助
す
る
も

の
と
す
る
。
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改
正
後
 

現
行
 

別
 
紙
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付
要
綱
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 １
～
２
 
（
略
）
 

           （
交
付
の
対
象
）
 

３
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
交
付
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
業

と
す
る
。
 

（
１
）
平
成

20
年
７
月

22
日
雇
児
発
第

07
22
00
3
号
「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
の
実
施
に
 

つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
き
、
 

特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
母
子
家
庭
等
就
業
・

自
立
支
援
事
業
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
（
以
下
「
民
間
団
体
等
」
と
い
う
。
が
行
う
事
業
に

対
し
て
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
補
助
す
る
事
業
。
 

（
２
）
平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
発

09
30

第
13

号
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
実
施
 

に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
 

支
援
事
業
及
び
市
町
村
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
 

行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
民
間
団
体
等
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都

道
府
県
、
指
定
都
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
補
助
す
る
事
業
。
 

（
３
）
平
成

28
年

4
月

1
日
雇
児
発

04
01

第
31

号
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
の
実
施
に
つ

別
 
紙
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
費
国
庫
補
助
金
交
付
要
綱
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 （
通
則
）
 

１
 
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業
費
国
庫
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
交
付
す
る

も
の
と
し
、
補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

30
年
法
律
第

17
9
号
）
、

補
助
金
等
に
係
る
予
算
の
執
行
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和

30
年
政
令
第

25
5
号
。
以
下

「
適
正
化
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
及
び
厚
生
労
働
省
所
管
補
助
金
等
交
付
規
則
（
平
成

12
 

年
 

厚
生
省
 

令
第
６
号
）
の
規
定
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
交
付
要
綱
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

労
働
省
 

 （
交
付
の
目
的
）
 

２
 
こ
の
補
助
金
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
等

日
常
生
活
支
援
事
業
等
の
母
子
家
庭
等
に
対
す
る
事
業
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
対
し
補
助
金
を
交
付

し
、
も
っ
て
地
域
に
お
け
る
母
子
家
庭
等
対
策
の
一
層
の
普
及
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 （
交
付
の
対
象
）
 

３
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
る
事
業
（
以
下
「
交
付
対
象
事
業
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
事
業
と

す
る
。
 

（
１
）
平
成

20
年
７
月

22
日
雇
児
発
第

07
22
00
3
号
「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
の
実
施
に
 

つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
き
、
 

特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
母
子
家
庭
等
就
業
・
 

自
立
支
援
事
業
 

 

（
２
）
平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
発

09
30

第
13

号
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
実
施
 

に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
 

支
援
事
業
並
び
に
市
町
村
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
き
、
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
 

行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
 

 （
３
）
平
成

28
年

4
月

1
日
雇
児
発

04
01

第
31

号
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
の
実
施
に
つ
い
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改
正
後
 

現
行
 

い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業

及
び
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
並
び
に
地
方
公
共
団
体
以
外
の

者
（
以
下
「
民
間
団
体
等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
市
及
び

福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
補
助
す
る
事
業
。
 

 （
４
）
～
 
（
５
）
 
略
 

      （
６
）
平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
発

09
30

第
4
号
「
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業

の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置

す
る
町
村
が
行
う
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業
及
び
民
間
団
体
等
が
行
う
事
業
に

対
し
て
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
補
助
す
る
事
業
。
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

（
７
）
平
成

26
年
３
月

31
日
雇
児
発

03
31

第
５
号
「
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の

相
談
窓
口
の
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及

び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相
談
窓

口
の
強
化
事
業
及
び
民
間
団
体
等
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
市
及
び
福
祉
事

務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
補
助
す
る
事
業
。
  
  
  
  
  
  
  
  

（
８
）
令
和
元
年

6
月

26
日
子
発

06
26

第
2
号
「
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
離

婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
及
び
民
間
団
体
等
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
市

及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
補
助
す
る
事
業
。
 

（
９
）
 
略
 

   （
10
）
令
和

3
年
※
月
※
日
子
発
※
第
※
号
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
相
談
支
援
体
制
強
化
事
業
の

実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す

る
町
村
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
相
談
支
援
体
制
強
化
事
業
及
び
民
間
団
体
等
が
行
う

事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
補
助
す
る
事
業
。 

て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
及
び

市
町
村
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
（
子
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
業
（
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
目
的
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
(追

加
分
）
）
並
び
に
市
町
村
が

行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
 

 （
４
）
平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
発

09
30

第
3
号
「
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
 

立
支
援
給
付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
 

福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
 

付
金
事
業
 

（
５
）
平
成

27
年

4
月

10
日
雇
児
発

04
10

第
５
号
「
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合

格
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事
務

所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
合
格
支
援
事
業
 

（
６
）
平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
発

09
30

第
4
号
「
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業
の

実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る

町
村
が
行
う
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 （
７
）
平
成

26
年
３
月

31
日
雇
児
発

03
31

第
５
号
「
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相

談
窓
口
の
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福

祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相
談
窓
口
の
強

化
事
業
 

 （
８
）
令
和
元
年

6
月

26
日
子
発

06
26

第
2
号
「
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に

基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
離
婚
前

後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
 

 （
９
）
令
和
２
年

3
月

30
日
子
発

03
30

第
2
号
「
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
係
る
情
報
連
携
体
制
整
備

事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設

置
す
る
町
村
（
特
別
区
、
一
部
事
務
組
合
及
び
広
域
連
合
を
含
む
。
）
が
行
う
社
会
保
障
・
税
番
号
制

度
に
係
る
情
報
連
携
体
制
整
備
事
業
 

（
10
）
令
和
２
年
６
月

12
日
子
発

06
12

第
2
号
「
感
染
防
止
に
配
慮
し
た
ひ
と
り
親
家
庭
等
相
談
支
援
 

体
制
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事

務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
感
染
防
止
に
配
慮
し
た
ひ
と
り
親
家
庭
等
相
談
支
援
体
制
強
化
事
業
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改
正
後
 

現
行
 

 （
11
）
 
削
除
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  （
交
付
額
の
算
定
方
法
）
 

４
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
額
は
、
次
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
（
１
）
の
ア

（
イ
）
、
イ
及
び
（
２
）
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
（
事
業
ご
と
に
算
出
さ
れ
た
額
）
に
１
，
０
０
０
円

未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
３
の
（
６
）
以
外
の
事
業
 

ア
 
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
事
業
（
３
の
（
１
）
（
４
）
（
５
）
（
７
）
（
８
）

（
９
）
（
10
）
に
つ
い
て
は
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
事
業
を
含
み
、
３
（
１
）

（
２
）
（
３
）
（
７
）
（
８
）
（
10
）
に
つ
い
て
は
民
間
団
体
等
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
、

指
定
都
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
補
助
す
る
事
業
を
含
む
。
）
 

 
  

 
 
 (
ア
）
別
表
第
２
欄
の
各
種
目
（
３
の
（
４
）
に
あ
っ
て
は
第
３
欄
の
１
及
び
２
）
ご
と
に
、
第
３
 

欄
に
定
め
る
基
準
額
と
第
４
欄
に
定
め
る
対
象
経
費
の
実
支
出
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
 

の
額
と
、
総
事
業
費
か
ら
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
 

の
額
を
選
定
す
る
。
  

(イ
) 

(ア
）
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
額
（
３
の
(２

）
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
選
定
さ
れ
た
額
か
ら
 

平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
福
発

09
30

第
6
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
家
庭
 

福
祉
課
長
通
知
の
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
」
の
別
 

紙
２
に
定
め
る
費
用
負
担
基
準
に
よ
る
徴
収
額
を
控
除
し
た
額
）
に
第
５
欄
に
定
め
る
補
助
率
 

を
乗
じ
て
得
た
額
を
交
付
額
と
す
る
。
 

 
イ
 
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
 

 
 
 
ア
の
(ア

）
に
準
じ
て
選
定
さ
れ
た
額
（
３
の
（
２
）
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
選
定
さ
れ
た
額
か
ら

平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
福
発

09
30

第
6
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
家
庭
福
祉

課
長
通
知
の
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
」
の
別
紙
２
に
定

め
る
費
用
負
担
基
準
に
よ
る
徴
収
額
を
控
除
し
た
額
）
に
４
分
の
３
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額

と
、
都
道
府
県
が
補
助
し
た
額
の
合
計
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額
に
第
５
欄
に
定
め
る
補
助

率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
交
付
額
と
す
る
。
 

  （
２
）
３
の
（
６
）
の
事
業
 

 （
11
）
令
和
３
年

2
月

1
日
子
発

02
01

第
1
号
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
体
制

強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
及
び
福
祉
事
務
所

を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
体
制
強
化
事
業
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
交
付
額
の
算
定
方
法
）
 

４
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
額
は
、
次
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、（

１
）
の
ア
（
イ
）
、

イ
及
び
（
２
）
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
額
（
事
業
ご
と
に
算
出
さ
れ
た
額
）
に
１
，
０
０
０
円
未
満
の
端
数

が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
切
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
３
の
（
６
）
及
び
（
11
）
以
外
の
事
業
 

ア
 
都
道
府
県
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
が
行
う
事
業
（
３
の
（
１
）
（
４
）
（
５
）
（
７
）
（
８
）

（
９
）
（
10
）
に
つ
い
て
は
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
行
う
事
業
を
含
む
。
）
及
び

市
町
村
が
行
う
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
（
子
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
業
（
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
目
的
と
す
る
も
の
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
(追

加

分
）
) 

 
 
 
(ア

）
別
表
第
２
欄
の
各
種
目
（
３
の
（
４
）
に
あ
っ
て
は
第
３
欄
の
１
及
び
２
）
ご
と
に
、
第
３

欄
に
定
め
る
基
準
額
と
第
４
欄
に
定
め
る
対
象
経
費
の
実
支
出
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の

額
と
、
総
事
業
費
か
ら
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の
額

を
選
定
す
る
。
 

(イ
) 

(ア
）
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
額
（
３
の
(２

）
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
選
定
さ
れ
た
額
か
ら
 

平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
福
発

09
30

第
6
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
家
庭
 

福
祉
課
長
通
知
の
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
」
の
別
 

紙
２
に
定
め
る
費
用
負
担
基
準
に
よ
る
徴
収
額
を
控
除
し
た
額
）
に
第
５
欄
に
定
め
る
補
助
率
 

を
乗
じ
て
得
た
額
を
交
付
額
と
す
る
。
 

 
 
イ
 
市
町
村
が
行
う
事
業
に
対
し
て
都
道
府
県
が
補
助
す
る
事
業
 

 
 
 
 
ア
の
(ア

）
に
準
じ
て
選
定
さ
れ
た
額
（
３
の
（
２
）
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
選
定
さ
れ
た
額
か

ら
平
成

26
年

9
月

30
日
雇
児
福
発

09
30

第
6
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
家
庭
福

祉
課
長
通
知
の
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
」
の
別
紙
２
に

定
め
る
費
用
負
担
基
準
に
よ
る
徴
収
額
を
控
除
し
た
額
）
に
４
分
の
３
を
乗
じ
て
得
た
額
（
ひ
と
り

親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
（
子
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
業
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡

大
防
止
対
策
を
目
的
と
す
る
も
の
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
（
当
初
分
）
）
に
つ
い
て
は
、

ア
（
ア
）
に
準
じ
て
選
定
さ
れ
た
額
）
の
合
計
額
と
、
都
道
府
県
が
補
助
し
た
額
の
合
計
額
と
を
比

較
し
て
少
な
い
方
の
額
に
第
５
欄
に
定
め
る
補
助
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
交
付
額
と
す
る
。
 

（
２
）
３
の
（
６
）
及
び
（
11
）
の
事
業
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改
正
後
 

現
行
 

 
 
 
別
表
第
３
欄
に
定
め
る
基
準
額
と
第
４
欄
に
定
め
る
対
象
経
費
の
実
支
出
額
と
を
比
較
し
て
少

な
い
方
の
額
と
、
総
事
業
費
か
ら
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い

方
の
額
を
交
付
額
と
す
る
。
 

  ５
 
略
 

   ６
（
１
）
～
（
３
）
 
略
 

         （
４
）
 補

助
事
業
完
了
後
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
に
よ
り
こ
の
補
助
金
に
係
る
消
費
税
及

び
地
方
消
費
税
に
係
る
仕
入
控
除
税
額
が
確
定
し
た
場
合
（
仕
入
控
除
税
額
が
０
円
の
場
合
を
含

む
。
）
は
、
別
紙
様
式
第
６
に
よ
り
速
や
か
に
、
遅
く
と
も
補
助
事
業
完
了
日
の
属
す
る
年
度
の

翌
々
年
度
の
６
月
３
０
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

な
お
、
補
助
事
業
者
が
全
国
的
に
事
業
を
展
開
す
る
組
織
の
一
支
部
（
又
は
一
支
社
、
一
支
所
等
） 

で
あ
っ
て
、
自
ら
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
を
行
わ
ず
、
本
部
（
又
は
本
社
、
本
所
等
 

で
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
申
告
を
行
っ
て
い
る
場
合
は
、
本
部
の
課
税
売
上
割
合
等
の
申
告
 

内
容
に
基
づ
き
報
告
を
行
う
こ
と
。
 

ま
た
、
補
助
金
に
係
る
仕
入
控
除
税
額
が
あ
る
こ
と
が
確
定
し
た
場
合
に
は
、
当
該
仕
入
控
除
 

税
額
を
国
庫
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
５
）
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
収
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
収
入
の
全
部
又
は
一
部
を
国
庫
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
 

（
６
）
事
業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
完
了
後
に
お
い
て
も

善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
率
的
な
運
営
を
図
ら
な
け
れ
ば
な

 
 
 
別
表
第
３
欄
に
定
め
る
基
準
額
と
第
４
欄
に
定
め
る
対
象
経
費
の
実
支
出
額
と
を
比
較
し
て
少
な

い
方
の
額
と
、
総
事
業
費
か
ら
寄
付
金
そ
の
他
の
収
入
額
を
控
除
し
た
額
と
を
比
較
し
て
少
な
い
方
の

額
を
交
付
額
と
す
る
。
 

 （
交
付
額
の
下
限
）
 

５
 
４
で
定
め
る
算
定
方
法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
補
助
金
の
交
付
額
が
、
10

千
円
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

交
付
の
決
定
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 （
交
付
の
条
件
）
 

６
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
決
定
に
は
、
次
の
条
件
が
付
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
事
業
の
内
容
の
変
更
（
軽
微
な
変
更
を
除
く
。
）
を
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２
）
事
業
を
中
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
に
は
、
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
３
）
事
業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
価
格
が
、
単
価

50
万
円
以
上
の
機
械
、
器
具
及
び

そ
の
他
の
財
産
に
つ
い
て
は
、
適
正
化
法
施
行
令
第

14
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り
、
厚
生
労

働
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
ま
で
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
い
で
、
こ
の
補
助
金

の
交
付
の
目
的
に
反
し
て
使
用
し
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
貸
し
付
け
、
担
保
に
供
し
、
又
は
廃
棄
し
て

は
な
ら
な
い
。
 

 

(新
規
) 

         （
４
）
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
に
よ
り
収
入
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ

の
収
入
の
全
部
又
は
一
部
を
国
庫
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
 

（
５
）
事
業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
完
了
後
に
お
い
て
も

善
良
な
管
理
者
の
注
意
を
も
っ
て
管
理
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
効
率
的
な
運
営
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
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改
正
後
 

現
行
 

ら
な
い
。
 

（
７
）
こ
の
補
助
金
と
事
業
に
係
る
予
算
及
び
決
算
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
別
紙
様
式
第
１
に
よ

る
調
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
事
業
に
係
る
歳
入
及
び
歳
出
に
つ
い
て
証
拠
書
類
を
整
理
し
、
か

つ
調
書
及
び
証
拠
書
類
を
補
助
金
の
額
の
確
定
の
日
（
事
業
の
中
止
又
は
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
場

合
に
は
そ
の
承
認
を
受
け
た
日
）
の
属
す
る
年
度
の
終
了
後
５
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
事
業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
が
あ
る
場
合
は
、
前
記
の
期
間
を
経

過
後
、
当
該
財
産
の
財
産
処
分
が
完
了
す
る
日
、
又
は
適
正
化
法
施
行
令
第

14
条
第
１
項
第
２
号

の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
保

管
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
８
）
都
道
府
県
は
、
国
か
ら
概
算
払
に
よ
り
間
接
補
助
金
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に

は
、
当
該
概
算
払
を
受
け
た
補
助
金
に
相
当
す
る
額
を
遅
滞
な
く
間
接
補
助
事
業
者
に
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
９
）
都
道
府
県
は
、
間
接
補
助
金
を
間
接
補
助
事
業
者
に
交
付
す
る
場
合
に
は
、
（
１
）
か
ら
（
７
）

に
掲
げ
る
条
件
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
こ
の
場
合
に
お
い
て
（
１
）
、
（
２
）
、
（
４
）
及
び
（
５
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の

は
「
都
道
府
県
知
事
」
と
、
「
国
庫
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
」
と
、
（
３
）
中
「
厚
生
労
働
大

臣
の
承
認
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
の
承
認
」
と
、
（
７
）
中
「
補
助
金
」
と
あ
る
の
は
「
間

接
補
助
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
10
）
（
９
）
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
厚

生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
11
）
間
接
補
助
事
業
者
か
ら
財
産
の
処
分
に
よ
る
収
入
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
あ
っ
た
場
合
に

は
、
そ
の
納
付
額
の
全
部
又
は
一
部
を
国
庫
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
 

 （
申
請
手
続
）
 

７
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
申
請
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
実
施
す
る
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
、
母
子

家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
業
程
 

度
認
定
試
験
合
格
支
援
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相
談
窓
口
の
強
化
 

事
業
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業
、
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
、
社
会
 

保
障
・
税
番
号
制
度
に
係
る
情
報
連
携
体
制
整
備
事
業
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
相
談
支
 

援
体
制
強
化
事
業
 

 
 
 
市
町
村
長
は
、
別
紙
様
式
第
２
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
前
記
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
必
要
な
審
査
を
行

な
い
。
 

（
６
）
こ
の
補
助
金
と
事
業
に
係
る
予
算
及
び
決
算
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
別
紙
様
式
第
１
に
よ
る

調
書
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
事
業
に
係
る
歳
入
及
び
歳
出
に
つ
い
て
証
拠
書
類
を
整
理
し
、
か
つ
調

書
及
び
証
拠
書
類
を
補
助
金
の
額
の
確
定
の
日
（
事
業
の
中
止
又
は
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は

そ
の
承
認
を
受
け
た
日
）
の
属
す
る
年
度
の
終
了
後
５
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

事
業
に
よ
り
取
得
し
、
又
は
効
用
の
増
加
し
た
財
産
が
あ
る
場
合
は
、
前
記
の
期
間
を
経
過
後
、
当
該

財
産
の
財
産
処
分
が
完
了
す
る
日
、
又
は
適
正
化
法
施
行
令
第

14
条
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
り

厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
期
間
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
ま
で
保
管
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
７
）
都
道
府
県
は
、
国
か
ら
概
算
払
に
よ
り
間
接
補
助
金
に
係
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、

当
該
概
算
払
を
受
け
た
補
助
金
に
相
当
す
る
額
を
遅
滞
な
く
間
接
補
助
事
業
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
 

（
８
）
都
道
府
県
は
、
間
接
補
助
金
を
間
接
補
助
事
業
者
に
交
付
す
る
場
合
に
は
、
（
１
）
か
ら
（
６
）
に

掲
げ
る
条
件
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 
 
こ
の
場
合
に
お
い
て
（
１
）
、
（
２
）
及
び
（
４
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府

県
知
事
」
と
、
「
国
庫
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
」
と
、
（
３
）
中
「
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
」
と

あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
の
承
認
」
と
、
（
６
）
中
「
補
助
金
」
と
あ
る
の
は
「
間
接
補
助
金
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

（
９
）
（
８
）
に
よ
り
付
し
た
条
件
に
基
づ
き
都
道
府
県
知
事
が
承
認
す
る
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
厚
生

労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
10
）
間
接
補
助
事
業
者
か
ら
財
産
の
処
分
に
よ
る
収
入
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

そ
の
納
付
額
の
全
部
又
は
一
部
を
国
庫
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
 

 （
申
請
手
続
）
 

７
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
の
申
請
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
実
施
す
る
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
、
母
子
家

庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
業
程
 

度
認
定
試
験
合
格
支
援
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相
談
窓
口
の
強
化
 

事
業
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業
、
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
、
社
会
 

保
障
・
税
番
号
制
度
に
係
る
情
報
連
携
体
制
整
備
事
業
、
感
染
防
止
に
配
慮
し
た
ひ
と
り
親
家
庭
 

等
相
談
支
援
体
制
強
化
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
体
制
強
化
事
業
 

及
び
市
町
村
が
実
施
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
（
子
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
 

業
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
目
的
と
す
る
も
の
の
実
施
に
係
る
も
の
に
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改
正
後
 

現
行
 

い
、
適
正
と
認
め
た
と
き
は
こ
れ
を
と
り
ま
と
め
の
う
え
、
毎
年
度
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労

働
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

   （
２
）
 
略
 

    ８
～
10
 
略
 

          （
実
績
報
告
）
 

11
 
こ
の
補
助
金
の
事
業
実
績
報
告
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
  

（
１
）
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
実
施
す
る
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
、
母
 

子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
 

業
程
度
認
定
試
験
合
格
支
援
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相
談
窓
口
の
 

強
化
事
業
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業
、
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
、
 

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
係
る
情
報
連
携
体
制
整
備
事
業
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
相
 

談
支
援
体
制
強
化
事
業
 

市
町
村
長
は
、
事
業
が
完
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
か
月
を
経
過
し
た
日
（
６
の
（
２
）
よ
り
 

事
業
の
中
止
又
は
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
承
認
通
知
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
 

て
１
か
月
を
経
過
し
た
日
）
又
は
都
道
府
県
知
事
が
別
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
別
 

紙
様
式
第
４
に
よ
る
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
前
記
報
告
書
を
受
 

限
る
。
）
(追

加
分
))
 

 
 
 
市
町
村
長
は
、
別
紙
様
式
第
２
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
知
事
が
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
都
道
府

県
知
事
に
提
出
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
前
記
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
必
要
な
審
査
を
行
い
、

適
正
と
認
め
た
と
き
は
こ
れ
を
と
り
ま
と
め
の
う
え
、
毎
年
度
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣

に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
２
）
上
記
（
１
）
以
外
の
事
業
 

 
 
 
別
紙
様
式
第
３
に
よ
る
申
請
書
を
毎
年
度
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。
 

 （
変
更
申
請
手
続
）
 

８
 
こ
の
補
助
金
の
交
付
決
定
後
の
事
情
の
変
更
に
よ
り
、
交
付
申
請
の
内
容
を
変
更
し
て
追
加
交
付
申
請

等
を
行
う
場
合
に
は
、
７
に
定
め
る
申
請
手
続
き
に
従
い
、
毎
年
度
別
に
定
め
る
日
ま
で
に
行
う
も

の
と
す
る
。
 

 （
交
付
決
定
ま
で
の
標
準
的
期
間
）
 

９
 
国
は
、
交
付
申
請
書
又
は
変
更
交
付
申
請
書
が
到
達
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
原
則
と
し
て
２
か
月
以
内

に
交
付
の
決
定
（
決
定
の
変
更
を
含
む
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 （
補
助
金
の
概
算
払
）
 

10
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
国
の
支
払
計
画
承
認
額
の
範
囲
内
に

お
い
て
概
算
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 （
実
績
報
告
）
 

11
 
こ
の
補
助
金
の
事
業
実
績
報
告
は
、
次
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
  

（
１
）
市
及
び
福
祉
事
務
所
を
設
置
す
る
町
村
が
実
施
す
る
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
、
母
 

子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
学
校
卒
 

業
程
度
認
定
試
験
合
格
支
援
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
総
合
的
な
支
援
の
た
め
の
相
談
窓
口
の
強

化
事
業
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
事
業
、
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
、
社
会

保
障
・
税
番
号
制
度
に
係
る
情
報
連
携
体
制
整
備
事
業
、
感
染
防
止
に
配
慮
し
た
ひ
と
り
親
家
庭
等

相
談
支
援
体
制
強
化
事
業
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
体
制
強
化
事
業
及
び

市
町
村
が
実
施
す
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
（
子
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事
業
（
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
防
止
対
策
を
目
的
と
す
る
も
の
の
実
施
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
(追

加
分
）
）
 

市
町
村
長
は
、
事
業
が
完
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
か
月
を
経
過
し
た
日
（
６
の
（
２
）
よ
り
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改
正
後
 

現
行
 

理
し
た
と
き
は
、
必
要
な
審
査
を
行
い
、
適
正
と
認
め
た
と
き
は
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
の
う
え
、
翌
 

年
度
４
月
末
日
（
６
の
（
２
）
に
よ
り
事
業
の
中
止
又
は
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、 

当
該
承
認
通
知
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
か
月
を
経
過
し
た
日
）
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
 

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

   （
２
）
 略

 

      12
～
13
 
略
 

事
業
の
中
止
又
は
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
承
認
通
知
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
 

て
１
か
月
を
経
過
し
た
日
）
又
は
都
道
府
県
知
事
が
別
に
定
め
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
に
別
 

紙
様
式
第
４
に
よ
る
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
、
都
道
府
県
知
事
は
、
前
記
報
告
書
を
受
 

理
し
た
と
き
は
、
必
要
な
審
査
を
行
い
、
適
正
と
認
め
た
と
き
は
こ
れ
を
取
り
ま
と
め
の
う
え
、
翌
 

年
度
４
月
末
日
（
６
の
（
２
）
に
よ
り
事
業
の
中
止
又
は
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、 

当
該
承
認
通
知
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
か
月
を
経
過
し
た
日
）
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
 

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
２
）
上
記
（
１
）
以
外
の
事
業
 

別
紙
様
式
第
５
に
よ
る
報
告
書
を
、
事
業
の
完
了
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
か
月
を
経
過
し
た
日
 

（
６
の
（
２
）
に
よ
り
事
業
の
中
止
又
は
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
承
認
通
 

知
を
受
理
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
１
か
月
を
経
過
し
た
日
）
又
は
翌
年
度
４
月
末
日
の
い
ず
れ
か
早
 

い
日
ま
で
に
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 （
補
助
金
の
返
還
）
 

12
 
厚
生
労
働
大
臣
は
、
交
付
す
べ
き
補
助
金
の
額
を
確
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
既
に
そ
の
額
を
超
え
る

補
助
金
が
交
付
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
超
え
る
部
分
に
つ
い
て
国
庫
に
返
還
す
る

こ
と
を
命
ず
る
。
 

 （
そ
の
他
）
 

13
 
特
別
の
事
情
に
よ
り
４
、
７
、
８
及
び

11
に
定
め
る
算
定
方
法
、
手
続
き
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
 

い
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
 

る
。
 

 

 

－313－



別
　

表
別

　
表

１
　

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
１

　
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業

（
１

）
　

就
業

支
援

事
業

（
１

）
　

就
業

支
援

事
業

ア
　

週
５

日
以

下
の

実
施

の
場

合
6
,4

9
7
,0

0
0
円

 
ア

　
週

５
日

以
下

の
実

施
の

場
合

6
,3

5
4
,0

0
0
円

 

イ
　

週
５

日
以

下
（
土

日
を

含
む

）
の

実
施

の
場

合
イ

　
週

５
日

以
下

（
土

日
を

含
む

）
の

実
施

の
場

合

7
,1

7
4
,0

0
0
円

 
7
,0

1
4
,0

0
0
円

 

ウ
　

週
６

日
実

施
の

場
合

7
,8

5
1
,0

0
0
円

 
ウ

　
週

６
日

実
施

の
場

合
7
,6

7
5
,0

0
0
円

 

エ
　

週
７

日
実

施
の

場
合

9
,2

0
4
,0

0
0
円

 
エ

　
週

７
日

実
施

の
場

合
8
,9

9
5
,0

0
0
円

 

（
２

）
　

就
業

支
援

講
習

会
等

事
業

（
２

）
　

就
業

支
援

講
習

会
等

事
業

次
の

ア
又

は
イ

に
定

め
る

金
額

次
の

ア
又

は
イ

に
定

め
る

金
額

ア
　

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

　
9
,2

0
0
,0

0
0
円

 
ア

　
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
　

9
,2

0
0
,0

0
0
円

 

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

（
３

）
　

就
業

情
報

提
供

事
業

（
３

）
　

就
業

情
報

提
供

事
業

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

　
2
,7

6
1
,0

0
0
円

 
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
　

2
,7

1
7
,0

0
0
円

 

　
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
の

実
施

に
必

要
な

報
酬

､共
済

費
、

報
償

費
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
)､

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
保

険
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

、
負

担
金

､補
助

及
び

交
付

金

１
／

２
１

／
２

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

、
事

業
の

週
当

た
り

実
施

日
数

に
応

じ
以

下
の

ア
～

ウ
に

定
め

る
金

額

イ
　

平
日

夜
間

・
土

日
祝

日
の

開
催

や
市

街
地

の
ほ

か
郊

外
に

お
い

て
　

　
就

業
支

援
講

習
会

等
を

実
施

す
る

場
合

1
3
,9

5
0
,0

0
0
円

 

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
事

業

　
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合
計

額
。

な
お

、
(1

)～
(3

)及
び

(5
)の

各
事

業
に

つ
い

て
は

、
事

業
毎

の
金

額
に

、
事

業
の

実
施

数
に

応
じ

次
の

率
を

乗
し

て
得

ら
れ

た
額

の
合

計
額

・
１

事
業

又
は

２
事

業
を

実
施

し
て

い
る

場
合

　
 ０

．
９

・
３

事
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
　

　
　

　
　

　
　

　
 ０

．
９

５
・
４

事
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
　

　
　

　
　

　
　

　
 １

．
０

　
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
事

業
の

実
施

に
必

要
な

報
酬

､共
済

費
、

報
償

費
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
)､

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
保

険
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業

母
子

家
庭

等
就

業
・
自

立
支

援
事

業

　
次

に
よ

り
算

出
さ

れ
た

額
の

合
計

額
。

な
お

、
(1

)～
(3

)及
び

(5
)の

各
事

業
に

つ
い

て
は

、
事

業
毎

の
金

額
に

、
事

業
の

実
施

数
に

応
じ

次
の

率
を

乗
し

て
得

ら
れ

た
額

の
合

計
額

・
１

事
業

又
は

２
事

業
を

実
施

し
て

い
る

場
合

　
 ０

．
９

・
３

事
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
　

　
　

　
　

　
　

　
 ０

．
９

５
・
４

事
業

を
実

施
し

て
い

る
場

合
　

　
　

　
　

　
　

　
 １

．
０

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

、
事

業
の

週
当

た
り

実
施

日
数

に
応

じ
以

下
の

ア
～

ウ
に

定
め

る
金

額

イ
　

平
日

夜
間

・
土

日
祝

日
の

開
催

や
市

街
地

の
ほ

か
郊

外
に

お
い

て
　

　
就

業
支

援
講

習
会

等
を

実
施

す
る

場
合

1
4
,0

9
2
,0

0
0
円
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別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

（
４

）
　

在
宅

就
業

推
進

事
業

（
４

）
　

在
宅

就
業

推
進

事
業

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

　
　

2
,0

0
0
,0

0
0
円

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

　
　

2
,0

0
0
,0

0
0
円

 
 

（
５

）
　

養
育

費
等

支
援

事
業

（
５

）
　

養
育

費
等

支
援

事
業

　
　

（
イ

）
　

週
５

日
以

下
（
土

日
を

含
む

）
の

実
施

の
場

合
（
イ

）
　

週
５

日
以

下
（
土

日
を

含
む

）
の

実
施

の
場

合

4
,8

4
5
,0

0
0
円

 
3
,9

1
5
,0

0
0
円

 

（
ウ

）
　

週
６

日
実

施
の

場
合

5
,0

7
3
,0

0
0
円

 
（
ウ

）
　

週
６

日
実

施
の

場
合

4
,1

3
5
,0

0
0
円

 

（
エ

）
　

週
７

日
実

施
の

場
合

5
,5

2
8
,0

0
0
円

 
（
エ

）
　

週
７

日
実

施
の

場
合

4
,5

7
8
,0

0
0
円

 

ウ
　

弁
護

士
会

等
と

の
連

携
に

よ
る

個
別

相
談

支
援

を
行

う
場

合
ウ

　
新

規

1
,4

9
1
,0

0
0
円

エ
　

Ｓ
Ｎ

Ｓ
な

ど
ア

ク
セ

ス
し

や
す

い
多

様
な

方
法

に
よ

り
相

談
支

援
を

行
う

場
合

エ
　

新
規

1
1
,7

0
7
,0

0
0
円

　
ア

　
弁

護
士

に
よ

る
養

育
費

等
に

関
す

る
法

律
相

談
を

行
う

場
合

（
１

）
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
3
,0

6
4
,0

0
0
円

ア
 支

援
対

象
者

５
人

以
上

1
5
人

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

3
,0

0
0
,0

0
0
円

イ
 支

援
対

象
者

1
5
人

以
上

3
0
人

未
満

　
　

　
　

　
　

　
 6

,0
0
0
,0

0
0
円

ウ
 支

援
対

象
者

3
0
人

以
上

  
  
  
  
  
  
  
  
 　

　
　

　
　

  
9
,0

0
0
,0

0
0
円

　
　

た
だ

し
、

支
援

対
象

者
の

報
酬

月
額

（
平

均
）
が

１
万

円
未

満
の

場
  
合

、
ア

～
ウ

に
定

め
る

金
額

に
0
.9

を
乗

じ
る

。

　
　

な
お

、
在

宅
就

業
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

配
置

し
て

支
援

を
行

う
場

　
合

、
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
、

年
度

あ
た

り
の

支
援

対
象

者
数

に
応

じ
て

、
　

以
下

の
ア

～
ウ

に
定

め
る

金
額

を
加

算
す

る
。

ア
 支

援
対

象
者

５
人

以
上

1
5
人

未
満

　
　

　
　

　
　

　
　

3
,0

0
0
,0

0
0
円

イ
 支

援
対

象
者

1
5
人

以
上

3
0
人

未
満

　
　

　
　

　
　

　
 6

,0
0
0
,0

0
0
円

ウ
 支

援
対

象
者

3
0
人

以
上

  
  
  
  
  
  
  
  
 　

　
　

　
　

  
9
,0

0
0
,0

0
0
円

　
　

た
だ

し
、

支
援

対
象

者
の

報
酬

月
額

（
平

均
）
が

１
万

円
未

満
の

場
  
合

、
ア

～
ウ

に
定

め
る

金
額

に
0
.9

を
乗

じ
る

。

7
2
8
,0

0
0
円

（
２

）
法

律
相

談
の

件
数

が
年

間
2
6
0
件

以
上

の
場

合
に

加
算

す
る

額

　
イ

　
ア

以
外

の
事

業
を

行
う

場
合

（
ア

）
　

週
５

日
以

下
の

実
施

の
場

合
　

 3
,6

9
7
,0

0
0
円

ア
及

び
イ

の
額

を
合

計
し

た
金

額

（
２

）
　

削
除

　
イ

　
ア

以
外

の
事

業
を

行
う

場
合

（
ア

）
　

週
５

日
以

下
の

実
施

の
場

合
　

 4
,4

0
5
,0

0
0
円

　
　

な
お

、
在

宅
就

業
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

配
置

し
て

支
援

を
行

う
場

　
合

、
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
、

年
度

あ
た

り
の

支
援

対
象

者
数

に
応

じ
て

、
　

以
下

の
ア

～
ウ

に
定

め
る

金
額

を
加

算
す

る
。

ア
、

イ
、

ウ
及

び
エ

の
額

を
合

計
し

た
金

額

　
ア

　
弁

護
士

に
よ

る
養

育
費

等
に

関
す

る
法

律
相

談
を

行
う

場
合

（
１

）
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
6
,6

3
3
,0

0
0
円

－315－



別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

（
６

）
　

面
会

交
流

支
援

事
業

（
６

）
　

面
会

交
流

支
援

事
業

ア
　

基
本

分
ア

　
基

本
分

　
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
　

　
　

　
　

　
1
,8

2
8
,0

0
0
円

　
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
　

　
　

　
　

　
1
,8

0
1
,0

0
0
円

イ
　

加
算

分
イ

　
加

算
分

(ア
)　

2
5
1
件

以
上

3
0
0
件

以
下

の
場

合
　

 　
3
6
1
,0

0
0
円

(ア
)　

2
5
1
件

以
上

3
0
0
件

以
下

の
場

合
　

 　
3
5
0
,0

0
0
円

(イ
)　

3
0
1
件

以
上

3
5
0
件

以
下

の
場

合
　

 　
7
2
2
,0

0
0
円

(イ
)　

3
0
1
件

以
上

3
5
0
件

以
下

の
場

合
　

 　
7
0
0
,0

0
0
円

(ウ
)　

3
5
1
件

以
上

4
0
0
件

以
下

の
場

合
　

 1
,0

8
3
,0

0
0
円

(ウ
)　

3
5
1
件

以
上

4
0
0
件

以
下

の
場

合
　

 1
,0

5
0
,0

0
0
円

(エ
)　

4
0
1
件

以
上

4
5
0
件

以
下

の
場

合
 　

1
,4

4
4
,0

0
0
円

(エ
)　

4
0
1
件

以
上

4
5
0
件

以
下

の
場

合
 　

1
,4

0
0
,0

0
0
円

(オ
)　

4
5
1
件

以
上

5
0
0
件

以
下

の
場

合
 　

1
,8

0
5
,0

0
0
円

(オ
)　

4
5
1
件

以
上

5
0
0
件

以
下

の
場

合
 　

1
,7

5
0
,0

0
0
円

(カ
)　

5
0
1
件

以
上

の
場

合
　

　
　

　
　

　
　

  
2
,1

6
6
,0

0
0
円

(カ
)　

5
0
1
件

以
上

の
場

合
　

　
　

　
　

　
　

  
2
,1

0
0
,0

0
0
円

（
７

）
相

談
関

係
職

員
研

修
支

援
事

業
（
７

）
相

談
関

係
職

員
研

修
支

援
事

業

　
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
2
,7

6
9
,0

0
0
円

 
　

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

2
,7

3
7
,0

0
0
円

 

（
８

）
広

報
啓

発
・
広

聴
、

ニ
ー

ズ
把

握
活

動
等

事
業

（
８

）
広

報
啓

発
・
広

聴
、

ニ
ー

ズ
把

握
活

動
等

事
業

　
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
2
,3

0
0
,0

0
0
円

 
　

１
セ

ン
タ

ー
当

た
り

2
,2

0
0
,0

0
0
円

 

（
９

）
心

理
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
配

置
（
９

）
新

規

　
１

セ
ン

タ
ー

当
た

り
3
,0

0
0
,0

0
0
円

 

  
　

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

  
　

次
に

よ
り

算
出

さ
れ

た
額

の
合

計
額

２
　

一
般

市
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業
２

　
一

般
市

等
就

業
・
自

立
支

援
事

業

ア
～

ウ
に

定
め

る
額

を
合

計
し

た
金

額
ア

～
ウ

に
定

め
る

額
を

合
計

し
た

金
額

ア
　

支
援

対
象

者
５

人
以

上
1
5
人

未
満

の
場

合
　

　
　

　
ア

　
支

援
対

象
者

５
人

以
上

1
5
人

未
満

の
場

合
　

　
　

　

１
事

業
あ

た
り

　
3
,0

0
0
,0

0
0
円

１
事

業
あ

た
り

　
3
,0

0
0
,0

0
0
円

イ
　

支
援

対
象

者
1
5
人

以
上

3
0
人

未
満

の
場

合
　

　
　

　
イ

　
支

援
対

象
者

1
5
人

以
上

3
0
人

未
満

の
場

合
　

　
　

　

１
事

業
あ

た
り

　
6
,0

0
0
,0

0
0
円

１
事

業
あ

た
り

　
6
,0

0
0
,0

0
0
円

ウ
　

支
援

対
象

者
3
0
人

以
上

の
場

合
ウ

　
支

援
対

象
者

3
0
人

以
上

の
場

合

１
事

業
あ

た
り

　
 9

,0
0
0
,0

0
0
円

１
事

業
あ

た
り

　
 9

,0
0
0
,0

0
0
円

事
前

相
談

・
支

援
計

画
書

の
作

成
・
面

会
交

流
援

助
の

実
施

件
数

に
応

じ
以

下
の

(ア
)～

(カ
)に

定
め

る
金

額

　
一

般
市

等
就

業
・

自
立

支
援

事
業

の
実

施
に

必
要

な
報

酬
､

共
済

費
、

報
償

費
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
)､

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
保

険
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

  
　

 た
だ

し
、

支
援

対
象

者
の

報
酬

月
額

（
平

均
）
が

１
万

円
未

満
の

　
場

合
、

ア
～

ウ
に

定
め

る
金

額
に

0
.9

を
乗

じ
る

。

（
３

）
　

弁
護

士
を

配
置

し
て

、
養

育
費

等
支

援
事

業
を

行
う

場
合

、
以

　
　

下
の

金
額

を
加

算
す

る
。

（
１

）
１

事
業

当
た

り
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
3
,0

6
4
,0

0
0
円

（
２

）
法

律
相

談
の

件
数

が
年

間
2
6
0
件

以
上

の
場

合
に

加
算

す
る

額

7
2
8
,0

0
0
円

（
１

）
　

１
市

又
は

１
福

祉
事

務
所

設
置

町
村

当
た

り

ア
　

就
業

支
援

関
係

事
業

（
１

の
(1

)～
(4

)）
を

行
う

場
合

）
  
  

 2
,0

0
0
,0

0
0
円

イ
　

養
育

費
等

支
援

関
係

事
業

（
１

の
(5

)の
イ

、
１

の
(6

)）
を

行
う

場
合

）

2
,0

0
0
,0

0
0
円

ウ
　

広
報

啓
発

等
関

係
事

業
（
１

の
(7

)～
(8

)）
を

行
う

場
合

）

 1
,0

0
0
,0

0
0
円

（
２

）
　

在
宅

就
業

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
し

て
、

在
宅

就
業

推
進

事
  
  
 業

を
行

う
場

合
、

年
度

あ
た

り
の

支
援

対
象

者
数

に
応

じ
て

、
以

下
  
  
の

ア
～

ウ
に

定
め

る
金

額
を

加
算

す
る

。

 1
,0

0
0
,0

0
0
円

（
２

）
　

在
宅

就
業

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
し

て
、

在
宅

就
業

推
進

事
  
  
 業

を
行

う
場

合
、

年
度

あ
た

り
の

支
援

対
象

者
数

に
応

じ
て

、
以

下
  
  
の

ア
～

ウ
に

定
め

る
金

額
を

加
算

す
る

。

  
　

 た
だ

し
、

支
援

対
象

者
の

報
酬

月
額

（
平

均
）
が

１
万

円
未

満
の

　
場

合
、

ア
～

ウ
に

定
め

る
金

額
に

0
.9

を
乗

じ
る

。

（
３

）
　

弁
護

士
を

配
置

し
て

、
養

育
費

等
支

援
事

業
を

行
う

場
合

、
以

　
　

下
の

金
額

を
加

算
す

る
。

（
１

）
１

事
業

当
た

り
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
3
,0

6
4
,0

0
0
円

（
２

）
法

律
相

談
の

件
数

が
年

間
2
6
0
件

以
上

の
場

合
に

加
算

す
る

額

7
2
8
,0

0
0
円

　
一

般
市

等
就

業
・

自
立

支
援

事
業

の
実

施
に

必
要

な
報

酬
､

共
済

費
、

報
償

費
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
)､

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
保

険
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

、
負

担
金

､補
助

及
び

交
付

金

１
／

２

（
１

）
　

１
市

又
は

１
福

祉
事

務
所

設
置

町
村

当
た

り

ア
　

就
業

支
援

関
係

事
業

（
１

の
(1

)～
(4

)）
を

行
う

場
合

）
  
  

 2
,0

0
0
,0

0
0
円

１
／

２

事
前

相
談

・
支

援
計

画
書

の
作

成
・
面

会
交

流
援

助
の

実
施

件
数

に
応

じ
以

下
の

(ア
)～

(カ
)に

定
め

る
金

額

イ
　

養
育

費
等

支
援

関
係

事
業

（
１

の
(5

)の
イ

、
１

の
(6

)）
を

行
う

場
合

）

2
,0

0
0
,0

0
0
円

ウ
　

広
報

啓
発

等
関

係
事

業
（
１

の
(7

)～
(8

)）
を

行
う

場
合

）

－316－



別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
次

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
合

計
額

１
　

事
務

費
分

１
　

事
務

費
分

１
都

道
府

県
（
指

定
都

市
又

は
中

核
市

）
及

び
１

市
町

村
当

た
り

１
か

所
当

た
り

　
3
,9

9
7
,0

0
0
円

２
　

派
遣

手
当

分
２

　
派

遣
手

当
分

（
１

）
子

育
て

支
援

（
１

）
子

育
て

支
援

（
ア

）
児

童
１

人
の

場
合

（
ア

）
児

童
１

人
の

場
合

9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数

（
イ

）
児

童
２

人
の

場
合

（
イ

）
児

童
２

人
の

場
合

9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

1
.5

9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

1
.5

（
ウ

）
児

童
３

人
の

場
合

（
ウ

）
児

童
３

人
の

場
合

9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

２
9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

２

（
エ

）
児

童
４

人
の

場
合

（
エ

）
児

童
４

人
の

場
合

9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

2
.5

9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

2
.5

（
オ

）
児

童
５

人
の

場
合

（
オ

）
児

童
５

人
の

場
合

9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

3
9
0
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

3

イ
講

習
会

会
場

等
イ

講
習

会
会

場
等

1
,3

5
0
円

×
延

活
動

単
位

数
1
,3

5
0
円

×
延

活
動

単
位

数

（
ア

）
児

童
１

人
の

場
合

（
ア

）
児

童
１

人
の

場
合

1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数

（
イ

）
児

童
２

人
の

場
合

（
イ

）
児

童
２

人
の

場
合

1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

1
.5

1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

1
.5

（
ウ

）
児

童
３

人
の

場
合

（
ウ

）
児

童
３

人
の

場
合

1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

２
1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

２

（
エ

）
児

童
４

人
の

場
合

（
エ

）
児

童
４

人
の

場
合

1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

2
.5

1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

2
.5

（
オ

）
児

童
５

人
の

場
合

（
オ

）
児

童
５

人
の

場
合

1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

3
1
,1

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
×

3

エ
宿

泊
分

エ
宿

泊
分

4
,4

8
0
円

×
延

児
童

数
4
,4

8
0
円

×
延

児
童

数

オ
移

動
時

間
オ

移
動

時
間

1
,8

6
0
円

×
延

活
動

単
位

数
1
,8

6
0
円

×
延

活
動

単
位

数

（
ア

）
3
0
分

未
満

は
、

0
単

位
（
ア

）
3
0
分

未
満

は
、

0
単

位

（
イ

）
3
0
分

以
上

1
時

間
未

満
は

、
0
.5

単
位

（
イ

）
3
0
分

以
上

1
時

間
未

満
は

、
0
.5

単
位

（
ウ

）
1
時

間
以

上
は

1
単

位
（
ウ

）
1
時

間
以

上
は

1
単

位

ひ
と

り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業

移
動

時
間

に
つ

い
て

は
、

訪
問

先
か

ら
次

の
派

遣
先

に
移

動
す

る
場

合
に

つ
い

て
、

次
の

よ
う

に
活

動
単

位
数

を
換

算
し

、
1
,8

6
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。

　
ひ

と
り

親
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

の
実

施
に

必
要

な
報

酬
、

共
済

費
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
印

刷
製

本
費

）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
保

険
料

）
、

委
託

料

１
／

２

市
町

村
が

行
う

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

ア
深

夜
、

早
朝

以
外

の
通

常
勤

務
時

間
(9

:0
0
～

1
8
:0

0
)

な
お

、
講

習
会

会
場

、
そ

の
ほ

か
適

切
な

施
設

に
て

子
育

て
支

援
を

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

次
の

イ
の

単
価

と
す

る
。

２
／

３

ウ
早

朝
、

深
夜

等
（
1
8
:0

0
～

翌
日

9
:0

0
）

な
お

、
宿

泊
す

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
宿

泊
分

（
2
2
時

～
翌

6
時

）
の

時
間

に
つ

い
て

は
次

の
エ

の
単

位
と

す
る

。

ひ
と

り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業

１
／

２

市
町

村
が

行
う

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

ア
深

夜
、

早
朝

以
外

の
通

常
勤

務
時

間
(9

:0
0
～

1
8
:0

0
)

な
お

、
講

習
会

会
場

、
そ

の
ほ

か
適

切
な

施
設

に
て

子
育

て
支

援
を

す
る

場
合

に
つ

い
て

は
、

次
の

イ
の

単
価

と
す

る
。

２
／

３

ウ
早

朝
、

深
夜

等
（
1
8
:0

0
～

翌
日

9
:0

0
）

な
お

、
宿

泊
す

る
場

合
に

つ
い

て
は

、
宿

泊
分

（
2
2
時

～
翌

6
時

）
の

時
間

に
つ

い
て

は
次

の
エ

の
単

位
と

す
る

。

移
動

時
間

に
つ

い
て

は
、

訪
問

先
か

ら
次

の
派

遣
先

に
移

動
す

る
場

合
に

つ
い

て
、

次
の

よ
う

に
活

動
単

位
数

を
換

算
し

、
1
,8

6
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。

　
ひ

と
り

親
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

の
実

施
に

必
要

な
報

酬
、

共
済

費
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

報
償

費
、

旅
費

、
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
保

険
料

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
備

品
購

入
費

、
負

担
金

､補
助

及
び

交
付

金

4
,0

5
6
,0

0
0
円

－317－



別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

（
２

）
生

活
援

助
（
２

）
生

活
援

助

ア
深

夜
、

早
朝

以
外

の
通

常
勤

務
時

間
（
9
:0

0
～

1
8
:0

0
）

ア
深

夜
、

早
朝

以
外

の
通

常
勤

務
時

間
（
9
:0

0
～

1
8
:0

0
）

　
1
,8

6
0
円

×
延

活
動

単
位

数
　

1
,8

6
0
円

×
延

活
動

単
位

数

イ
早

朝
、

深
夜

等
（
1
8
:0

0
～

翌
日

9
:0

0
）

イ
早

朝
、

深
夜

等
（
1
8
:0

0
～

翌
日

9
:0

0
）

　
2
,3

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数
　

2
,3

2
0
円

×
延

活
動

単
位

数

ウ
移

動
時

間
ウ

移
動

時
間

　
1
,8

6
0
円

×
延

活
動

単
位

数
　

1
,8

6
0
円

×
延

活
動

単
位

数

（
ア

）
3
0
分

未
満

は
、

0
単

位
（
ア

）
3
0
分

未
満

は
、

0
単

位

（
イ

）
3
0
分

以
上

1
時

間
未

満
は

、
0
.5

単
位

（
イ

）
3
0
分

以
上

1
時

間
未

満
は

、
0
.5

単
位

（
ウ

）
1
時

間
以

上
は

1
単

位
（
ウ

）
1
時

間
以

上
は

1
単

位

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
次

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
合

計
額

　
１

　
ひ

と
り

親
家

庭
等

生
活

支
援

事
業

　
　

１
　

ひ
と

り
親

家
庭

等
生

活
支

援
事

業
　

(１
)１

か
所

当
た

り
1
1
,3

4
1
,0

0
0
円

 

4
,2

6
5
,0

0
0
円

 
4
,2

6
5
,0

0
0
円

 

　
２

　
子

ど
も

の
生

活
・
学

習
支

援
事

業
　

２
　

子
ど

も
の

生
活

・
学

習
支

援
事

業

（
１

）
集

合
型

に
よ

り
実

施
す

る
場

合
：
（
３

）
①

～
②

及
び

④
の

合
計

（
１

）
集

合
型

に
よ

り
実

施
す

る
場

合
：
（
３

）
①

～
②

及
び

④
の

合
計

（
２

）
派

遣
型

に
よ

り
実

施
す

る
場

合
：
（
３

）
①

及
び

③
の

合
計

（
２

）
派

遣
型

に
よ

り
実

施
す

る
場

合
：
（
３

）
①

及
び

③
の

合
計

（
３

）
集

合
型

と
派

遣
型

の
両

方
を

実
施

す
る

場
合

：
①

～
④

の
合

計
（
３

）
集

合
型

と
派

遣
型

の
両

方
を

実
施

す
る

場
合

：
①

～
④

の
合

計

①
事

務
費

　
１

か
所

当
た

り
 　

2
,7

2
7
,0

0
0
円

①
事

務
費

　
１

実
施

主
体

当
た

り
 　

2
,6

7
4
,0

0
0
円

②
事

業
費

（
集

合
型

）
②

事
業

費
（
集

合
型

）

ア
　

１
か

所
当

た
り

7
,6

7
4
,0

0
0
円

ア
　

１
実

施
主

体
当

た
り

　
7
,6

6
4
,0

0
0
円

イ
　

実
施

日
数

に
応

じ
て

ア
に

加
算

す
る

金
額

イ
　

実
施

日
数

に
応

じ
て

ア
に

加
算

す
る

金
額

1
0
5
日

～
1
5
6
日

　
3
,8

3
6
,0

0
0
円

1
0
5
日

～
1
5
6
日

　
3
,8

3
3
,0

0
0
円

1
5
7
日

～
2
0
8
日

　
7
,6

7
3
,0

0
0
円

1
5
7
日

～
2
0
8
日

　
7
,6

6
5
,0

0
0
円

2
0
9
日

以
上

　
　

 1
1
,5

1
0
,0

0
0
円

2
0
9
日

以
上

　
　

 1
1
,4

9
7
,0

0
0
円

③
事

業
費

（
派

遣
型

）
③

事
業

費
（
派

遣
型

）

　
ア

　
１

回
の

訪
問

が
１

日
の

場
合

　
1
0
,1

8
0
円

×
訪

問
延

回
数

　
ア

　
１

回
の

訪
問

が
１

日
の

場
合

　
9
,9

8
0
円

×
訪

問
延

回
数

　
イ

　
１

回
の

訪
問

が
半

日
以

内
の

場
合

　
6
,5

7
0
円

×
訪

問
延

回
数

　
イ

　
１

回
の

訪
問

が
半

日
以

内
の

場
合

　
6
,4

8
0
円

×
訪

問
延

回
数

④
実

施
準

備
経

費
（
１

実
施

場
所

当
た

り
）

④
実

施
準

備
経

費
（
１

実
施

場
所

当
た

り
）

ア
　

改
修

費
等

　
4
,0

0
0
,0

0
0
円

ア
　

改
修

費
等

　
4
,0

0
0
,0

0
0
円

イ
　

礼
金

及
び

賃
借

料
（
実

施
前

月
分

）
　

6
0
0
,0

0
0
円

　
イ

　
礼

金
及

び
賃

借
料

（
実

施
前

月
分

）
　

6
0
0
,0

0
0
円

　

※
２

　
令

和
２

年
度

中
に

支
払

わ
れ

た
も

の
に

限
る

。
※

２
　

令
和

２
年

度
中

に
支

払
わ

れ
た

も
の

に
限

る
。

ひ
と
り

親
家
庭

等
生
活

向
上
事

業
（
子

ど
も
の

生
活
・

学
習
支

援
事
業

（
新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
の
感

染
拡
大

防
止
を

目
的
と

す
る
も

の
を
除

く
）
）

２
／

３

※
委

託
の

場
合

は
、

実
施

主
体

を
事

業
実

施
団

体
等

に
読

み
替

え
る

。

※
実

施
主

体
に

は
事

業
実

施
団

体
等

を
含

む
。

 ひ
と

り
親

家
庭

等
生

活
向

上
事

業
の

実
施

に
必

要
な

報
酬

、
給

料
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

報
償

費
、

共
済

費
、

改
修

費
、

備
品

購
入

費
、

旅
費

､需
用

費
（
食

糧
費

、
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

、
保

険
料

)、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料

１
／

２

※
実

施
主

体
に

は
事

業
実

施
団

体
等

を
含

む
。

※
委

託
の

場
合

は
、

実
施

主
体

を
事

業
実

施
団

体
等

に
読

み
替

え
る

。

※
１

　
上

記
２

（
３

）
②

イ
の

実
施

日
数

は
、

事
業

実
施

場
所

毎
の

実
施

日
数

の
合

計
と

す
る

。

移
動

時
間

に
つ

い
て

は
、

訪
問

先
か

ら
次

の
派

遣
先

に
移

動
す

る
場

合
に

つ
い

て
、

次
の

よ
う

に
活

動
単

位
数

を
換

算
し

、
1
,8

6
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。

市
町

村
が

行
う

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
場

合

(２
)地

域
の

民
間

団
体

の
活

用
等

に
よ

る
出

張
・
訪

問
相

談
、

同
行

支
援

、
見

守
り

支
援

を
行

う
場

合
に

加
算

す
る

額

２
／

３

 ひ
と

り
親

家
庭

等
生

活
向

上
事

業
の

実
施

に
必

要
な

報
酬

、
給

料
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

報
償

費
、

共
済

費
、

改
修

費
、

備
品

購
入

費
、

旅
費

､需
用

費
（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

、
保

険
料

)、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、

負
担

金
､補

助
及

び
交

付
金

(１
)１

都
道

府
県

（
指

定
都

市
又

は
中

核
市

）
及

び
１

市
町

村
当

た
り

1
1
,4

8
2
,0

0
0
円

 

１
／

２

市
町

村
が

行
う

事
業

に
対

し
て

都
道

府
県

が
補

助
す

る
場

合

(２
)地

域
の

民
間

団
体

の
活

用
等

に
よ

る
出

張
・
訪

問
相

談
、

同
行

支
援

、
見

守
り

支
援

を
行

う
場

合
に

加
算

す
る

額

移
動

時
間

に
つ

い
て

は
、

訪
問

先
か

ら
次

の
派

遣
先

に
移

動
す

る
場

合
に

つ
い

て
、

次
の

よ
う

に
活

動
単

位
数

を
換

算
し

、
1
,8

6
0
円

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。

ひ
と
り

親
家
庭

等
生
活

向
上
事

業
（
子

ど
も
の

生
活
・

学
習
支

援
事
業

※
１

　
上

記
２

（
３

）
②

イ
の

実
施

日
数

は
、

事
業

実
施

場
所

毎
の

実
施

日
数

の
合

計
と

す
る

。

－318－



別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

（
削

除
）

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額

１
実

施
主

体
当

た
り

　
5
0
0
,0

0
0
円

※
委

託
の

場
合

は
、

実
施

主
体

を
事

業
実

施
団

体
等

に
読

み
替

え
る

。

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額

（
削

除
）

１
実

施
主

体
当

た
り

 　
5
0
0
,0

0
0
円

※
委

託
の

場
合

は
、

実
施

主
体

を
事

業
実

施
団

体
等

に
読

み
替

え
る

。

ひ
と
り

親
家
庭

等
生
活

向
上
事

業
（
子

ど
も
の

生
活
・

学
習
支

援
事
業

（
新
型

コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル

ス
の
感

染
拡
大

防
止
対

策
を
目

的
と
す

る
も
の

の
実
施

に
係
る

も
の
に

限 る
。
）

(
当
初

分
）
）

子
ど

も
の

生
活

・
学

習
支

援
事

業
の

実
施

に
必

要
な

備
品

購
入

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

、
広

告
料

)、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
※

消
毒

液
等

の
一

括
購

入
、

学
習

室
等

の
消

毒
、

感
染

症
予

防
の

広
報

・
啓

発
な

ど
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
を

図
る

た
め

に
必

要
な

経
費

に
限

る
。

1
0
/
1
0

※
令

和
元

年
度

に
交

付
決

定
を

受
け

た
実

施
主

体
分

は
、

5
0
0
,0

0
0

円
と

令
和

元
年

度
実

支
出

額
と

の
差

と
す

る
。

ひ
と

り
親

家
庭

等
生

活
向

上
事

業
（
子

ど
も

の
生

活
・

学
習

支
援

事
業

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
対

策
を

目
的

と
す

る
も

の
の

実
施

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）
(追

加
分

）
）

 子
ど

も
の

生
活

・
学

習
支

援
事

業
の

実
施

に
必

要
な

報
酬

、
給

料
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

報
償

費
、

共
済

費
、

備
品

購
入

費
、

需
用

費
（
消

耗
品

費
、

印
刷

製
本

費
）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

、
広

告
料

)、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料 ※
消

毒
液

等
の

一
括

購
入

、
学

習
室

等
の

消
毒

、
感

染
症

予
防

の
広

報
・
啓

発
、

研
修

受
講

費
用

、
か

か
り

増
し

経
費

な
ど

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
の

感
染

拡
大

防
止

を
図

る
た

め
に

必
要

な
経

費
に

限
る

。

※
本

事
業

は
、

ひ
と

り
親

家
庭

等
生

活
向

上
事

業
（
子

ど
も

の
生

活
・

学
習

支
援

事
業

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

の
感

染
拡

大
防

止
対

策
を

目
的

と
す

る
も

の
の

実
施

に
係

る
も

の
に

限
る

。
）
(当

初
分

）
）
（
以

下
、

「
当

初
分

」
と

い
う

。
）
の

基
準

額
を

超
え

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

及
び

当
初

分
の

補
助

対
象

と
な

ら
な

い
事

業
（
研

修
受

講
費

用
、

か
か

り
増

し
経

費
等

の
支

援
）
を

行
う

場
合

に
実

施
す

る
こ

と
が

出
来

る
。

－319－



別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
次

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
合

計
額

１
　

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
事

業
１

　
自

立
支

援
教

育
訓

練
給

付
金

事
業

教
育

訓
練

経
費

の
6
0
％

相
当

額
教

育
訓

練
経

費
の

6
0
％

相
当

額

（
1
2
,0

0
1
円

以
上

2
0
0
,0

0
0
円

以
下

）
（
1
2
,0

0
1
円

以
上

2
0
0
,0

0
0
円

以
下

）

２
　

高
等

職
業

訓
練

促
進

給
付

金
等

事
業

２
　

高
等

職
業

訓
練

促
進

給
付

金
等

事
業

ア
　

平
成

1
9
年

度
以

前
に

修
業

を
開

始
し

た
者

ア
　

平
成

1
9
年

度
以

前
に

修
業

を
開

始
し

た
者

　
　

　
　

1
4
1
,0

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
　

　
　

1
4
1
,0

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
（
ア

）
　

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

に
属

す
る

者
　

（
ア

）
　

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

に
属

す
る

者

　
　

　
　

　
1
4
1
,0

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
　

　
　

　
1
4
1
,0

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
（
イ

）
　

市
町

村
民

税
課

税
世

帯
に

属
す

る
者

　
（
イ

）
　

市
町

村
民

税
課

税
世

帯
に

属
す

る
者

　
　

　
　

　
7
0
,5

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
　

　
　

　
7
0
,5

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
（
ア

）
　

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

に
属

す
る

者
　

（
ア

）
　

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

に
属

す
る

者

　
a　

養
成

課
程

修
了

ま
で

の
最

後
の

1
2
月

の
者

　
a　

養
成

課
程

修
了

ま
で

の
最

後
の

1
2
月

の
者

　
　

　
　

　
1
4
0
,0

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
　

　
　

　
1
4
0
,0

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
ｂ
　

a以
外

の
者

　
ｂ
　

a以
外

の
者

　
　

　
　

　
1
0
0
,0

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
　

　
　

　
1
0
0
,0

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
（
イ

）
　

市
町

村
民

税
課

税
世

帯
に

属
す

る
者

　
（
イ

）
　

市
町

村
民

税
課

税
世

帯
に

属
す

る
者

　
a　

養
成

課
程

修
了

ま
で

の
最

後
の

1
2
月

の
者

　
a　

養
成

課
程

修
了

ま
で

の
最

後
の

1
2
月

の
者

　
　

　
　

　
1
1
0
,5

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
　

　
　

　
1
1
0
,5

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
ｂ
　

a以
外

の
者

　
ｂ
　

a以
外

の
者

　
　

　
　

　
7
0
,5

0
0
円

×
支

給
延

月
数

　
　

　
　

　
7
0
,5

0
0
円

×
支

給
延

月
数

（
１

）
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

イ
　

平
成

2
0
年

度
以

後
平

成
2
3
年

度
以

前
に

修
業

を
開

始
し

た
者

ウ
　

平
成

2
4
年

度
以

後
に

修
業

を
開

始
し

た
者

教
育

訓
練

経
費

の
6
0
％

相
当

額
と

講
座

の
修

業
年

数
に

2
0
0
,0

0
0
円

を
乗

じ
た

額
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

(8
0
0
,0

0
0
円

以
下

)か
ら

雇
用

保
険

法
に

よ
る

専
門

実
践

教
育

訓
練

給
付

金
の

支
給

額
を

差
し

引
い

た
額

。
（
1
2
,0

0
1
円

以
上

）

母
子

家
庭

自
立

支
援

給
付

金
及

び
父

子
家

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

母
子

家
庭

自
立

支
援

給
付

金
及

び
父

子
家

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

の
実

施
に

必
要

な
負

担
金

､
補

助
及

び
交

付
金

、
扶

助
費

（
３

）
専

門
実

践
教

育
訓

練
給

付
金

(専
門

資
格

の
取

得
を

目
指

す
も

の
に

限
る

)の
支

給
を

受
け

て
い

な
い

受
給

資
格

者

教
育

訓
練

経
費

の
6
0
％

相
当

額
と

講
座

の
修

業
年

数
に

2
0
0
,0

0
0
円

を
乗

じ
た

額
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

（
1
2
,0

0
1
円

以
上

8
0
0
,0

0
0
円

以
下

）

（
４

）
専

門
実

践
教

育
訓

練
給

付
金

(専
門

資
格

の
取

得
を

目
指

す
も

の
に

限
る

)の
支

給
を

受
け

た
受

給
資

格
者

３
／

４

（
１

）
一

般
（
特

定
一

般
を

含
む

。
）
教

育
訓

練
給

付
金

の
支

給
を

受
け

て
い

な
い

受
給

資
格

者

（
２

）
一

般
（
特

定
一

般
を

含
む

。
）
教

育
訓

練
給

付
金

の
支

給
を

受
け

た
受

給
資

格
者

教
育

訓
練

経
費

の
6
0
％

相
当

額
(2

0
,0

0
0
円

以
下

)か
ら

雇
用

保
険

法
に

よ
る

一
般

教
育

訓
練

給
付

金
の

支
給

額
を

差
し

引
い

た
額

と
す

る
。

（
1
2
,0

0
1
円

以
上

）

母
子

家
庭

自
立

支
援

給
付

金
及

び
父

子
家

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

母
子

家
庭

自
立

支
援

給
付

金
及

び
父

子
家

庭
自

立
支

援
給

付
金

事
業

の
実

施
に

必
要

な
負

担
金

､
補

助
及

び
交

付
金

、
扶

助
費

３
／

４

（
１

）
一

般
（
特

定
一

般
を

含
む

。
）
教

育
訓

練
給

付
金

の
支

給
を

受
け

て
い

な
い

受
給

資
格

者

（
２

）
一

般
（
特

定
一

般
を

含
む

。
）
教

育
訓

練
給

付
金

の
支

給
を

受
け

た
受

給
資

格
者

教
育

訓
練

経
費

の
6
0
％

相
当

額
(2

0
,0

0
0
円

以
下

)か
ら

雇
用

保
険

法
に

よ
る

一
般

教
育

訓
練

給
付

金
の

支
給

額
を

差
し

引
い

た
額

と
す

る
。

（
1
2
,0

0
1
円

以
上

）

（
１

）
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

イ
　

平
成

2
0
年

度
以

後
平

成
2
3
年

度
以

前
に

修
業

を
開

始
し

た
者

ウ
　

平
成

2
4
年

度
以

後
に

修
業

を
開

始
し

た
者

※
特

定
一

般
教

育
訓

練
給

付
金

に
つ

い
て

の
規

定
は

令
和

元
年

1
0
月

1
日

の
制

度
開

始
後

か
ら

適
用

す
る

。

（
３

）
専

門
実

践
教

育
訓

練
給

付
金

(専
門

資
格

の
取

得
を

目
指

す
も

の
に

限
る

)の
支

給
を

受
け

て
い

な
い

受
給

資
格

者

教
育

訓
練

経
費

の
6
0
％

相
当

額
と

講
座

の
修

業
年

数
に

2
0
0
,0

0
0
円

を
乗

じ
た

額
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

（
1
2
,0

0
1
円

以
上

8
0
0
,0

0
0
円

以
下

）

（
４

）
専

門
実

践
教

育
訓

練
給

付
金

(専
門

資
格

の
取

得
を

目
指

す
も

の
に

限
る

)の
支

給
を

受
け

た
受

給
資

格
者

教
育

訓
練

経
費

の
6
0
％

相
当

額
と

講
座

の
修

業
年

数
に

2
0
0
,0

0
0
円

を
乗

じ
た

額
の

い
ず

れ
か

少
な

い
額

(8
0
0
,0

0
0
円

以
下

)か
ら

雇
用

保
険

法
に

よ
る

専
門

実
践

教
育

訓
練

給
付

金
の

支
給

額
を

差
し

引
い

た
額

。
（
1
2
,0

0
1
円

以
上

）

※
特

定
一

般
教

育
訓

練
給

付
金

に
つ

い
て

の
規

定
は

令
和

元
年

1
0
月

1
日

の
制

度
開

始
後

か
ら

適
用

す
る

。
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別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

ア
　

市
町

村
民

税
非

課
税

世
帯

に
属

す
る

者
ア

　
市

町
村

民
税

非
課

税
世

帯
に

属
す

る
者

 5
0
,0

0
0
円

×
支

給
件

数
 5

0
,0

0
0
円

×
支

給
件

数

イ
　

ア
以

外
の

者
イ

　
ア

以
外

の
者

 2
5
,0

0
0
円

×
支

給
件

数
 2

5
,0

0
0
円

×
支

給
件

数

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
次

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
合

計
額

１
　

受
講

修
了

時
給

付
金

１
　

受
講

修
了

時
給

付
金

ア
　

令
和

２
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
講

座
を

修
了

し
た

者
ア

　
令

和
２

年
３

月
3
1
日

ま
で

に
講

座
を

修
了

し
た

者

受
講

費
用

の
２

０
％

相
当

額
（
4
,0

0
1
円

以
上

1
0
0
,0

0
0
円

以
下

）
受

講
費

用
の

２
０

％
相

当
額

（
4
,0

0
1
円

以
上

1
0
0
,0

0
0
円

以
下

）

イ
　

令
和

2
年

4
月

1
日

以
降

に
講

座
を

修
了

し
た

者
イ

　
令

和
2
年

4
月

1
日

以
降

に
講

座
を

修
了

し
た

者

受
講

費
用

の
４

０
％

相
当

額
（
4
,0

0
1
円

以
上

1
0
0
,0

0
0
円

以
下

）
受

講
費

用
の

４
０

％
相

当
額

（
4
,0

0
1
円

以
上

1
0
0
,0

0
0
円

以
下

）

２
　

合
格

時
給

付
金

２
　

合
格

時
給

付
金

ア
　

令
和

２
年

３
月

3
1
日

ま
で

に
講

座
を

修
了

し
た

者
ア

　
令

和
２

年
３

月
3
1
日

ま
で

に
講

座
を

修
了

し
た

者

受
講

費
用

の
４

０
％

相
当

額
受

講
費

用
の

４
０

％
相

当
額

イ
　

令
和

2
年

4
月

1
日

以
降

に
講

座
を

修
了

し
た

者
イ

　
令

和
2
年

4
月

1
日

以
降

に
講

座
を

修
了

し
た

者

受
講

費
用

の
２

０
％

相
当

額
受

講
費

用
の

２
０

％
相

当
額

（
１

と
２

を
合

わ
せ

た
給

付
額

の
上

限
は

1
5
0
,0

0
0
円

）
（
１

と
２

を
合

わ
せ

た
給

付
額

の
上

限
は

1
5
0
,0

0
0
円

）

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
次

に
よ

り
算

出
し

た
額

の
合

計
額

(1
)１

プ
ロ

グ
ラ

ム
当

た
り

　
2
0
,0

0
0
円

(1
)１

プ
ロ

グ
ラ

ム
当

た
り

　
2
0
,0

0
0
円

(3
)キ

ャ
リ

ア
コ

ン
サ

ル
タ

ン
ト
に

よ
る

講
習

等
受

講
経

費
(3

)キ
ャ

リ
ア

コ
ン

サ
ル

タ
ン

ト
に

よ
る

講
習

等
受

講
経

費

1
実

施
主

体
当

た
り

1
実

施
主

体
当

た
り

　
母

子
・
父

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

事
業

に
必

要
な

報
酬

、
報

償
費

、
給

料
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

食
糧

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
）
、

委
託

料
、

共
済

費

1
0
／

1
0

（
２

）
高

等
職

業
訓

練
修

了
支

援
給

付
金

　
　

※
補

助
対

象
と

な
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
及

び
そ

の
　

　
　

後
の

支
援

に
際

し
、

最
低

２
回

以
上

、
面

接
（
電

話
、

メ
ー

ル
等

に
よ

　
　

　
る

も
の

は
含

ま
な

い
。

）
を

行
っ

て
い

る
も

の
と

す
る

。

(2
）
プ

ロ
グ

ラ
ム

で
設

定
し

た
目

標
を

達
成

し
た

後
、

１
年

以
上

定
期

的
に

　
　

ア
フ

タ
ー

ケ
ア

を
行

う
場

合
、

１
プ

ロ
グ

ラ
ム

当
た

り
2
0
,0

0
0
円

を
加

算
　

　
す

る
。

（
２

）
高

等
職

業
訓

練
修

了
支

援
給

付
金

ひ
と

り
親

家
庭

高
等

学
校

卒
業

程
度

認
定

試
験

合
格

支
援

事
業

　
ひ

と
り

親
家

庭
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
合

格
支

援
事

業
の

実
施

に
必

要
な

負
担

金
､補

助
及

び
交

付
金

、
扶

助
費

３
／

４

母
子

・
父

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

事
業

　
母

子
・
父

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

事
業

に
必

要
な

報
酬

、
報

償
費

、
給

料
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

旅
費

、
需

用
費

（
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

印
刷

製
本

費
、

食
糧

費
）
、

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
）
、

委
託

料
、

共
済

費
、

負
担

金
､補

助
及

び
交

付
金

1
0
／

1
0

　
　

※
補

助
対

象
と

な
る

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

、
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
策

定
及

び
そ

の
　

　
　

後
の

支
援

に
際

し
、

最
低

２
回

以
上

、
面

接
（
電

話
、

メ
ー

ル
等

に
よ

　
　

　
る

も
の

は
含

ま
な

い
。

）
を

行
っ

て
い

る
も

の
と

す
る

。

(2
）
プ

ロ
グ

ラ
ム

で
設

定
し

た
目

標
を

達
成

し
た

後
、

１
年

以
上

定
期

的
に

　
　

ア
フ

タ
ー

ケ
ア

を
行

う
場

合
、

１
プ

ロ
グ

ラ
ム

当
た

り
2
0
,0

0
0
円

を
加

算
　

　
す

る
。

9
7
,0

0
0
円

9
7
,0

0
0
円

ひ
と

り
親

家
庭

高
等

学
校

卒
業

程
度

認
定

試
験

合
格

支
援

事
業

　
ひ

と
り

親
家

庭
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
合

格
支

援
事

業
の

実
施

に
必

要
な

負
担

金
､補

助
及

び
交

付
金

、
扶

助
費

３
／

４

母
子

・
父

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

事
業
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別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

(1
)就

業
支

援
専

門
員

の
配

置
等

に
よ

る
相

談
窓

口
の

強
化

(1
)就

業
支

援
専

門
員

の
配

置
等

に
よ

る
相

談
窓

口
の

強
化

１
か

所
当

た
り

　
5
,0

0
0
,0

0
0
円

１
か

所
当

た
り

　
5
,0

0
0
,0

0
0
円

(2
)集

中
相

談
の

実
施

に
よ

る
相

談
窓

口
の

強
化

(2
)集

中
相

談
の

実
施

に
よ

る
相

談
窓

口
の

強
化

１
か

所
当

た
り

　
3
,1

0
0
,0

0
0
円

１
か

所
当

た
り

　
3
,1

0
0
,0

0
0
円

１
都

道
府

県
（
指

定
都

市
又

は
中

核
市

）
及

び
１

市
（
福

祉
事

務
所

設
置

町
村

）
当

た
り

１
か

所
当

た
り

　
1
,7

1
3
,0

0
0
円

1
5
,0

0
0
,0

0
0
円

離
婚

前
後

親
支

援
モ

デ
ル

事
業

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
離

婚
前

後
親

支
援

モ
デ

ル
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

報
償

費
、

共
済

費
、

備
品

購
入

費
、

旅
費

､需
用

費
（
食

糧
費

、
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

、
保

険
料

)、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料

１
／

２

ひ
と

り
親

家
庭

へ
の

総
合

的
な

支
援

の
た

め
の

相
談

窓
口

の
強

化
事

業

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
ひ

と
り

親
家

庭
へ

の
総

合
的

な
支

援
の

た
め

の
相

談
窓

口
の

強
化

事
業

に
必

要
な

報
酬

､共
済

費
、

報
償

費
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

旅
費

、
需

用
費

（
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
)､

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

、
負

担
金

､補
助

及
び

交
付

金

１
／

２

離
婚

前
後

親
支

援
モ

デ
ル

事
業

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
離

婚
前

後
親

支
援

モ
デ

ル
事

業
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

報
償

費
、

共
済

費
、

備
品

購
入

費
、

旅
費

､
需

用
費

（
食

糧
費

、
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
(通

信
運

搬
費

、
保

険
料

)、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、

負
担

金
､補

助
及

び
交

付
金

、
扶

助
費

１
／

２

ひ
と

り
親

家
庭

へ
の

総
合

的
な

支
援

の
た

め
の

相
談

窓
口

の
強

化
事

業

次
に

よ
り

算
出

し
た

額
の

合
計

額
ひ

と
り

親
家

庭
へ

の
総

合
的

な
支

援
の

た
め

の
相

談
窓

口
の

強
化

事
業

に
必

要
な

報
酬

､共
済

費
、

報
償

費
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

旅
費

、
需

用
費

（
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
)､

役
務

費
（
通

信
運

搬
費

）
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

１
／

２
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別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た
額

厚
生

労
働

大
臣

が
必

要
と

認
め

た
額

（
削

除
）

１
か

所
当

た
り

　
　

1
,0

0
0
,0

0
0
円

感
染

防
止

に
配

慮
し

た
ひ

と
り

親
家

庭
等

相
談

支
援

体
制

強
化

事
業

を
実

施
す

る
た

め
に

必
要

な
報

酬
、

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

報
償

費
、

共
済

費
、

改
修

費
、

備
品

購
入

費
、

旅
費

､需
用

費
（
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

１
／

２

社
会

保
障

・
税

番
号

制
度

に
係

る
情

報
連

携
体

制
整

備
事

業

社
会

保
障

・
税

番
号

制
度

に
係

る
情

報
連

携
体

制
整

備
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

旅
費

、
需

用
費

、
役

務
費

、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品

購
入

費
、

負
担

金

２
／

３

感
染

防
止

に
配

慮
し

た
ひ

と
り

親
家

庭
等

相
談

支
援

体
制

強
化

事
業

社
会

保
障

・
税

番
号

制
度

に
係

る
情

報
連

携
体

制
整

備
事

業

社
会

保
障

・
税

番
号

制
度

に
係

る
情

報
連

携
体

制
整

備
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

給
料

（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

旅
費

、
需

用
費

、
役

務
費

、
委

託
料

、
使

用
料

及
び

賃
借

料
、

備
品

購
入

費
、

負
担

金

２
／

３

感
染

防
止

に
配

慮
し

た
ひ

と
り

親
家

庭
等

相
談

支
援

体
制

強
化

事
業
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別
　

表
別

　
表

新
旧

対
照

表

改
正

後
現

行

１
区

分
２

種
目

３
基

準
額

４
対

象
経

費
５

補
助

率
１

区
分

２
種

目
３

基
準

額
４

対
象

経
費

５
補

助
率

（
削

除
）

１
自

治
体

あ
た

り
　

　
8
0
,0

0
0
,0

0
0
円

１
か

所
当

た
り

　
　

2
,2

0
0
,0

0
0
円

（
新

規
）

ひ
と

り
親

家
庭

等
に

対
す

る
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
相

談
体

制
強

化
事

業

ひ
と

り
親

家
庭

等
に

対
す

る
ワ

ン
ス

ト
ッ

プ
相

談
体

制
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬

、
給

料
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

へ
支

給
さ

れ
る

も
の

に
限

る
）
、

報
償

費
、

共
済

費
、

改
修

費
、

備
品

購
入

費
、

旅
費

､需
用

費
（
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

１
０

／
１

０

ひ
と

り
親

家
庭

等
に

対
す

る
相

談
支

援
体

制
強

化
事

業

ひ
と

り
親

家
庭

等
に

対
す

る
相

談
体

制
強

化
事

業
を

実
施

す
る

た
め

に
必

要
な

報
酬

、
給

料
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

職
員

手
当

等
（
た

だ
し

会
計

年
度

任
用

職
員

及
び

臨
時

的
任

用
職

員
へ

支
給

さ
れ

る
も

の
に

限
る

）
、

報
償

費
、

共
済

費
、

改
修

費
、

備
品

購
入

費
、

旅
費

､需
用

費
（
印

刷
製

本
費

、
消

耗
品

費
、

燃
料

費
、

光
熱

水
費

）
、

役
務

費
、

委
託

料
、

使
用

料
及

び
賃

借
料

１
／

２

－324－



 

別
紙

 
「

母
子
家
庭
等
就
業
・

自
立
支

援
事

業
の

実
施

に
つ
い
て
」

の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
正

後
 

現
 

行
 

雇
児

発
第

0
7
2
2
0
0
3
号

 

平
成

2
0
年

７
月

2
2
日

 

 
 
雇

児
発

第
0
4
2
4
0
0
1
号

 

平
成

2
1
年

4
月

2
4
日

 

雇
児

発
0
3
2
5
第

4
号

 

平
成

2
2
年

3
月

2
5
日

 
 

雇
児

発
0
4
0
1
第

3
号

 

平
成

2
3
年

4
月

1
日
 

雇
児

発
0
4
0
6
第

8
号

 

平
成

2
4
年

4
月

6
日
 

雇
児

発
0
5
1
6
第

6
号

 

平
成

2
5
年

５
月

1
6
日

 

雇
児

発
0
3
3
1
第

1
号

 

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

 

 
 
 
 
雇

児
発

0
9
3
0
第

1
号

 

平
成

2
6
年

9
月

3
0
日

 

雇
児

発
0
4
1
0
第

6
号

 

平
成

2
7
年

4
月

1
0
日

 

雇
児

発
0
3
3
1
第

2
1
号

 

平
成

2
8
年

３
月

3
1
日

 

子
発

0
3
3
0
第

1
7
号
 

令
和

２
年

３
月

3
0
日
 

子
発

※
第

※
号
 

令
和

３
年

※
月

※
日
    

雇
児

発
第

0
7
2
2
0
0
3
号

 

平
成

2
0
年

７
月

2
2
日

 

 
 
雇

児
発

第
0
4
2
4
0
0
1
号

 

平
成

2
1
年

4
月

2
4
日

 

雇
児

発
0
3
2
5
第

4
号

 

平
成

2
2
年

3
月

2
5
日

 
 

雇
児

発
0
4
0
1
第

3
号

 

平
成

2
3
年

4
月

1
日
 

雇
児

発
0
4
0
6
第

8
号

 

平
成

2
4
年

4
月

6
日
 

雇
児

発
0
5
1
6
第

6
号

 

平
成

2
5
年

５
月

1
6
日

 

雇
児

発
0
3
3
1
第

1
号

 

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

 

 
 
 

 
雇

児
発

0
9
3
0
第

1
号

 

平
成

2
6
年

9
月

3
0
日

 

雇
児

発
0
4
1
0
第

6
号

 

平
成

2
7
年

4
月

1
0
日

 

雇
児

発
0
3
3
1
第

2
1
号

 

平
成

2
8
年

３
月

3
1
日

 

子
発

0
3
3
0
第

1
7
号
 

令
和

２
年

３
月

3
0
日
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改
正

後
 

現
 

行
 

都
道
府
県
知
事
 

 
 
各

 
指
定
都
市
市
長
 
 
殿
 

 
 
 

 
中

核
市

市
長
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

 
  
 
 厚

生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
母
子

家
庭
等

就
業
・

自
立

支
援

事
業

の
実
施
に
つ
い
て
 

   
 
母

子
家
庭
の

母
等

は
、

十
分

な
準

備
の

な
い

ま
ま

就
業
す

る
こ

と
に
よ

り
、
生

計
を
支

え
る

た
め
に
十

分
な
収

入
を

得
る

こ
と

が
困

難
な

状
況

に
あ

る
場

合
が
多

い
こ
と

か
ら

、
就
業

支
援

を
柱
と
し
た
母
子
家
庭
等

に
対

す
る
総

合
的

な
自

立
支

援
策
を
平
成

15
年
度
か
ら
本
格
的
に
展

開
し
て
い

る
と
こ

ろ
で

あ
る

。
そ

の
一

環
と

し
て

、
母

子
家

庭
の
母

等
の
就

業
を

よ
り
効

果
的

に
促
進
す

る
た
め

、
就

業
相

談
か

ら
技

能
講

習
、

就
業

情
報

の
提
供

に
至
る

ま
で

の
一
貫

し
た

就
業
支
援

サ
ー
ビ

ス
の

提
供

等
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
地

域
生
活

の
支
援

や
養

育
費
の

取
り

決
め
な
ど
の
専
門
相
談
を

実
施

す
る
こ

と
と

し
、
別

紙
の
と
お
り
「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
事
業
実
施
要
綱
」
を
定

め
、
平

成
2
0
年
４

月
１

日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
本
事

業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運

営
を

図
ら
れ

た
く

通
知

す
る

。
 

 
 
な

お
、
本
通
知
の
施
行

に
伴

い
、
平
成

1
5
年

６
月

24
日
雇
児
発
第

0
6
24
0
01

号
本
職
通
知

「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自

立
支

援
セ
ン

タ
ー

事
業

の
実

施
に
つ
い
て
」
は
、
廃
止
す
る
。

 

        

都
道
府
県
知
事
 

 
 
各

 
指
定
都
市
市
長
 
 
殿
 

 
 
 
 
中

核
市

市
長
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 

 
  
 
 厚

生
労

働
省

雇
用
均

等
・
児

童
家

庭
局

長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
母
子

家
庭
等

就
業
・

自
立

支
援

事
業

の
実

施
に
つ

い
て
 

   
 
母
子

家
庭
の

母
等

は
、

十
分

な
準

備
の

な
い

ま
ま

就
業

す
る

こ
と

に
よ

り
、

生
計

を
支

え
る

た
め
に
十

分
な
収

入
を

得
る

こ
と

が
困

難
な

状
況

に
あ

る
場

合
が

多
い

こ
と

か
ら

、
就

業
支

援

を
柱
と
し
た
母
子
家
庭
等

に
対

す
る
総

合
的

な
自

立
支

援
策

を
平
成

15
年
度

か
ら

本
格
的

に
展

開
し
て
い

る
と
こ

ろ
で

あ
る

。
そ

の
一

環
と

し
て

、
母

子
家

庭
の

母
等

の
就

業
を

よ
り

効
果

的

に
促
進
す

る
た
め

、
就

業
相

談
か

ら
技

能
講

習
、

就
業

情
報

の
提

供
に

至
る

ま
で

の
一

貫
し

た

就
業
支
援

サ
ー
ビ

ス
の

提
供

等
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
地

域
生

活
の

支
援

や
養

育
費

の
取

り

決
め
な
ど
の
専
門
相
談
を

実
施

す
る
こ

と
と

し
、
別

紙
の
と

お
り
「
母

子
家

庭
等

就
業
・
自

立
支

援
事
業
実
施
要
綱
」
を
定

め
、
平

成
2
0
年
４

月
１

日
か

ら
適

用
す
る

こ
と

と
し

た
の

で
、
本

事

業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運

営
を

図
ら
れ

た
く

通
知

す
る

。
 

 
 
な
お
、
本
通
知
の
施
行

に
伴

い
、
平
成

1
5
年

６
月

24
日

雇
児
発
第

0
6
24
0
01

号
本
職

通
知

「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自

立
支

援
セ
ン

タ
ー

事
業

の
実

施
に

つ
い
て

」
は

、
廃

止
す

る
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

（
別

 
紙
）
 

 
 

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

事
業
実
施
要
綱
 

 
 
 

１
～
４
 

（
 
略

 ）
 

 

５
 

事
業
の
内
容
等
 

（
１
）
セ
ン
タ
ー
事
業
 

事
業

の
内
容
等

に
つ
い

て
は

次
の

と
お

り
で

あ
り

、
そ
の
実

施
に

当
た
っ

て
は
、

就
業
支

援

事
業
、
就

業
支
援

講
習

会
等

事
業

及
び

就
業

情
報

提
供

事
業

に
よ
る

一
貫
し

た
就

業
支
援

サ
ー

ビ
ス
の
提

供
並
び

に
在

宅
就

業
推

進
事

業
、

養
育

費
等

支
援

事
業

、
面
会
交

流
支

援
事
業

及
び

心
理
担
当

者
に
よ

る
相

談
支

援
事

業
の

実
施

に
よ

る
総
合
的

な
自
立

支
援
に

努
め

る
こ
と

。
併

せ
て
、
管
内
自
治
体
・
福
祉
事
務

所
支
援

事
業

及
び

広
報
啓
発
・
公
聴
、
ニ
ー
ズ
把
握
等
事
業
の

実
施
に
努
め
、
支
援
ニ
ー
ズ
の

把
握
、
相

談
・
支

援
体

制
の
整
備
、
支
援
施
策
の
周
知
等
に
努
め

る
こ
と
。
 

 

 
ア

～
エ

 
（

 略
 
）
 

 オ
 

養
育
費
等
支
援
事
業
 

離
婚
後
の
子
ど

も
の

養
育

に
お

い
て
は

、
そ

の
養

育
に
対
す
る
責
務
は
両
親
に
あ
り
、
子

ど
も
を

監
護
し

な
い

親
も

養
育

費
を

負
担

し
、

扶
養
義
務
を

果
た

さ
な
け

れ
ば

な
ら
な
い

が
、
実
際
に
は
養
育
費

の
確
保

が
進
ん

で
い

な
い

状
況
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
母
子
家
庭
の

母
等
の

養
育
費

の
確

保
の

た
め

、
弁

護
士

に
よ

る
離
婚
前
・

離
婚

後
の
養

育
費

取
得
の
た

め
の
取
り
決
め
や
支

払
い

の
履

行
・
強
制

執
行

に
関

す
る
法
律
相
談
を
実
施
す
る
。
ま
た
、

母
子
家

庭
の
母

等
の

養
育

費
の

確
保

の
た

め
、

養
育
費
に
関

す
る

専
門
知

識
を

有
す
る
相

談
員
を

配
置
し

、
養

育
費

取
得

の
た

め
の

取
り

決
め
や
支
払

の
履

行
・
強

制
執

行
の
手
続

に
関
す

る
相
談

や
情

報
提

供
、

母
子

家
庭

の
母

等
が
養
育
費

の
取

り
決
め

等
の

た
め
に
家

庭
裁
判
所
等
へ
訪
れ

る
際

の
同

行
支
援

の
ほ

か
、

講
習
会
な
ど
を
実
施
す
る
。
 

ま
た
、
母
子
家
庭
の

母
等

の
中
に

は
人
間

関
係

の
形
成
が
不
得
手

で
あ
っ
た
り
、
生
活
習

慣
、
生
活
意
欲
、
価

値
意

識
に
問

題
を
抱

え
、
就

業
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
ず
転
職
を
繰

（
別

 
紙
）
 

 
 

母
子

家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

事
業
実

施
要

綱
 

 
 
 

１
～
４
 

（
 
略

 ）
 

 

５
 

事
業
の
内
容
等
 

（
１
）
セ
ン
タ
ー
事
業
 

事
業
の

内
容
等

に
つ
い

て
は

次
の

と
お

り
で

あ
り

、
そ

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

就
業

支
援

事
業
、
就

業
支
援

講
習

会
等

事
業

及
び

就
業

情
報

提
供

事
業

に
よ

る
一

貫
し

た
就

業
支

援
サ

ー

ビ
ス
の
提

供
並
び

に
在

宅
就

業
推

進
事

業
、

養
育

費
等

支
援

事
業

及
び

面
会

交
流

支
援

事
業

の

実
施
に
よ
る
総
合
的
な
自

立
支

援
に
努

め
る

こ
と
。
併
せ
て

、
管

内
自

治
体
・
福
祉

事
務
所

支
援

事
業

及
び

広
報
啓
発
・
公
聴
、
ニ

ー
ズ
把

握
等

事
業

の
実

施
に

努
め
、
支

援
ニ

ー
ズ

の
把
握

、
相

談
・
支
援
体
制
の
整
備
、

支
援

施
策
の

周
知

等
に

努
め

る
こ

と
。
 

  ア
～
エ
 

（
 
略

 ）
 

 オ
 

養
育
費
等
支
援
事
業
 

離
婚
後
の
子
ど

も
の

養
育

に
お

い
て
は

、
そ

の
養

育
に

対
す
る

責
務
は

両
親

に
あ

り
、
子

ど
も
を

監
護
し

な
い

親
も

養
育

費
を

負
担

し
、

扶
養

義
務

を
果

た
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

が
、
実
際
に
は
養

育
費

の
確
保

が
進
ん

で
い

な
い

状
況

に
あ

る
。
こ
の

た
め
、
母
子

家
庭
の

母
等
の

養
育
費

の
確

保
の

た
め

、
弁

護
士

に
よ

る
離

婚
前

・
離

婚
後

の
養

育
費

取
得

の
た

め
の
取
り
決
め
や
支

払
い

の
履

行
・
強
制

執
行

に
関

す
る
法

律
相
談

を
実

施
す

る
。
ま
た

、

母
子
家

庭
の
母

等
の

養
育

費
の

確
保

の
た

め
、

養
育

費
に

関
す

る
専

門
知

識
を

有
す

る
相

談
員
を

配
置
し

、
養

育
費

取
得

の
た

め
の

取
り

決
め

や
支

払
の

履
行

・
強

制
執

行
の

手
続

に
関
す

る
相
談

や
情

報
提

供
、

母
子

家
庭

の
母

等
が

養
育

費
の

取
り

決
め

等
の

た
め

に
家

庭
裁
判
所
等
へ
訪
れ

る
際

の
同

行
支
援

の
ほ

か
、

講
習

会
な

ど
を
実

施
す

る
。
 

ま
た
、
母
子
家
庭
の

母
等

の
中
に

は
人
間

関
係

の
形

成
が

不
得

手
で
あ

っ
た

り
、
生
活

習

慣
、
生
活
意
欲
、
価

値
意

識
に
問

題
を
抱

え
、
就

業
を

継
続
す

る
こ
と

が
で

き
ず

転
職

を
繰
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改
正

後
 

現
 

行
 

り
返
す

な
ど
、

安
定

し
た

就
業

生
活

を
営

む
こ

と
が
困
難
な

者
が

あ
り
、

地
域

で
の
生
活

支
援
を
必
要
と
し
て

い
る
。
ま

た
、
子
ど

も
を

ひ
と
り
で
養
育
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
就
業

支
援
活

動
に
加

え
て

生
活

面
で

の
支

援
体

制
を

強
化
す
る
必

要
が

あ
る
。

こ
の

た
め
、
地

域
の
母

子
生
活

支
援

施
設

等
の

相
談

・
指

導
機

能
を
活
用
し

て
、

そ
の
ノ

ウ
ハ

ウ
を
活
か

し
た
相

談
指
導

等
の

生
活

支
援

を
継

続
的

に
行

う
も
の
と
す

る
。

こ
れ
ら

の
実

施
に
当
た

っ
て
は
、
次
の
事
項

に
留

意
す

る
こ
と

。
 

（
ア

）
事
業
の
実
施
に

当
た
っ

て
は

、
Ｓ

Ｎ
Ｓ

に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
相

談
な
ど
ア
ク
セ
ス

し

や
す
い
多
様
な
方
法

に
よ

る
相

談
支
援

を
行

う
こ

と
が
望
ま
し
い
。
 

（
イ

）
養
育
費
相
談

に
つ
い
て

は
、

養
育

費
の

取
り
決
め
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、
養
育

費

等
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
や

市
区

町
村

の
相

談
窓

口
等

の
関
係

機
関

と
の
連

携
を
図

り
、

積
極
的
に
離
婚
前
の

者
に

対
し

て
実
施

す
る

こ
と

。
 

（
ウ

）
養
育
費
相
談

に
つ
い
て

は
、

養
育

費
に

関
す
る
相
談
の
ほ
か
、
面
接
交
渉
等
の
問

題

も
含
め
相
談
に
応
じ

る
と

と
も

に
、
必
要

に
応

じ
、
相
談
者
に
対
し
て
、
法
テ
ラ
ス
、
弁

護
士
会
や
民
間
団
体

等
の

紹
介

を
行
う

こ
と

。
 

（
エ

）
弁
護
士
に
よ

る
養
育
費

相
談

に
つ

い
て

は
、

必
要
に

応
じ

、
弁
護
士
会
等
と
連
携

し

た
個
別
相
談
支
援
等

き
め

細
か

な
支
援

を
行

う
と
と
も
に
、
養
育
費
の
ほ
か
、
離
婚
、
親

権
、
面
会
交
流
、
慰
謝

料
や
財

産
分
与

な
ど

の
法

律
に
関
す
る
問
題
に
も
応
じ
る
こ
と
。 

（
オ

）
生
活
支

援
に

つ
い

て
は

、
母

子
家

庭
の

母
等

の
職
場

や
家

庭
を
訪

問
す
る

巡
回
相

談

を
実
施
す
る
な

ど
継

続
的

生
活

支
援
を

行
う

こ
と
。
 

（
カ
）
相
談
指
導
に
当
た
っ
て

は
、
人
間

関
係

の
形

成
、
親
子
関
係
の
再
構
築
、
経
済
観
念
の

醸
成
な

ど
適

切
な

相
談

指
導

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
場

合
に

は
関

係
機
関

や
地

域

組
織
と
連
携
し

た
支

援
体

制
の

調
整
を

図
る

こ
と
。
 

（
キ

）
特
に
父

子
家

庭
に

つ
い

て
は

、
父

子
家

庭
に

な
っ
た

直
後

の
生
活

に
支
援

を
必
要

と

し
て
い
る
場
合

が
多

い
こ

と
か

ら
、
子

育
て

、
生
活
相
談
や
必
要
な
制
度
の
活
用
方
法
な

ど
情
報
提
供
を

行
う

こ
と

。
 

（
ク
）
生
活
支
援
に
つ

い
て
は

、
地

域
の

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
や
相
談
関
係
者
と
密
接
な

連
携
を
図
っ
て

実
施

す
る

こ
と

。
 

（
ケ
）
相
談
の
実
施
に

当
た
っ

て
は
、
託

児
コ

ー
ナ

ー
の
設
置
や
平
日
夜
間
・
土
日
祝
日
に
相

談
を

実
施
す

る
ほ

か
、

Ｄ
Ｖ

被
害

者
等

へ
の

配
慮

な
ど

ひ
と

り
親

家
庭

の
生
活

実
態

や

ニ
ー
ズ
等
を
踏

ま
え

実
施

す
る

こ
と
。
 

 

り
返
す

な
ど
、

安
定

し
た

就
業

生
活

を
営

む
こ

と
が

困
難

な
者

が
あ

り
、

地
域

で
の

生
活

支
援
を
必
要
と
し
て

い
る
。
ま

た
、
子
ど

も
を

ひ
と

り
で
養

育
し
て

い
る

こ
と

か
ら
、
就

業

支
援
活

動
に
加

え
て

生
活

面
で

の
支

援
体

制
を

強
化

す
る

必
要

が
あ

る
。

こ
の

た
め

、
地

域
の
母

子
生
活

支
援

施
設

等
の

相
談

・
指

導
機

能
を

活
用

し
て

、
そ

の
ノ

ウ
ハ

ウ
を

活
か

し
た
相

談
指
導

等
の

生
活

支
援

を
継

続
的

に
行

う
も

の
と

す
る

。
こ

れ
ら

の
実

施
に

当
た

っ
て
は
、
次
の
事
項

に
留

意
す

る
こ
と

。
 

（
新
設
）
 

 

（
ア
）

養
育
費
相

談
に

つ
い
て

は
、

養
育

費
の

取
り

決
め
を

促
進

す
る

観
点

か
ら

、
養
育

費

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

や
市

区
町

村
の

相
談

窓
口

等
の

関
係

機
関

と
の

連
携

を
図

り
、

積

極
的
に
離
婚
前

の
者

に
対

し
て

実
施
す

る
こ

と
。
 

（
イ
）

養
育
費
相

談
に

つ
い
て

は
、

養
育

費
に

関
す

る
相
談

の
ほ

か
、

面
接

交
渉

等
の
問

題

も
含
め
相
談
に

応
じ

る
と

と
も

に
、
必
要

に
応

じ
、
相

談
者

に
対
し

て
、
法

テ
ラ

ス
、
弁

護
士
会
や
民
間

団
体

等
の

紹
介

を
行
う

こ
と

。
 

（
ウ
）

弁
護
士
に

よ
る

養
育
費

相
談

に
つ

い
て

は
、

養
育
費

の
ほ

か
、

離
婚

、
親

権
、
面

会

交
流
、
慰
謝
料

や
財

産
分

与
な

ど
の
法

律
に

関
す

る
問

題
に

も
応
じ

る
こ

と
。
 

  （
エ
）

生
活
支

援
に

つ
い

て
は

、
母

子
家

庭
の

母
等

の
職

場
や

家
庭

を
訪

問
す

る
巡

回
相

談

を
実
施
す
る
な

ど
継

続
的

生
活

支
援
を

行
う

こ
と

。
 

（
オ
）
相
談
指
導
に
当

た
っ
て

は
、
人
間

関
係

の
形

成
、
親
子

関
係
の

再
構

築
、
経

済
観
念

の

醸
成
な

ど
適

切
な

相
談

指
導

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
場

合
に

は
関

係
機

関
や

地
域

組
織
と
連
携
し

た
支

援
体

制
の

調
整
を

図
る

こ
と

。
 

（
カ
）

特
に
父

子
家

庭
に

つ
い

て
は

、
父

子
家

庭
に

な
っ

た
直

後
の

生
活

に
支

援
を

必
要

と

し
て
い
る
場
合

が
多

い
こ

と
か

ら
、
子

育
て

、
生

活
相

談
や
必

要
な
制

度
の

活
用

方
法

な

ど
情
報
提
供
を

行
う

こ
と

。
 

（
キ
）
生
活
支
援
に
つ

い
て
は

、
地

域
の

母
子
・
父
子

自
立
支

援
員
や

相
談

関
係

者
と

密
接

な

連
携
を
図
っ
て

実
施

す
る

こ
と

。
 

（
ク
）
相
談
の
実
施
に

当
た
っ

て
は
、
平

日
夜

間
・
土

日
祝
日

に
相
談

を
実

施
す

る
ほ

か
、
Ｄ

Ｖ
被
害

者
等

へ
の

配
慮

な
ど

ひ
と

り
親

家
庭

の
生

活
実

態
や

ニ
ー

ズ
等

を
踏

ま
え

実
施

す
る
こ
と
。
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後
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カ
 

面
会
交
流
支
援
事
業
 

離
婚
に

よ
り

父
母

が
離

れ
て

暮
ら

す
こ

と
に

な
っ

て
も

、
別

居
親

と
子

ど
も
が

会
っ

た

り
、
電
話
や
手
紙
等
で

定
期
的
・
継

続
的

に
交

流
を
保
つ
こ
と
は
、
子
ど
も
の
生
活
や
精
神

面
の
安
定
を
も
た
ら

し
、

子
ど

も
の
健

や
か

な
成

長
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
る
。
 

ま
た
、
別
居
親
に
と

っ
て

も
、
子

ど
も
と

の
交

流
に
よ
り
子
ど
も
の
成
長
を
見
守
る
こ
と

は
、
実
親
と
し
て
の
養

育
の
責

務
を
果

た
す

こ
と

に
も
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
は
、
子
ど
も
の

養
育
費
を
支
払
う
意

欲
に

も
つ

な
が
る

こ
と

に
な

る
。
 

し
か
し
な
が
ら

、
離

婚
し

た
父
母

は
、
相

手
に

対
す
る
複
雑
な
感
情
や
心
理
的
葛
藤
を
有

し
て
い

る
こ
と

が
多

い
た

め
、

父
母

間
の

み
で

は
子
ど
も
と

の
面

会
交
流

を
実

施
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
が

あ
る

。
 

こ
の
た
め
、
別
居
親

又
は

同
居
親

か
ら
の

申
請

に
応
じ
、
面
会
交
流
に
係
る
事
前
相
談
や

面
会
交

流
援
助

等
の

支
援

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
面
会
交
流

の
円

滑
な
実

施
を

図
り
、
子

ど
も
の
健
や
か
な
成

長
を

図
る

た
め
等

の
支

援
を

行
う
。
 

（
ア
）
～
（
エ
）
（

略
）
 

（
オ
）
そ
の
他
 

ａ
 
 

実
施

主
体

は
、

本
事

業
を

実
施

す
る

に
当
た

り
、
必
要

に
応

じ
て
養

育
費

等
相

談

支
援
セ
ン
タ
ー

や
家

庭
裁

判
所

等
関
係

機
関

と
連
携
を
図
る
こ
と
。
 

ｂ
 
 
 
暴
力

行
為

や
子

ど
も
に

対
す
る

虐
待

行
為

を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
者
、

子
ど
も
の

連
れ
去

り
又

は
連

れ
去

り
を

企
図

す
る

お
そ
れ

の
あ

る
者
等

に
つ

い
て

は
本

事
業

の

対
象
と
し
な
い

こ
と
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の

こ
と

が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
支
援
を
中
止

し
、
子
ど
も
等
の
安

全
の

確
保
に

十
分
配

慮
す
る
と
と
も
に
、
関
係
機
関
へ
の
連
絡
等

必
要
な
支
援
策

を
講

ず
る

こ
と

。
な

お
、
こ

れ
ら
の
場
合
に
は
、
以
後
一
切
の
支
援
は

行
わ
な
い
こ
と

。
 

ｃ
 
 
 
実
施
主
体
、
支

援
員
、

そ
の
他

本
事

業
に

従
事
す
る
者
は
、
本
事
業
に
お
い
て
知

り
得
た
個
人
情

報
が

漏
え

い
す

る
こ
と

が
な

い
よ
う
、
そ
の
取
扱
い
に
は
十
分
注
意
す

る
と
と
も
に
、

適
切

な
管

理
を

行
う
こ

と
。
 

 キ
～
ク
 

（
略
）
 

 ケ
 

心
理
担
当
者
に
よ
る

相
談

支
援
事

業
 

 

カ
 

面
会
交
流
支
援
事
業
 

離
婚
に

よ
り

父
母

が
離

れ
て

暮
ら

す
こ

と
に

な
っ

て
も

、
別

居
親

と
子

ど
も

が
会

っ
た

り
、
電
話
や
手
紙

等
で

定
期
的
・
継

続
的

に
交

流
を

保
つ
こ

と
は
、
子

ど
も

の
生

活
や
精

神

面
の
安
定
を
も
た
ら

し
、

子
ど

も
の
健

や
か

な
成

長
に

と
っ

て
有
意

義
で

あ
る

。
 

ま
た
、
別
居
親
に
と

っ
て

も
、
子

ど
も
と

の
交

流
に

よ
り

子
ど

も
の
成

長
を

見
守

る
こ

と

は
、
実
親
と
し
て

の
養

育
の
責

務
を
果

た
す

こ
と

に
も

つ
な

が
り
、
さ

ら
に

は
、
子

ど
も
の

養
育
費
を
支
払
う
意

欲
に

も
つ

な
が
る

こ
と

に
な

る
。
 

し
か
し
な
が
ら

、
離

婚
し

た
父
母

は
、
相

手
に

対
す

る
複

雑
な
感

情
や
心

理
的

葛
藤

を
有

し
て
い

る
こ
と

が
多

い
た

め
、

父
母

間
の

み
で

は
子

ど
も

と
の

面
会

交
流

を
実

施
す

る
こ

と
が
困
難
な
場
合
が

あ
る

。
 

こ
の
た
め
、
別
居
親

又
は

同
居
親

か
ら
の

申
請

に
応

じ
、
面
会
交

流
に
係

る
事

前
相

談
や

面
会
交

流
援
助

等
の

支
援

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
面

会
交

流
の

円
滑

な
実

施
を

図
り

、
子

ど
も
の
健
や
か
な
成

長
を

図
る

た
め
等

の
支

援
を

行
う

。
 

 
（
ア
）

～
（
エ
）
（
略

）
 

（
オ
）
そ
の
他
 

ａ
 
 

実
施

主
体
は

、
本

事
業

を
実

施
す

る
に

当
た

り
、

必
要

に
応

じ
て

養
育

費
相

談
支

援
セ
ン
タ
ー
や

家
庭

裁
判

所
等

関
係
機

関
と

連
携

を
図

る
こ

と
。
 

ｂ
 
 
 
暴
力
行
為

や
子

ど
も
に

対
す
る

虐
待

行
為

を
行

う
お

そ
れ
の

あ
る

者
、

子
ど

も
の

連
れ
去

り
又

は
連

れ
去

り
を

企
図

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

者
等

に
つ

い
て

は
本

事
業

の

対
象
と
し
な
い

こ
と
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の

こ
と

が
発

生
し

た
場

合
に
は
、
支
援

を
中

止

し
、
子
ど
も
等

の
安

全
の

確
保
に

十
分
配

慮
す

る
と

と
も

に
、
関

係
機
関

へ
の

連
絡

等

必
要
な
支
援
策

を
講

ず
る

こ
と

。
な

お
、
こ

れ
ら

の
場

合
に
は

、
以

後
一

切
の

支
援

は

行
わ
な
い
こ
と

。
 

ｃ
 
 
 
実
施
主
体

、
支

援
員
、

そ
の
他

本
事

業
に

従
事

す
る

者
は
、

本
事

業
に

お
い

て
知

り
得
た
個
人
情

報
が

漏
え

い
す

る
こ
と

が
な

い
よ

う
、
そ
の

取
扱
い

に
は

十
分

注
意

す

る
と
と
も
に
、

適
切

な
管

理
を

行
う
こ

と
。
 

 

キ
～
ク
 

（
略
）
 

 （
新
設
）
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改
正

後
 

現
 

行
 

 
 

母
子
家
庭

の
母

等
の

自
立

支
援

に
あ

た
っ

て
、

就
職
に

有
利

に
な
る

資
格

取
得
の
促

進

や
職
業

訓
練
等

だ
け

で
は

な
く

、
母

子
家

庭
の

母
等

の
エ
ン

パ
ワ

メ
ン
ト

（
自

ら
の
潜
在

能
力
を

引
き
出

し
自

分
自

身
の

生
活

や
環

境
を

コ
ン
ト
ロ
ー

ル
し

て
い
く

力
）

を
育
む
た

め
、
母

子
家
庭

等
就

業
・

自
立

支
援

セ
ン

タ
ー

に
心
理
担
当

者
を

配
置
し

母
子

家
庭
の
母

等
に
対
し
心
理
面
の

ア
プ

ロ
ー

チ
も
考

慮
し

た
相

談
支
援
を
行
う
。
 

心
理
担
当
者

は
、

産
業

カ
ウ
ン

セ
ラ

ー
等

の
心
理
に
関
す
る
専
門
資
格
を
有
す
る
も
の

又
は

こ
れ
と
同
程

度
と

認
め
ら

れ
る

も
の

と
し

、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等
と
の
兼
務

を
可
能
と
す
る
。

た
だ

し
、
兼

務
の

場
合

は
そ

れ
ぞ
れ
の
業
務
の

分
担
等
に
応
じ
て
費
用

の
分
担
を
行
う
こ
と

。
 

  

（
２

）
一
般
市
等
事
業
 

 
 

一
般

市
等
事

業
は

、
よ

り
身

近
な

地
域

に
お

い
て

も
母

子
家
庭

の
母
等

が
自

立
支
援

を
受

け
ら
れ
る
よ
う
、
(
1
)の

セ
ン
タ

ー
事
業

と
同

様
の

事
業
を
一
般
市
等
に
お
い
て
も
実
施
す
る

こ
と
と
し
、
実
施
に

当
た

っ
て

は
、
次

の
事

項
に

留
意

す
る
こ
と
。
 

ア
 

事
業
の
種
類
は

、
(1
)
の
就

業
支
援

事
業

、
就

業
支
援
講
習
会
等
事
業
、
就
業
情
報
提

供
事
業
、
在
宅
就

業
推

進
事
業

、
養

育
費

等
支

援
事
業
、
面
会
交
流
支
援
事
業
、
相
談
関

係
職
員
研
修
支

援
事

業
、
広
報

啓
発
・
広

聴
、
ニ

ー
ズ
把
握
活
動

等
事
業
、
心
理
担
当
者

に
よ
る
相
談
支

援
事

業
と

し
、
そ

の
中
か

ら
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
必
要
な
事
業
を
選
択

し
て
実
施
す
る

こ
と

も
差

し
支

え
な
い
。
な
お

、
平
成

28
年
度
か
ら
一
般
市
等
事
業
に

お
い
て
も
、
(
1
)の

セ
ン

タ
ー
事

業
の
全

て
を

実
施
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

イ
 

都
道
府
県

等
や

近
隣

の
市

等
と

必
要

に
応

じ
連
携
を
図

る
、

事
業
の

共
同

実
施
を
す

る
等
、
効
果
的

・
効

率
的

な
支

援
に
配

慮
す

る
こ

と
。
 

 ６
 
関
係
機
関
と
の
連
携

等
 

都
道
府
県

等
及
び

一
般

市
等

は
、

こ
れ

ら
の

事
業

を
実

施
す

る
に
当

た
っ
て

は
、

母
子
家

庭
の

母
等
に
対
し
、
本
事
業
の
趣
旨

の
周
知

徹
底

を
図

る
と

と
も
に
、
公
共
職
業
安
定
所
、
福
祉
人
材

バ
ン
ク
、
児
童
相
談
所
、
福
祉

事
務
所

、
養

育
費

等
相

談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
民
生
委
員
・
児
童
委

員
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
母

子
・
父

子
自

立
支

援
員

、
就
業
支
援
専
門
員
、
母
子
・
父
子
自
立

支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム

策
定

員
、

そ
の

他
の

福
祉

・
就

業
関
係
機

関
と
の

連
携
に

努
め

る
も
の

と
す

る
。
 

           

（
２
）
一
般
市
等
事
業
 

 
 

一
般

市
等
事

業
は

、
よ

り
身

近
な

地
域

に
お

い
て

も
母

子
家

庭
の

母
等

が
自

立
支

援
を

受

け
ら
れ
る
よ
う
、
(
1
)の

セ
ン
タ

ー
事
業

と
同

様
の

事
業

を
一

般
市
等

に
お

い
て

も
実

施
す

る

こ
と
と
し
、
実
施
に
当
た

っ
て

は
、
次

の
事

項
に

留
意

す
る

こ
と
。
 

ア
 

事
業
の
種
類
は

、
(1
)
の
就

業
支
援

事
業

、
就

業
支

援
講

習
会
等

事
業

、
就

業
情

報
提

供
事
業
、
在
宅
就

業
推

進
事
業

、
養

育
費

等
支

援
事

業
、
面
会

交
流
支

援
事

業
、
相

談
関

係
職
員
研
修
支

援
事

業
、
広
報

啓
発
・
広

聴
、
ニ

ー
ズ

把
握
活

動
等
事

業
と

し
、
そ

の
中

か
ら
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

必
要

な
事

業
を

選
択

し
て

実
施

す
る

こ
と

も
差

し
支

え
な

い
。
な
お
、
平
成

28
年
度
か

ら
一
般

市
等

事
業

に
お

い
て

も
、
(
1
)の

セ
ン

タ
ー

事
業

の
全
て
を
実
施

で
き

る
こ

と
と

し
て
い

る
。
 

イ
 

都
道
府
県

等
や

近
隣

の
市

等
と

必
要

に
応

じ
連

携
を

図
る

、
事

業
の

共
同

実
施

を
す

る
等
、
効
果
的

・
効

率
的

な
支

援
に
配

慮
す

る
こ

と
。
 

 

６
 
関
係
機
関
と
の
連
携

等
 

都
道
府
県
等
及
び
一
般
市

等
は

、
こ
れ

ら
の

事
業

を
実

施
す

る
に
当

た
っ

て
は

、
母

子
家

庭
の

母
等
に
対
し
、
本
事
業
の

趣
旨

の
周
知

徹
底

を
図

る
と

と
も

に
、
公

共
職

業
安

定
所

、
福

祉
人

材
バ
ン
ク
、
児
童
相
談
所

、
福

祉
事
務

所
、

養
育

費
相

談
支

援
セ
ン

タ
ー

、
民

生
委

員
・

児
童

委
員
、
母
子
生
活
支
援
施

設
、

母
子
・

父
子

自
立

支
援

員
、

就
業
支

援
専

門
員

、
母

子
・

父
子

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策

定
員

、
そ
の

他
の

福
祉

・
就

業
関

係
機
関

と
の

連
携

に
努

め
る

も
の

と
す
る
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

 ７
 

（
略
）
 

                              

 ７
 

（
略
）
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改
正

後
 

現
 

行
 

（
別
紙
）
 

面
会
交
流
支
援
計
画

書
 

 

１
 
申
込
日
 

（
元
号
）
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

２
 
事
前
相
談
日
 

（
父
）
（
元
号
）
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

（
母
）
（
元
号
）
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

３
 
申
請
者
氏
名
 

 
（
父
・
母
）
 

子
ど
も
と
（
同
居
・
別
居
）
 

４
 
相
手
方
氏
名
 

 
（
父
・
母
）
 

子
ど
も
と
（
同
居
・
別
居
）
 

５
 
面
会
す
る
未
成
年
者

 
 

氏
名
 

（
元
号
）
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
歳
）
 
男
・
女
 

氏
名
 

（
元
号
）
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
歳
）
 
男
・
女
 

氏
名
 

（
元
号
）
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
歳
）
 
男
・
女
 

６
 
援
助
内
容
 

 

(1
)面

会
交
流
の
連
絡

調
整
（
日
時
、
場
所
、
時
間
、
方
法
な
ど

の
調
整
を
含
む
）

 
(2

)子
の
受
渡
し
（
援

助
内
容

(1
)を

含
む
）
 

(3
)面

会
交
流
の
際
の

付
添
い
（
援
助
内
容

(1
)(2

)を
含
む
）
 

（
備
考
）
 

  

 

７
 
援
助
条
件
 

 

(1
)短

期
型
（
１
回
・

２
回
）

 
(2

)継
続
型
（
頻
度
：

 
月
１
回
 
・
 
２
か
月
に
１
回
 
・
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
）
 

（
備
考
）
 

  

 

８
 
支
援
員
氏
名
 

 

９
支
援
経
過
 

日
付
 

時
間
 

内
容
 

支
援
員
氏
名
 

        

 
 

 

 

（
別
紙
）
 

面
会
交
流
支
援
計
画
書
 

 

１
 
申
込
日
 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

２
 
事
前
相
談
日
 

（
父
）
平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

（
母
）
平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

３
 
申
請
者
氏
名
 

 
（
父
・
母
）
 

子
ど
も
と
（
同
居
・
別
居
）
 

４
 
相
手
方
氏
名
 

 
（
父
・
母
）
 

子
ど
も
と
（
同
居
・
別
居
）
 

５
 
面
会
す
る
未
成
年
者
 

 

氏
名
 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
歳
）
 
男
・
女
 

氏
名
 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
歳
）
 
男
・
女
 

氏
名
 

平
成
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
（
 
 
歳
）
 
男
・
女
 

６
 
援
助
内
容
 

 

(1
)面

会
交
流
の
連
絡

調
整
（
日
時
、
場
所
、
時
間
、
方
法
な
ど
の
調
整
を
含
む
）

 
(2

)子
の
受
渡
し
（
援

助
内
容

(1
)を

含
む
）
 

(3
)面

会
交
流
の
際
の

付
添
い
（
援
助
内
容

(1
)(2

)を
含
む
）
 

（
備
考
）
 

  

 

７
 
援
助
条
件
 

 

(1
)短

期
型
（
１
回
・

２
回
）

 
(2

)継
続
型
（
頻
度
：

 
月
１
回
 
・
 
２
か
月
に
１
回
 
・
 
そ
の
他
（
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
）
）
 

（
備
考
）
 

  

 

８
 
支
援
員
氏
名
 

 

９
支
援
経
過
 

日
付
 

時
間
 

内
容
 

支
援
員
氏
名
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（案） 

子 発 ※ 第 ※ 号  

令 和 ※ 年 ※ 月 ※ 日  

 

 

  都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市 長 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

 

 

ひとり親家庭等に対する相談支援体制強化事業の実施について 

 

 

標記について、別紙のとおり「ひとり親家庭等に対する相談支援体制強化事

業実施要綱」を定め、令和３年４月１日から適用することとしたので、本事業

の適切かつ円滑な実施を図られたく通知する。 

各都道府県におかれては、管内市町村（特別区を含み、指定都市及び中核市を

除く。）に対して周知をお願いするとともに、本事業の適正かつ円滑な実施に期

されたい。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の

規定に基づく技術的な助言である。 
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（案） 

（別 紙） 

 

ひとり親家庭等に対する相談支援体制強化事業実施要綱 

 

 

１ 事業の目的 

  ひとり親家庭等の抱える困難は、多くが複雑に重なりあっており、その困難

の解決に向けては、子育てと仕事の両立支援、より収入の高い就業を可能にす

るための支援、学習支援等の児童に対する支援など、様々な支援を個々の状況

に応じて提供することが必要である。 

  本事業は、ひとり親家庭に対して、個々の状態に応じて適切な支援を提供で

きるよう、母子・父子自立支援員等（以下「支援員等」という。）の専門性の

向上を始めとした相談支援体制の強化を図ることを目的とする。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県、市 (特別区を含む。)及び福祉事務所設置町村（以

下、「都道府県等」という。）とする。 

   なお、都道府県等は事業の全部又は一部を母子・父子福祉団体、NPO 法人等

事業を適切に実施できる者に委託することができる。 

 

３ 事業内容 

支援員等が活用する相談対応ツールや動画等による研修ツールを作成する

こと等により、ひとり親家庭等に対する相談支援体制を強化し、個々の状態に

応じて適切な支援を提供できる体制整備を図るものとする。 

 

４ 留意事項 

（１）本事業は、支援員等の専門性の向上を始めとした相談支援体制の強化を図

ることを目的としたものであり、支援員等の給与及び諸手当等は対象とし

ないこと。 

（２）本事業を実施する都道府県等は、実施内容の詳細や成果等の参考資料につ

いて、厚生労働省からの求めに応じ、提出するものとする。 

 

５ 費用 

  本事業に要する費用の一部について、国は別に定めるところにより補助す

るものとする。 
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ひ
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家

庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表

 
改

正
後
 

現
 

行
 

雇
児

福
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9
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0
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成

2
6
年
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0
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一
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正
 
雇
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福
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0
4
0
1
第

1
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2
8
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4
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一
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子

家
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４
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管
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局
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核
市
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ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
 

  

ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
に
つ

い
て
は
、
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日

常
生

活
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
6
年
9
月
3
0
日
雇
児
発
0
9
3
0
第
1
3

雇
児

福
発

0
9
3
0
第

6
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平
成

2
6
年

9
月

3
0
日

 

一
部
改
正
 
雇

児
福

発
0
4
0
1
第

1
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平

成
2
8
年

4
月

1
日
 

 
 
 
一
部
改
正
 
子

家
発

0
5
3
1
第

４
号

 

平
成

3
0
年

５
月

3
1
日

 

 
一
部
改
正
 
子

家
発

0
6
2
5
第

1
号

 

令
和

元
年

６
月

2
5
日

 

 
一
部
改
正
 
子

家
発

0
3
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0
第

2
号

 

令
和

２
年

３
月

3
0
日

 

一
部
改
正
 
子

家
発

1
2
2
5
第

１
号

 

令
和

２
年

1
2
月

2
5
日

    

 
 
都
道
府
県
 

各
 
指
定
都
市
 
民
生
主
管
部
（
局
）
長
 
殿
 

 
 
 
 
中

核
市
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
 

家
庭
福
祉
課
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
 

  

ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日

常
生
活
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
2
6
年
9
月
3
0
日
雇
児
発
0
9
3
0
第
1
3
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改
正

後
 

現
 

行
 

号
厚

生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通

知
。
以
下
「
局
長
通
知
」
と
い

う
。

）
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

、
次
の
事
項
に
つ
い
て
留
意
の

う
え

、
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
ら

れ
た
い
。
ま
た
、
管
内
市
の
母

子
・

父
子
福
祉
団
体
等
の
関
係
者
に
対
し
て
周

知
を
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
都

道
府

県
民
生
主
管
部
（
局
）
長
に
お
か
れ
て
は

、
貴
管
内
の
市
町
村
（
特
別
区

を
含

み
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）

に
対
す
る
周
知
に
つ
い
て
、
併

せ
て

お
願
い
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
通
知
は
、
平
成
2
6
年
1
0
月
1
日
か

ら
適
用
す
る
。
 

お
っ
て
、
平
成

1
5
年
6
月
1
8
日
雇
児
福
発
第
0
6
1
8
0
0
1
号
本
職
通
知
｢
母
子
家
庭

等
日

常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い

て
｣
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
｡
 

                 

号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
。
以
下
「
局
長
通
知
」
と
い

う
。
）
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
留
意
の

う
え
、
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
ら
れ
た
い
。
ま
た
、
管
内
市
の
母

子
・
父
子
福
祉
団
体
等
の
関
係
者
に
対
し
て
周
知
を
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
都

道
府
県
民
生
主
管
部
（
局
）
長
に
お
か
れ
て
は
、
貴
管
内
の
市
町
村
（
特
別
区

を
含
み
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
に
対
す
る
周
知
に
つ
い
て
、
併

せ
て
お
願
い
す
る
。
 

な
お
、
こ
の
通
知
は
、
平
成
2
6
年
1
0
月
1
日
か
ら
適
用
す
る
。
 

お
っ
て
、
平
成
1
5
年
6
月
1
8
日
雇
児
福
発
第
0
6
1
8
0
0
1
号
本
職
通
知
｢
母
子
家
庭

等
日
常
生
活
支
援
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
｣
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
｡
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改
正

後
 

現
 

行
 

１
 
～
 
４
 
（
略
）

 

 
 

                         

１
 
事
業
の
委
託
に
つ
い
て
 

 
 
 
 
こ
の
事
業
の
委
託
を
行
う
場
合
に
は
、
地
域
の
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
、

N
P
O
、
介
護
事
業
者
等
を
積
極
的
に
活
用
さ
れ
た
い
。
 

 ２
 
派
遣
等
対
象
家
庭
名
簿
の
作
成
に
つ
い
て
 

 
(
1
)
 
こ
の
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
利
用
を
希
望
す
る
者
を

登
録
し
た
派
遣
等
対
象
家
庭
名
簿
を
作
成
し
て
お
く
こ
と
。
 

 
(
2
)
 
派
遣
等
対
象
家
庭
か
ら
派
遣
等
対
象
家
庭
名
簿
に
登
録
申
請
が
あ
っ
た
場

合
に
は
、
す
み
や
か
に
名
簿
に
登
録
す
る
と
と
も
に
、
家
庭
生
活
支
援
員
の

派
遣
等
を
要
請
す
る
場
合
の
連
絡
先
等
を
記
し
た
受
付
票
を
交
付
し
て
お
く

こ
と
。
 

 ３
 
家
庭
生
活
支
援
員
の
選
定
に
つ
い
て
 

(
1
)
 
家
庭
生
活
支
援
員
に
は
、
支
援
の
内
容
を
十
分
遂
行
で
き
る
者
を
選
定
す

る
こ
と
と
し
、

そ
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
及
び
父
子
家
庭
の

父
並
び
に
寡
婦

を
積
極
的
に
選
定
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。
 

(
2
)
 
子
育
て
支
援
に
係
る
家
庭
生
活
支
援
員
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
研
修
を
修

了
し
た
者
等
か

ら
選
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
定
の
研
修
に
つ
い

て
は
、
概
ね
別

紙
1
の
基
準
に
よ
る
こ
と
。
な
お
、
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事

業
（
フ
ァ
ミ
リ

ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

法
（
平
成
2
4
年

法
律
第
6
5
号
）
第
5
9
条
第
1
2
号
及
び
児
童
福
祉
法
（
昭
和
2
2
年

法
律
第
1
6
4
号

）
第
６
条
の
３
第
1
4
項
）
に
お
け
る
援
助
を
行
う
会
員
の
う

ち
、
「
子
育
て

援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

事
業
）
の
実
施

に
つ
い
て
（
平
成
2
6
年
５
月
2
9
日
付
け
雇
児
発
0
5
2
9
第
1
7
号
厚

生
労
働
省
雇
用

均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
」
に
お
い
て
参
考
と
し
て
示
し

て
い
る
講
習
カ

リ
キ
ュ
ラ
ム
の
項
目
を
全
て
受
講
し
た
者
又
は
同
通
知
に
お
い

て
当
該
講
習
を

修
了
し
た
者
と
み
な
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
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改
正

後
 

現
 

行
 

                   ５
 
家
庭
生
活
支
援
員
の
業
務
内
容
に
つ
い
て

 

(
1
)
 
（
略
）
 

      

別
紙
１
の
基
準

に
よ
る
一
定
の
研
修
と
同
等
の
研
修
を
修
了
し
た
者
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

 

 
 
 

４
 
家
庭
生
活
支
援
員
の
派
遣
等
の
手
続
に
つ
い
て
 

 
(
1
)
 
派
遣
等
対
象
家
庭
名
簿
に
登
載
さ
れ
て
い
る
家
庭
等
か
ら
、
家
庭
生
活
支

援
員
の
派
遣
等
の
要
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
要
請
の
内
容
を
確
認
の

上
、
で
き
る
限
り
速
や
か
に
家
庭
生
活
支
援
員
の
派
遣
等
の
要
否
を
審
査

し
、
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
利
用
者
に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
家

庭
生
活
支
援
員
に
必
要
な
便
宜
の
依
頼
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

特
に
、
乳
幼
児
又
は
小
学
校
に
就
学
す
る
児
童
を
養
育
す
る
ひ
と
り
親
家
庭

に
対
す
る
定
期
的
な
派
遣
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
ひ
と
り
親
家
庭
が
親
族
の
支

援
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
な
ど
、
真
に
派
遣
等
に
よ
り
生
活
援

助
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
の
あ
る
家
庭
に
対
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ

と
。
 

た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
に
は
、
手
続
き
等
は
事
後
と
す
る
な
ど
弾
力

的
な
運
用
を
行
っ
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
(
2
)
 
家
庭
生
活
支
援
員
の
派
遣
等
を
行
う
場
合
に
は
、
便
宜
の
内
容
並
び
に
費

用
負
担
の
額
を
決
定
し
、
併
せ
て
利
用
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
 
 

 ５
 
家
庭
生
活
支
援
員
の
業
務
内
容
に
つ
い
て
 

 
(
1
)
 
家
庭
生
活
支
援
員
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
必
要
と
認
め
ら
れ
る
便

宜
を
供
与
す
る
。
 

 
 
ア
 
乳
幼
児
の
保
育
 

 
 
 
 
イ
 
児
童
の
生
活
指
導
 

 
 
ウ
 
食
事
の
世
話
 

 
 
エ
 
住
居
の
掃
除
 

 
 
オ
 
身
の
回
り
の
世
話
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   （
2
）
事
業
実
施
上
の
留
意
点

 

 
ア
～
オ
 
（
略
）

 

                   カ
 
局
長
通
知
の
別
紙
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
実
施
要
綱
」

（
以
下
「
実
施
要
綱
」
と
い
う
。
）
6
(
2
)
の
イ
及
び
ウ
（
子
育
て
支
援
を

受
け
る
者
の
居
宅
を
除
く
）
の
場
所
で
児
童
の
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
を

 
 
カ
 
生
活
必
需
品
等
の
買
物
 

 
 
キ
 
医
療
機
関
等
と
の
連
絡
 

 
 
ク
 
そ
の
他
必
要
な
用
務
 

 
(
2
)
 
事
業
実
施
上
の
留
意
点
 

 
 
 
 
ア
 
支
援
内
容
を
生
活
援
助
と
子
育
て
支
援
に
区
分
し
、
実
施
単
位
は
1
時
間

を
単
位
と
す
る
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
な
お
､
被
生
活
援
助
者
の
居
宅
に
お
け
る
子
育
て
支
援
は
､
生
活
援
助
と

し
て
取
り
扱
う
こ
と
｡
 

 
 
 
 
イ
 
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
時
間
外
、
休
日
、
夜

間
に
も
対
応

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
子
育
て
支
援
に
つ
い
て

は
、
深
夜
か

ら
引
き
続
き
早
朝
ま
で
預
か
り
を
実
施
し
た
場
合
に
は
、
宿

泊
と
し
て
取

り
扱
う
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

ウ
 
必
要
な
便

宜
を
供
与
す
る
場
合
に
お
い
て
、
日
常
生
活
に
お
け
る
食
事
や

掃
除
等
に
関

す
る
親
へ
の
助
言
・
指
導
に
つ
い
て
要
望
が
あ
る
場
合
に
は
、

可
能
な
限
り

、
当
該
助
言
や
指
導
も
含
め
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
エ
 
親
又
は
児
童
の
疾
病
に
よ
り
支
援
が
必
要
な
場
合
に
は
、
か
か
り
つ
け

の
医
師
、
救

急
病
院
の
連
絡
先
等
必
要
な
情
報
を
確
認
す
る
な
ど
緊
急
時

の
対
応
に
留

意
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
オ
 
派
遣
等
の
日
数
は
、
当
該
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
お
い
て
、
現
に
日
常
生

活
等
に
支
障

が
生
じ
て
い
る
状
況
を
勘
案
し
て
、
必
要
な
範
囲
で
決
定
す

る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
な
お
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
に
な
っ
て
間
が
な
い
な
ど
生
活
環
境
等
が
激

変
し
、
日
常

生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
場
合
等
は
特
に
配
慮

す
る
こ
と
。

 

 
 
 
 
カ
 
局
長
通
知
の
別
紙
「
ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
実
施
要

綱
」
（
以
下

「
実
施
要
綱
」
と
い
う
。
）
6
(
2
)
の
イ
及
び
ウ
の
場
所
で
児

童
の
子
育
て

支
援
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
次
の
点
に
留
意
し
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改
正

後
 

現
 

行
 

実
施
す
る
場
合
に
は
、
次
の
点
に
留
意
し
て
実
施
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 
 
 
(
ｱ
)
 
子
育
て
の
経
験
の
あ
る
家
庭
生
活
支
援
員
を
2
人
以
上
配
置
す
る
こ

と
｡
 

 
 
 
 
 
 
(
ｲ
)
 
対
象
児
童
は

5
人
以
下
と
し
､
対
象
児

童
が
5
人
を
超
え
る
場
合
は
､
児

童
5
人
ご

と
に
家
庭
生
活
支
援
員
を
1
人
追
加
配
置
す
る
こ
と
｡
 

 
 
 
 
 
 
(
ｳ
)
 
乳
幼
児
を
含
む

2
0
人
以
上
の
児
童
を

対
象
と
す
る
場
合
は
､
家
庭
生

活
支
援
員

の
う
ち
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
を
1
人
以
上
配
置
す
る

こ
と
が
望

ま
し
い
こ
と
。
 

 
 
 
(
ｴ
)
 
特
に
実
施
要
綱

6
(
2
)
の
ウ
の
場
所
で

サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
際
の
場

所
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
実
施
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
又
は

市
町
村
が
施
設
の
設
置
主
体
等
と
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
。
 

 ６
 
費
用
の
負
担
に
つ
い
て

 

 
 
(
1
)
 
家
庭
生
活
支
援
員
の
派
遣
等
を
受
け
た
世
帯
は
、
別
紙
２
の
基
準
に
よ
り

派
遣
等
に
要
し

た
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
な
お
、
児
童
扶
養
手
当
支
給
水
準
の
世
帯
と
し
て
取
り
扱
う
者
の
所
得
の

計
算
に
あ
た
っ
て
は
、
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和

3
6
年
政
令
第
4
0
5

号
）
第
３
条
第
１
項
並
び
に
第
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
の
例
に
よ

る
も
の
と
し
、
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
第
６
条
の
７
の
規
定
は
適
用
し
な

い
も
の
と
す
る
。

 

た
だ
し
、
令

和
３
年
３
月
か
ら
５
月
ま
で
の
間
に
家
庭
生
活
支
援
員
の
派

遣
等
を
受
け
た

世
帯
の
う
ち
次
の
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
に

つ
い
て
は
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

２
年
法
律
第
５

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
2
6

号
）
第
2
9
2
条
第

１
項
第
1
1
号
に
規
定
す
る
寡
婦
又
は
同
項
第
1
2
号
に
規
定

す
る
寡
夫
と
み

な
し
、
そ
の
者
の
令
和
元
年
の
所
得
が
同
法
第
2
9
5
条
の
規

定
に
該
当
す
る

と
き
は
、
市
町
村
民
税
非
課
税
と
し
て
取
り
扱
う
。
ま
た
、

て
実
施
す
る

こ
と
。
 

 
 
 
 
 
 
(
ｱ
)
 
子
育
て
の
経
験
の
あ
る
家
庭
生
活
支
援
員
を
2
人
以
上
配
置
す
る
こ

と
｡
 

 
 
 
 
 
 
(
ｲ
)
 
対
象
児
童
は
5
人
以
下
と
し
､
対
象
児
童
が
5
人
を
超
え
る
場
合
は
､
児

童
5
人
ご
と
に
家
庭
生
活
支
援
員
を
1
人
追
加
配
置
す
る
こ
と
｡
 

 
 
 
 
 
 
(
ｳ
)
 
乳
幼
児
を
含
む
2
0
人
以
上
の
児
童
を
対
象
と
す
る
場
合
は
､
家
庭
生

活
支
援
員
の
う
ち
保
育
士
の
資
格
を
有
す
る
者
を
1
人
以
上
配
置
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
。
 

 
 
 
(
ｴ
)
 
特
に
実
施
要
綱
6
(
2
)
の
ウ
の
場
所
で
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
す
る
際
の
場

所
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
実
施
主
体
で
あ
る
都
道
府
県
又
は
市

町
村
が
施
設
の
設
置
主
体
等
と
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
。
 

 
 
 
 
 

６
 
費
用
の
負
担
に
つ
い
て
 

 
 
(
1
)
 
家
庭
生
活
支
援
員
の
派
遣
等
を
受
け
た
世
帯
は
、
別
紙
２
の
基
準
に
よ
り

派
遣
等
に
要
し
た
費
用
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

     

(
2
)
 
別
紙
２
の
利
用
世
帯
の
区
分
の
適
用
に
あ
た
り
、
利
用
者
世
帯
の
う
ち
次

の
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
地

方
税
法
（
昭
和
2
5
年
法
律
第
2
2
6
号
）
第
2
9
2
条
第
１
項
第
1
1
号
に
規
定
す
る

寡
婦
又
は
同
項
第
1
2
号
に
規
定
す
る
寡
夫
と
み
な
し
、
そ
の
者
の
前
年
の
所

得
（
１
月
か
ら
５
月
ま
で
の
間
の
利
用
に
お
い
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
以

下
同
じ
。
）
が
同
法
第
2
9
5
条
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
市
町
村
民
税

非
課
税
と
し
て
取
り
扱
う
。
ま
た
、
上
記
に
よ
り
寡
婦
又
は
寡
夫
と
み
な
し
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行
 

上
記
に
よ
り
寡

婦
又
は
寡
夫
と
み
な
し
た
者
（
母
又
は
父
を
除
く
。
）
で
あ

っ
て
、
市
町
村

民
税
非
課
税
と
し
て
取
り
扱
う
者
以
外
の
者
の
令
和
元
年
の

所
得
に
つ
い
て

は
、
健
康
保
険
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令

和
２
年
政
令
第

3
8
1
号
）
附
則
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
も
の
と
さ
れ

た
同
令
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
第
３
条

第
１
項
並
び
に

第
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
（
第
３
号
に
規
定
す
る
控
除
を

除
く
。
）
の
規

定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
か
ら
、
（
ア
）
又
は
（
ウ
）
に

該
当
す
る
場
合

に
あ
っ
て
は
2
7
万
円
を
、
（
イ
）
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
3
5
万
円
を

控
除
し
た
額
と
す
る
。
 

（
ア
）
 
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
っ
た
女
子
で
あ
っ
て
、
現
に
婚
姻
を

し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
扶
養
親

族
そ
の
他
そ
の
者
と
生
計
を
一

に
す
る
子
（
令
和
元
年
の
所
得
（
地

方
税
法
第
3
1
3
条
第
１
項
に
規
定

す
る
所
得
の
合
計
額
。
以
下
同
じ
。

）
が
所
得
税
法
（
昭
和
4
0
年
法

律
第
3
3
号
）
第
8
6
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
（
以
下

「
基
礎
控
除
額
」
と
い
う
。
）
以
下

で
あ
る
子
（
他
の
者
の
同
一
生

計
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
と
さ
れ
て

い
る
者
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）
）
を
有
す
る
も
の
（
（
イ
）

に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
 

（
イ
）
（
ア
）

に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
扶
養
親
族
で
あ
る
子
を
有
し
、
か

つ
、
令

和
元
年
の
所
得
が
5
0
0
万
円
以

下
で
あ
る
も
の
 

（
ウ
）

 
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
っ
た
男
子
で
あ
っ
て
、
現
に
婚
姻
を

し
て
い

な
い
も
の
の
う
ち
、
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
（
令
和

元
年
の

所
得
が
基
礎
控
除
額
以
下
で
あ
る
子
）
を
有
し
、
令
和
元
年

の
所
得

が
5
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の

 

(
2
)
 
 
上
記
(
1
)
の
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
（
別
紙
３
（
様
式
例
）
参
照
）
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。

 

 

た
者
（
母
又
は
父
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
市
町
村
民
税
非
課
税
と
し
て
取

り
扱
う
者
以
外
の
者
の
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
は
、
児
童
扶
養
手
当
法
施
行

令
第
３
条
第
１
項
並
び
に
第
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
（
第
３
号
に
規
定
す

る
控
除
を
除
く
。
）
の
規
定
の
例
に
よ
り
計
算
し
た
額
か
ら
、
（
ア
）
又
は

（
ウ
）
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
2
7
万
円
を
、
（
イ
）
に
該
当
す
る
場

合
に
あ
っ
て
は
3
5
万
円
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。
 

   

（
ア
）
 
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
っ
た
女
子
で
あ
っ
て
、
現
に
婚
姻
を

し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
扶
養
親
族
そ
の
他
そ
の
者
と
生
計
を
一

に
す
る
子
（
前
年
の
所
得
（
地
方
税
法
第
3
1
3
条
第
１
項
に
規
定
す
る

所
得
の
合
計
額
。
以
下
同
じ
。
）
が
所
得
税
法
（
昭
和
4
0
年
法
律
第

3
3
号
）
第
8
6
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
（
以
下
「
基

礎
控
除
額
」
と
い
う
。
）
以
下
で
あ
る
子
（
他
の
者
の
同
一
生
計
配

偶
者
又
は
扶
養
親
族
と
さ
れ
て
い
る
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
）

を
有
す
る
も
の
（
（
イ
）
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
 

（
イ
）
（
ア
）
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
、
扶
養
親
族
で
あ
る
子
を
有
し
、
か

つ
、
前
年
の
所
得
が
5
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
 

（
ウ
）
 
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
っ
た
男
子
で
あ
っ
て
、
現
に
婚
姻
を

し
て
い
な
い
も
の
の
う
ち
、
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
（
前
年

の
所
得
が
基
礎
控
除
額
以
下
で
あ
る
子
）
を
有
し
、
前
年
の
所
得
が

5
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
 

(
3
)
 
上
記
(
2
)
の
（
ア
）
か
ら
（
ウ
）
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

そ
の
旨
を
記

載
し
た
申
請
書
（
別
紙
３
（
様
式
例
）
参
照
）
を
提
出
す
る
も

の
と
す
る
。
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７
 
（
略
）
 

    別
紙
１
 
～
 
２
 
（
略
）

 
                               

７
 
家
庭
生
活
支
援
員
に
対
す
る
手
当
 

 
 
 
家
庭
生
活
支
援
員
に
対
し
、
支
援
内
容
及
び
単
位
数
に
応
じ
て
派
遣
等
に
要

し
た
費
用
の
支
給
を
行
う
こ
と
。
 

  （
別
紙
１
）

 
 

研
 
 

 修
 
 

 科
 
 

 目
 

時
 
 
間

 

Ⅰ
 
児
童
の
発
達
と
遊
び
（
講
習
Ⅰ
）

 
 （

考
え
方
）
０
歳
か
ら
1
0歳

位
ま
で
の
児
童
の
発
達
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
 
 
 
 
 

学
ぶ
。
具
体
な
例
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
で
き
る
だ
け
実
践
 
 
 
 
 

的
に
容
易
に
応
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
知
識
を
学
ぶ
。

 

   
  

９
時
間
  

   
  
①
 
乳
幼
児
期
の
発
達
 

 
  

 
３
時
間

 
  
②
 
学
童
期
の
発
達

 
  

 
３
時
間

 
  
③
 
児
童
に
と
っ
て
の
遊
び

 
  

 
３
時
間

 
Ⅱ
 
健
康
管
理
と
緊
急
対
応
（
講
習
Ⅱ
）

 
 （

考
え
方
）
０
歳
か
ら
1
0歳

位
ま
で
の
児
童
が
か
か
り
や
す
い
病
気
に
つ
い
て

そ
の
特
徴
を
学
ぶ
。
そ
の
上
で
、
体
調
不
良
の
時
、
病
気
の
時
、
病

気
の
回
復
期
、
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
な
ど
の
際
の
応
急
措
置
な
ど

に
つ
い
て
実
技
指
導
を
ま
じ
え
て
学
ぶ
。
さ
ら
に
、
健
康
管
理
と
い

う
視
点
か
ら
み
た
食
生
活
に
つ
い
て
学
ぶ
。

 

   
  

９
時
間

 
    

  
④
 
児
童
の
病
気

 
  
  

３
時
間

 

  
⑤
 
緊
急
時
の
対
応
と
応
急
措
置

 
  
  
 ３

時
間

 

  
⑥
 
児
童
の
成
長
と
食
生
活

 
  
  

３
時
間

 

Ⅲ
 
保
育
所
に
お
け
る
見
学
実
習

 
 （

考
え
方
）
保
育
所
に
お
い
て
、
児
童
の
様
子
を
観
察
し
た
り
、
保
育
士
の
関

わ
り
方
な
ど
を
見
学
す
る
。
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
、
食
事
、
遊
び
な

ど
の
場
面
で
保
育
士
が
児
童
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
見
学
す
る
。

 

 
 
 ３

時
間

 
   

Ⅳ
  
子
育
て
支
援
の
状
況
（
講
習
Ⅲ
）

 
 （

考
え
方
）
子
育
て
支
援
に
関
す
る
公
的
制
度
や
保
育
ビ
ジ
ネ
ス
の
現
状
、

  
 

子
育
て
に
関
す
る
各
種
調
査
結
果
な
ど
に
つ
い
て
学
ぶ
。
研
修
全
体

の
ま
と
め
で
は
、
研
修
で
学
ん
で
き
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
と
も

に
、
 講

習
で
学
ん
で
き
た
こ
と
と
保
育
所
に
お
け
る
見
学
実
習
で

感
じ
た
こ
と
な
ど
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
意
見
交
換
の
機
会
を
設
け

る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
学
ん
だ
こ
と
が
相
互
に
関
連
し
あ
う
よ
う
配

慮
す
る
。

 

  
  

６
時
間

 
   

  
⑦
 
現
代
の
子
育
て
事
業

 
  
 
 ３

時
間

 

－342－



 

改
正

後
 

現
 

行
 

                                      

  
⑧
 
研
修
全
体
の
ま
と
め

 
  
 
 ３

時
間

 

合
 
 
 
 
計

 
２
７
時
間

 

   （
別
紙
２
）

 
ひ
と

り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事
業

費
用

負
担

基
準

 
 

   
利
用
世
帯
の
区
分

 
 

 
利

用
者
の

負
担

額
（

１
時

間
あ

た
り
）

 
 

子
育

て
支

援
 

 
生

活
援
助

 
  生

活
保
護
世
帯
、

 
 市

町
村
民
税
非
課
税
世

帯
 

 
 

 
０

円
 

  

 
０

円
 

  
  児

童
扶
養
手
当
支
給
水

準
の
世

帯
 

 

 
７

０
円

 
 

 
１

５
０
円

 
 

  上
記
以
外
の
世
帯

 
  

 
１

５
０
円

 
  

 
３

０
０
円

 
  

 ※
 

子
育
て
支
援
に
つ
い

て
は

、
 

①
 

宿
泊
し
た
場
合
の
負

担
額

は
８
時

間
分

と
し

、
児

童
１

人
の
場

合
の

負
担

額
に

0.
5を

乗
じ

て
得
た
額
と
す
る
。

 
 

②
 

児
童
数
に
応
じ
た
負

担
額

と
し
、

２
人

以
上

の
児

童
１

人
に
つ

き
児

童
１

人
の

場
合

の
負

担
額
に

0.
5を

乗
じ
て
得

た
額
を

加
算
す

る
。

 
③

 1
0円

未
満
の
端
数
が

生
じ
た

場
合
は

、
切

り
捨

て
る

も
の

と
す
る

。
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改
正

後
 

現
 

行
 

（
別
紙
３

）
様
式

例
 

（
元
号
）

 
 
年

 
 
月

 
 
日

 
 

ひ
と
り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
寡

婦
（

夫
）
み
な

し
適
用

申
請
書

 
 ○

○
都
道

府
県
知

事
（
○

○
市

町
村

長
）

 
殿

 
申

請
者
氏

名
：

 
○
○

 
○
○

 
子

の
名
前

：
 
 

○
○

 
○
○

 
 
 

住
所
：

  
○
○
市

○
○

  
○
○

 
 
 
 

 
私

は
、
ひ

と
り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
の

利
用

に
あ
た
り

、
当
該

事
業
の

費
用
負

担
の
算

定
に
関
し

て
、
寡

婦
又
は

寡
夫

の
み

な
し

適
用

を
受

け
た

い
の
で

、
添
付

書
類
を

添
え
て

申
請
致

し
ま

す
。
 

 【
寡
婦
又

は
寡
夫

と
み
な

さ
れ

る
者

と
し

て
該

当
す

る
番

号
を
チ

ェ
ッ
ク

し
て
く

だ
さ
い

】
 

□
 ①

 
婚
姻

に
よ
ら

な
い

で
母

と
な

っ
た

女
子

で
あ

っ
て
、
現

に
婚
姻

を
し
て

い
な
い

も
の
の

う
ち

、
扶
養

親
族
そ

の
他

そ
の

者
と

生
計

を
一

に
す

る
子

（
令
和
元

年
の
所

得
が
基

礎
控
除

額
以

下
で
あ
る

子
）
を

有
す

る
も

の
 

□
 ②

 
①
に

掲
げ
る

者
の

う
ち

、
扶

養
親

族
で

あ
る

子
を
有
し

、
か
つ

、
令
和

元
年

の
所
得
が

5
00

万
円
以
下

で
あ
る

も
の

 

□
 ③

 
婚
姻

に
よ
ら

な
い

で
父

と
な

っ
た

男
子

で
あ

っ
て
、
現

に
婚
姻

を
し
て

い
な
い

も
の
の

う
ち

、
そ
の

者
と
生

計
を

一
に

す
る

子
（
令

和
元

年
の
所
得

が
基
礎

控
除
額

以
下
で

あ
る
子

）
を

有
し
、

令
和
元

年
の

所
得

が
5
0
0万

円
以

下
で

あ
る

も
の
 

（
注
１
）
「
基
礎
控

除
額
」

と
は
、
所
得
税
法
第

86
条
第
１
項
の
規
定
に
よ

り
控

除
さ

れ
る

額
（

38
万
円
）
と

な
り

ま
す

。
 

 【
添
付
書

類
】

 
（

１
）
申

請
者
・

子
の
戸

籍
全

部
事

項
証

明
書

 
（

２
）
そ

の
他
事

業
実
施

主
体

で
あ

る
都

道
府

県
（

市
町

村
）
が

必
要
と

認
め
る

も
の

 
 【

注
意
事

項
】

（
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
下
記
の
内
容
に
つ
い
て
同
意
の
上
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
）

 
・

事
業
実

施
主
体

で
あ

る
都

道
府

県
（

市
町

村
）

が
必

要
と
認
め

た
範
囲

に
お
い

て
、
児

童
扶
養

手
当
の
支

給
に
関

す
る

情
報

や
申

請
者

及
び

対
象

と
な

る
子
の
課

税
状
況

等
の
寡

婦
（
夫

）
と

み
な
す
た

め
に
必

要
な

情
報

を
関

係
部

署
に

照
会

又
は

情
報
提
供

す
る
場

合
が
あ

り
ま
す

。
 

・
ま
た
、

本
事
業

利
用

後
に

お
い

て
、

申
請

内
容

に
虚

偽
が
あ
っ

た
場
合

は
、
寡

婦
（
夫

）
み
な

し
適
用
を

取
り
消

し
、

当
該

申
請

に
基

づ
き

適
用

さ
れ
た

利
用
料

の
減
額

分
に
つ

い
て
全

額
返

還
い
た
だ

く
こ
と

と
な

り
ま

す
。
 

（
別
紙
３

）
様
式

例
 

（
元

号
）

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 
ひ

と
り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
寡

婦
（

夫
）

み
な

し
適

用
申

請
書
 

 ○
○
都
道

府
県
知

事
（

○
○

市
町

村
長

）
 
殿

 
申

請
者

氏
名

：
 

○
○
 

○
○
 

子
の

名
前

：
 

 
○

○
 

○
○
 

 
 

住
所

：
  

○
○

市
○

○
  

○
○
 
 
 
 

 
私

は
、
ひ

と
り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
の

利
用

に
あ

た
り

、
当
該

事
業
の

費
用
負

担
の
算

定
に
関
し

て
、
寡

婦
又

は
寡

夫
の

み
な

し
適

用
を

受
け

た
い

の
で

、
添
付

書
類
を

添
え
て

申
請
致

し
ま

す
。

 
 【

寡
婦
又

は
寡
夫

と
み

な
さ

れ
る

者
と

し
て

該
当

す
る

番
号

を
チ

ェ
ッ
ク

し
て
く

だ
さ
い

】
 

□
 ①

 
婚
姻

に
よ
ら

な
い

で
母

と
な

っ
た

女
子

で
あ

っ
て

、
現

に
婚

姻
を

し
て

い
な
い

も
の
の

う
ち

、
 
 

扶
養
親

族
そ

の
他

そ
の

者
と

生
計

を
一

に
す

る
子

（
前

年
の

所
得

が
基

礎
控

除
額

以
下

で
あ
る

子
）
を

有
す

る
も

の
 

□
 ②

 
①
に

掲
げ
る

者
の

う
ち

、
扶

養
親

族
で

あ
る

子
を

有
し

、
か

つ
、
前

年
の

所
得

が
5
00

万
円

以
下
で
あ

る
も
の

 

□
 ③

 
婚
姻

に
よ
ら

な
い

で
父

と
な

っ
た

男
子

で
あ

っ
て

、
現

に
婚

姻
を

し
て

い
な
い

も
の
の

う
ち

、
そ
の

者
と
生

計
を

一
に

す
る

子
（
前

年
の

所
得

が
基

礎
控

除
額

以
下

で
あ

る
子

）
を

有
し

、
前
年

の
所
得

が
5
0
0万

円
以

下
で

あ
る

も
の
 

（
注
１
）
「

前
年
の

所
得
」

と
は
、
地
方
税
法
第

31
3条

第
１
項
に
規
定
す
る
所
得
（
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山

林
所
得
金
額

）
の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
本
事
業
の
利
用
日
が
１
月
か
ら
５
月
の
場
合
は
、
前
々
年
の
所
得

と
な
り
ま
す

。
 

（
注
２
）
「
基
礎
控

除
額
」

と
は
、
所
得
税
法
第

86
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
控
除
さ
れ
る
額
（

38
万
円
）
と
な
り
ま
す
。

 

【
添
付
書

類
】

 
（

１
）
申

請
者
・

子
の

戸
籍

全
部

事
項

証
明

書
 

（
２
）
そ

の
他
事

業
実

施
主

体
で

あ
る

都
道

府
県

（
市

町
村

）
が

必
要
と

認
め
る

も
の

 
【

注
意
事

項
】

（
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
下
記
の
内
容
に
つ
い
て
同
意
の
上
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
）

 
・

事
業
実

施
主
体

で
あ

る
都

道
府

県
（

市
町

村
）

が
必

要
と

認
め

た
範
囲

に
お
い

て
、
児

童
扶
養

手
当
の
支

給
に
関

す
る

情
報

や
申

請
者

及
び

対
象

と
な

る
子

の
課

税
状
況

等
の
寡

婦
（
夫

）
と

み
な
す
た

め
に
必

要
な

情
報

を
関

係
部

署
に

照
会

又
は

情
報

提
供

す
る
場

合
が
あ

り
ま
す

。
 

・
ま
た
、

本
事
業

利
用

後
に

お
い

て
、

申
請

内
容

に
虚

偽
が

あ
っ

た
場
合

は
、
寡

婦
（
夫

）
み
な

し
適
用
を

取
り
消

し
、

当
該

申
請

に
基

づ
き

適
用

さ
れ

た
利

用
料

の
減
額

分
に
つ

い
て
全

額
返

還
い
た
だ

く
こ
と

と
な

り
ま

す
。
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別
紙
 
「
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
正
後
 

現
 
行
 

全
文
改
正
 
 雇

児
発

0
9
3
0
第

３
号
 

平
成

2
6
年

９
月

3
0
日

 

一
部
改
正
 
 
雇

児
発

0
4
1
0
第

８
号

 

平
成

2
7
年

４
月

1
0
日

 

一
部
改
正
 
 
雇

児
発

1
2
0
9
第

１
号

 

平
成

2
7
年

1
2
月

９
日
 

一
部
改
正
 
 
雇

児
発

0
3
3
1
第

2
0
号
 

平
成

2
8
年

３
月

3
1
日

 

一
部
改
正
 
 
雇

児
発

0
3
2
9
第

７
号

 

平
成

2
9
年

３
月

2
9
日

 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
3
3
0
第

1
1
号
 

平
成

3
0
年

３
月

3
0
日

 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
8
0
3
第

３
号
 

平
成

3
0
年

８
月

３
日

 

一
部
改
正
 
 
子

発
1
1
1
5
第

１
号
 

平
成

3
0
年

1
1
月

1
5
日
 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
5
1
7
第

２
号
 

 
 
令

和
元

年
５

月
1
7
日
 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
8
0
9
第

6
号

 

令
和

元
年

8
月

9
日
 

一
部
改
正
 
 
子

発
1
2
0
5
第

１
号
 

令
和

元
年

1
2
月

５
日
 

一
部
改
正
 
 
子

発
1
2
2
5
第

２
号
 

令
和

２
年

1
2
月

2
5
日
 

 
 
  
  
一
部
改
正
 
 
子

発
0
2
1
5
第

４
号
 

令
和

３
年

２
月

1
5
日
 

一
部
改
正
 
 
子

発
※

※
第

 
※

 
号
 

令
和

３
年

※
※

月
※

※
日

 

  

都
道

府
県

知
事

 

各
 
指

定
都

市
市

長
 
 
殿
 

中
核

市
市

長
 

全
文
改
正
 
 雇

児
発

0
9
3
0
第

３
号

 

平
成

2
6
年

９
月

3
0
日

 

一
部
改
正
 
 
雇

児
発

0
4
1
0
第

８
号

 

平
成

2
7
年

４
月

1
0
日

 

一
部
改
正
 
 
雇

児
発

1
2
0
9
第

１
号

 

平
成

2
7
年

1
2
月

９
日

 

一
部
改
正
 
 
雇

児
発

0
3
3
1
第

2
0
号
 

平
成

2
8
年

３
月

3
1
日

 

一
部
改
正
 
 
雇

児
発

0
3
2
9
第

７
号

 

平
成

2
9
年

３
月

2
9
日

 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
3
3
0
第

1
1
号

 

平
成

3
0
年

３
月

3
0
日

 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
8
0
3
第

３
号

 

平
成

3
0
年

８
月

３
日

 

一
部
改
正
 
 
子

発
1
1
1
5
第

１
号

 

平
成

3
0
年

1
1
月

1
5
日
 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
5
1
7
第

２
号

 

 
 
令

和
元

年
５

月
1
7
日

 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
8
0
9
第

6
号

 

令
和

元
年

8
月

9
日

 

 
 
  

 一
部
改
正
 
 
子

発
1
2
0
5
第

１
号

 

令
和

元
年

1
2
月

５
日
 

一
部
改
正
 
 
子

発
1
2
2
5
第

２
号

 

令
和

２
年

1
2
月

2
5
日

 

一
部
改
正
 
 
子

発
0
2
1
5
第

４
号

 

令
和

３
年

２
月

1
5
日

    

  
  
都

道
府

県
知

事
 

各
 
指

定
都

市
市

長
 
 
殿
 

  
  
中

核
市

市
長
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改
正
後
 

現
 
行
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
公
 
印
 
省
 
略
 
）
 

 

母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 

母
子
家
庭
の
母
等
は
、
十
分
な
準
備
の
な
い
ま
ま
就
業
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
計
を
支
え
る
た
め
に
十
分
な

収
入
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
就
業
支
援
を
柱
と
し
た
母
子
家
庭
等
に
対

す
る
総
合
的
な
自
立
支
援
策
を
平
成
15
年
度
か
ら
本
格
的
に
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し

て
、
母
子
家
庭
の
母
等
の
就
業
を
よ
り
効
果
的
に
促
進
す
る
た
め
に
実
施
し
て
い
る
「
母
子
家
庭
等
自
立
支
援

給
付
金
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育

成
支
援
対
策
推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
を
踏
ま
え
、
「
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家

庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
」
に
改
称
し
、
次
に
よ
り
平
成
26
年
10
月
１
日
よ
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、

本
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

ま
た
、
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
の
支
給
等
に
当
た
っ
て
は
、
本
通
知
に

よ
る
ほ
か
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
及
び
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
各
都
道
府
県
知
事
に
お
か
れ
て
は
、
貴
管
内
市
（
特
別
区
を
含
み
、
指
定

都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
に
対
し
て
、
こ
の
旨
周
知
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
す
 

る
。
 

な
お
、
本
通
知
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
5条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術

的
助
言
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。
 

本
通
知
の
施
行
に
伴
い
、
平
成
25
年
５
月
16
日
雇
児
発
05
16
第
７
号
本
職
通
知
「
母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給

付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
は
、
廃
止
す
る
。
 

 

  
  
 第

１
 
事
業
の
種
類
 

１
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
 

２
 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
 

 

 
  
 第

２
 
事
業
の
実
施
 

 
 
  
  

 
各
事
業
の
実
施
及
び
運
営
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

 
 
 
  

１
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
１
）
 

 
 
  
 
 ２

 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
２
）
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
公
 
印
 
省
 
略
 
）
 

 

母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 

母
子
家
庭
の
母
等
は
、
十
分
な
準
備
の
な
い
ま
ま
就
業
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
計
を
支
え
る
た
め
に
十
分
な

収
入
を
得
る
こ
と
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
か
ら
、
就
業
支
援
を
柱
と
し
た
母
子
家
庭
等
に
対
す

る
総
合
的
な
自
立
支
援
策
を
平
成
15
年
度
か
ら
本
格
的
に
展
開
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
、

母
子
家
庭
の
母
等
の
就
業
を
よ
り
効
果
的
に
促
進
す
る
た
め
に
実
施
し
て
い
る
「
母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給
付
金

事
業
」
に
つ
い
て
は
、
今
般
の
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
の
次
世
代
育
成
支
援
対

策
推
進
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
を
踏
ま
え
、
「
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援

給
付
金
事
業
」
に
改
称
し
、
次
に
よ
り
平
成
26
年
10
月
１
日
よ
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
本
事
業
の
適
正

か
つ
円
滑
な
実
施
を
図
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

ま
た
、
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
の
支
給
等
に
当
た
っ
て
は
、
本
通
知

に
よ
る
ほ
か
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
及
び
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
各
都
道
府
県
知
事
に
お
か
れ
て
は
、
貴
管
内
市
（
特
別
区
を
含
み
、
指

定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
に
対
し
て
、
こ
の
旨
周
知
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
す

る
。
 

な
お
、
本
通
知
は
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
24
5条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術

的
助
言
で
あ
る
こ
と
を
申
し
添
え
る
。
 

本
通
知
の
施
行
に
伴
い
、
平
成
25
年
５
月
16
日
雇
児
発
05
16
第
７
号
本
職
通
知
「
母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給

付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
は
、
廃
止
す
る
。
 

   
  
 第

１
 
事
業
の
種
類
 

１
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
 

２
 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
 

 

 
  
 第

２
 
事
業
の
実
施
 

 
 
  
  

 
各
事
業
の
実
施
及
び
運
営
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。
 

 
 
 
  

１
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
１
）
 

 
 
  
 
 ２

 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
実
施
要
綱
（
別
添
２
）
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現
 
行
 

  （
別
添
１
）
 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
実
施
要
綱
 

  
（
 略

 ）
 

  

    

   

 (別
添
１
）
 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
実
施
要
綱
 

  
 

１
 
事
業
の
目
的
 

母
子
家
庭
の
母
は
、
母
子
家
庭
と
な
る
直
前
に
お
い
て
、
職
に
就
い
て
い
た
者
ば
か
り
で
な
く
、
結
婚
、
出
産

に
よ
り
離
職
し
、
専
業
主
婦
等
で
あ
っ
た
た
め
に
、
職
業
経
験
が
乏
し
く
技
能
も
十
分
で
な
い
者
も
多
く
、
就

職
に
際
し
充
分
な
準
備
が
な
い
ま
ま
、
生
活
の
た
め
に
職
に
就
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、

父
子
家
庭
に
お
い
て
も
、
所
得
の
状
況
や
就
業
の
状
況
な
ど
か
ら
母
子
家
庭
と
同
様
の
困
難
を
抱
え
る
家
庭
が

あ
る
。
 

そ
こ
で
、
個
々
の
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
主
体
的
な
能
力
開
発
の
取
組
み
を
支
援
し
、
も
っ

て
、
母
子
家
庭
及
び
父
子
家
庭
の
自
立
の
促
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

  
 

２
 
定
義
 

こ
の
要
綱
に
お
い
て
、
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
と
は
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和

39
年

法
律
第

12
9
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

31
条
第
１
号
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付

金
及
び
法
第

31
条
の

10
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第

31
条
第
１
号
に
規
定
す
る
父
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練

給
付
金
を
い
う
。
 

 ３
 
実
施
主
体
 

実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」

と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 ４
 
対
象
者
 

本
事
業
の
支
給
対
象
者
は
、
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
（
法
第
６
条
第
１
項
又
は
第
２
項
に
定
め
る

配
偶
者
の
な
い
者
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
次
の
受
給
要
件
の
全
て
を
満

た
す
者
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
事
業
に
お
い
て
、
「
児
童
」
と
は
、
20

歳
に
満
た
な
い
も
の
を
い
う
。
 

(1
) 
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
と
同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、
児
童
扶
養
手

当
法
施
行
令
（
昭
和

36
年
政
令
第

40
5
号
）
第
６
条
の
７
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
）
 

(2
) 
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
就
業
経
験
、
技
能
、
資
格
の
取
得
状
況
や
労
働
市
場
の
状
況
な
ど
か
ら
判

断
し
て
、
当
該
教
育
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
適
職
に
就
く
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。
 

 ５
 
対
象
講
座
 

本
事
業
の
対
象
講
座
は
、
次
の
講
座
と
す
る
。
 

(1
) 
雇
用
保
険
法
（
昭
和

49
年
法
律
第

11
6
号
）
及
び
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

50
年
労
働
省
令
第
３

号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
」
と
い
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正
後
 

現
 
行
 

う
。
）
の
指
定
教
育
訓
練
講
座
及
び
こ
れ
に
準
じ
都
道
府
県
等
の
長
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
対
象
と
す
る
講

座
 

(2
) 
雇
用
保
険
法
（
昭
和

49
年
法
律
第

11
6
号
）
及
び
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

50
年
労
働
省
令
第
３

号
）
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付

金
」
と
い
う
。
）
の
指
定
教
育
訓
練
講
座
及
び
こ
れ
に
準
じ
都
道
府
県
等
の
長
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
対
象

と
す
る
講
座
（
専
門
資
格
の
取
得
を
目
的
と
す
る
講
座
に
限
る
。
）
 

(3
) 
雇
用
保
険
法
（
昭
和

49
年
法
律
第

11
6
号
）
及
び
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

50
年
労
働
省
令
第
３

号
）
の
規
定
に
よ
る
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
」

と
い
う
。
）
の
指
定
教
育
訓
練
講
座
及
び
こ
れ
に
準
じ
都
道
府
県
等
の
長
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
対
象
と
す

る
講
座
（
専
門
資
格
の
取
得
を
目
的
と
す
る
講
座
に
限
る
。
）
 

 ６
 
支
給
額
等
 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
訓
練
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
受
給

資
格
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(1
) 
受
講
開
始
日
現
在
に
お
い
て
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
受
給
資
格
者
（
５
(1
)及

び
(2
)の

講
座
を
受
講
す
る
者
）
 

当
該
受
給
資
格
者
が
対
象
教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
（
入
学
料
及
び
授
業
料
に
限
る
。
）
の

額
に

10
0
分
の

60
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が

20
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
20

万
円
と
し
、
12

千
円
を
超

え
な
い
場
合
は
訓
練
給
付
金
の
支
給
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
）
 

(2
) 
受
講
開
始
日
現
在
に
お
い
て
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
受
給
資
格

者
（
５
(3
)の

講
座
を
受
講
す
る
者
）
 

当
該
受
給
資
格
者
が
対
象
教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
支
払
っ
た
費
用
（
入
学
料
及
び
授
業
料
に
限
る
。
）
の

額
に

10
0
分
の

60
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
が
修
学
年
数
に

20
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
る
と
き

は
、
修
学
年
数
に

20
万
円
を
乗
じ
て
得
た
額
（
こ
の
場
合

80
万
円
を
超
え
る
と
き
は
、
80

万
円
）
と
し
、
そ

の
額
が

12
千
円
を
超
え
な
い
場
合
は
訓
練
給
付
金
の
支
給
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
）
 

(3
) 
受
講
開
始
日
現
在
に
お
い
て
６
(1
)及

び
(2
)以

外
の
受
給
資
格
者
 

前
各
号
に
定
め
る
額
か
ら
同
法
第

60
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
受
給
資
格
者
が
支
給
を
受
け
た
一
般

教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
も
し
く
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
教
育

訓
練
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
額
を
差
し
引
い
た
額
（
そ
の
額
が

12
千
円
を
超
え
な
い
場
合
は
訓
練
給
付
金
の

支
給
は
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
平
成

31
年
４
月
１
日
よ
り
前
に
修
了
し
た
当
該
教
育
訓
練
に
係
る
訓
練
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
従
前
の

例
に
よ
る
。
 

 ７
 
事
前
相
談
の
実
施
 

受
給
要
件
の
審
査
に
際
し
て
は
、
事
前
に
受
講
を
希
望
す
る
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
か
ら
の
相
談

に
応
じ
る
と
と
も
に
受
給
要
件
に
つ
い
て
把
握
し
て
お
く
こ
と
。
 

事
前
相
談
に
お
い
て
は
、
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
希
望
職
種
、
職
業
生
活
の
展
望
等
を
聴

取
す
る
と
と
も
に
、
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
職
業
経
験
、
技
能
、
取
得
資
格
等
を
的
確
に
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把
握
し
、
当
該
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
立
が
効
果
的
に
図
ら
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の

み
、
受
講
対
象
と
す
る
な
ど
受
講
の
必
要
性
に
つ
い
て
十
分
把
握
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
当
該
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
が
受
講
開
始
時
に
入
学
金
や
受
講
料
を
支
払
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
に

は
、
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
技
能
習
得
資
金
等
を
紹
介
す
る
こ
と
。
 

 ８
 
受
給
要
件
の
審
査
、
対
象
講
座
の
指
定
等
に
関
す
る
手
続
 

(1
) 
受
給
要
件
の
審
査
、
対
象
講
座
の
指
定
 

訓
練
給
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
自
ら
が
受
講
し
よ
う
と
す
る
講
座
に
つ
い
て
別
紙
参
考
様
式
１

「
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
」
（
以
下
「
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
」

と
い
う
。
）
を
提
出
し
、
受
講
開
始
前
に
あ
ら
か
じ
め
、
教
育
訓
練
講
座
の
指
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

(2
) 
指
定
申
請
時
の
審
査
 

 
都
道
府
県
等
は
、
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
、
受
給
要
件
の
審
査
を
行
い
、
速
や
か

に
、
対
象
講
座
の
指
定
の
可
否
の
決
定
を
す
る
こ
と
。
 

(3
) 
教
育
訓
練
の
講
座
の
指
定
通
知
 

 
都
道
府
県
等
は
、
こ
の
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子

家
庭
の
父
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
に
対
象
講
座
の

指
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
別
紙
参
考
様
式
２
「
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
受
講
対
象
講
座
指
定
通
知

書
」
（
以
下
「
受
講
対
象
講
座
指
定
通
知
書
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父

に
通
知
す
る
こ
と
。
 

(4
) 
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
の
添
付
書
類
 

受
講
対
象
講
座
指
定
の
申
請
に
は
、
次
の
書
類
等
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

た
だ
し
、
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
書
類
を
省
略
し
て
差
し
支
え
な
い
こ

と
。
 

ア
 
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
及
び
そ
の
児
童
の
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
及
び
世
帯
全
員
の
住
民

票
の
写
し
 

イ
 
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し
（
当
該
母
子
家
庭
の
母
又

は
父
子
家
庭
の
父
が
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
場
合
。
た
だ
し
、
８
月
か
ら

10
月
ま
で
の
間
に
申
請
す
る
場
合

を
除
く
。
）
又
は
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
前
年
（
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
申
請
す
る

場
合
に
は
、
前
々
年
の
額
と
す
る
。
）
の
所
得
の
額
並
び
に
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に

規
定
す
る

70
歳
以
上
の
同
一
生
計
配
偶
者
、
老
人
扶
養
親
族
及
び
特
定
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
の
証
明
書
（
所
得
税
法
（
昭
和

40
年
法
律
第

33
号
）
に
規
定
す
る

控
除
対
象
扶
養
親
族
（
19

歳
未
満
の
者
に
限
る
）
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
数
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
別
紙
参
考
様
式
３
「
16

歳
以
上

19
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
に

関
す
る
申
立
書
」
）
及
び
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
前
年
の
所
得
の
額
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
を

含
む
。
）
 

 (
5)
 受

講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
の
提
出
期
限
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改
正
後
 

現
 
行
 

訓
練
給
付
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
を
受
講
開
始
日
以
前
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

(6
) 
受
給
要
件
の
審
査
方
法
 

受
給
要
件
の
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
有
識
者
や
就
労
関
係
の
専
門
家
、
母
子
・
父
子
自
立
支

援
員
等
で
構
成
す
る
審
査
委
員
会
を
設
置
す
る
な
ど
、
そ
の
緊
急
性
や
必
要
性
に
つ
い
て
考
慮
し
て
判
定
す
る

こ
と
。
 

(7
) 
受
給
要
件
の
審
査
に
係
る
留
意
事
項
 

ア
 
過
去
に
訓
練
給
付
金
を
受
給
し
て
い
る
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

訓
練
給
付
金
は
、
原
則
と
し
て
、
過
去
に
給
付
を
受
け
た
者
に
は
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
、
受
給
要
件

の
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
過
去
の
受
給
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。
 

イ
 
類
似
制
度
に
よ
る
支
援
を
受
け
て
い
る
者
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

過
去
に
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
給
し
た
者
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を
受
給
し
た
者
、
求
職
者
支
援
制
度

に
よ
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
を
受
給
し
た
者
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
他
制
度
に
お
け
る
受
給
状
況
を
十
分

聴
取
し
て
、
本
事
業
の
利
用
が
資
格
取
得
や
適
職
へ
の
就
職
に
真
に
結
び
つ
く
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
支
給

す
る
こ
と
と
し
て
差
し
支
え
な
い
。
 

ウ
 
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
確
認
に
つ
い
て
 

訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
希
望
す
る
講
座
の
受
講
開
始
日
現
在
に
お
い
て
教
育
訓
練
給
付

金
の
受
給
資
格
の
有
無
が
不
明
な
場
合
、
事
前
相
談
等
で
職
歴
を
把
握
し
た
上
で
な
お
、
確
認
が
必
要
な
場
合

等
に
は
、
住
所
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
が
発
行
す
る
「
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
要
件
回
答
書
」
に
よ
っ

て
確
認
す
る
こ
と
。
 

(8
) 
対
象
講
座
に
つ
い
て
 

対
象
と
す
る
講
座
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
本
人
の
意
向
も
踏
ま
え
つ
つ
、
対
象
と
す
る
講
座
が
当
該
母
子
家
庭

の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
が
適
職
に
就
く
観
点
か
ら
適
当
で
あ
る
か
も
含
め
審
査
を
行
う
こ
と
。
 

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
講
座
の
変
更
を
助
言
す
る
な
ど
的
確
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。
 

(9
) 
特
に
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
へ
の
取
扱
い
に
つ
い
て
 

訓
練
給
付
金
に
つ
い
て
、
当
該
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
立
が
効
果
的
に
図
ら
れ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
の
み
、
受
講
対
象
と
す
る
と
い
う
趣
旨
を
踏
ま
え
、
就
業
経
験
が
乏
し
い
者
な
ど
、
都
道
府
県
等

に
お
い
て
特
に
支
援
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
事
前
相
談
の
段
階
か
ら
、
母
子
・
父
子
自
立
支

援
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
支
援
計
画
を
策
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
受
給
対
象
者
の
自
立
が
効
果
的
に
図
ら
れ
る
よ
う

支
援
に
取
り
組
む
こ
と
と
す
る
。
 

 ９
 
訓
練
給
付
金
の
支
給
等
 

(1
) 
支
給
申
請
 

ア
 
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
対
象
教
育
訓
練
を
修
了
し
た
後
に
、
都
道
府
県
等
の
長

に
対
し
て
、
別
紙
参
考
様
式
４
「
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
」
（
以
下
「
支
給
申
請
書
」
と
い

う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
。
 

イ
 
都
道
府
県
等
は
、
支
給
申
請
を
受
け
た
場
合
、
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
が
支
給
要
件
に

該
当
し
て
い
る
か
を
調
査
し
、
速
や
か
に
支
給
の
可
否
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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改
正
後
 

現
 
行
 

都
道
府
県
等
は
、
こ
の
決
定
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の

父
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
支
給
決
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
支
給
額
を
算
定
し
、
併
せ
て
こ

れ
を
本
人
に
通
知
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
支
給
申
請
の
期
限
 

支
給
申
請
は
、
受
講
修
了
日
か
ら
起
算
し
て

30
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

な
お
、
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
専
門
実
践

教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
額
が
確
定
し
た
日
か
ら
起
算
し
て

30
日
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

(3
) 
支
給
申
請
書
の
添
付
書
類
等
 

支
給
申
請
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
  

た
だ
し
、
公
簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
書
類
を
省
略
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
差
し

支
え
な
い
。
 

ア
 
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
及
び
そ
の
児
童
の
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
及
び
世
帯
全
員
の
住
民

票
の
写
し
 

イ
 
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し
（
当
該
母
子
家
庭
の
母
又

は
父
子
家
庭
の
父
が
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
場
合
。
た
だ
し
、
８
月
か
ら

10
月
ま
で
の
間
に
申
請
す
る
場
合

を
除
く
。
）
又
は
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
前
年
（
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
申
請
す
る

場
合
に
は
、
前
々
年
の
額
と
す
る
。
）
の
所
得
の
額
並
び
に
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
に

規
定
す
る

70
歳
以
上
の
同
一
生
計
配
偶
者
、
老
人
扶
養
親
族
及
び
特
定
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
）
の
証
明
書
（
所
得
税
法
（
昭
和

40
年
法
律
第

33
号
）
に
規
定
す
る

控
除
対
象
扶
養
親
族
（
19

歳
未
満
の
者
に
限
る
）
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
数
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
別
紙
参
考
様
式
３
「
16

歳
以
上

19
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
に

関
す
る
申
立
書
」
）
及
び
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
前
年
の
所
得
の
額
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
を

含
む
。
）
 

ウ
  
受
講
対
象
講
座
指
定
通
知
書
 

エ
 
教
育
訓
練
施
設
の
長
が
、
そ
の
施
設
の
修
了
認
定
基
準
に
基
づ
い
て
、
受
講
者
の
教
育
訓
練
の
修
了
を
認

定
す
る
教
育
訓
練
修
了
証
明
書
 

オ
  
教
育
訓
練
施
設
の
長
が
、
受
講
者
本
人
が
支
払
っ
た
教
育
訓
練
経
費
に
つ
い
て
発
行
し
た
領
収
書
 

カ
 
教
育
訓
練
給
付
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
額
を
証
明
す
る
書
類
「
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
・

不
支
給
決
定
通
知
書
」
 

 (4
) 
訓
練
給
付
金
の
支
給
の
審
査
に
係
る
留
意
事
項
 

受
講
開
始
前
に
教
育
訓
練
講
座
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
、
指
定
を
受
け
て
い
な
い
者
の
う

ち
、
受
講
開
始
前
に
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
を
提
出
で
き
な
い
真
に
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
、
か

つ
、
受
給
要
件
を
満
た
し
、
受
講
し
た
教
育
訓
練
講
座
が
適
職
に
就
く
観
点
か
ら
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に

は
、
本
要
綱
８
に
関
わ
ら
ず
、
教
育
訓
練
講
座
の
指
定
を
受
け
た
も
の
と
み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
。
 

 10
 
周
知
・
広
報
等
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改
正
後
 

現
 
行
 

(1
) 
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
本
制
度
に
つ
い
て
周
知
・
広
報
を
行
い
、
必
要
な
情
報
提

供
を
行
う
と
と
も
に
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等
と
密
接
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
受
講
勧

奨
を
行
う
な
ど
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
就
業
を
支
援
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
本
事
業
の
実
施
に
は
、
修
了
証
明
書
、
領
収
書
等
の
証
明
を
行
う
教
育
訓
練
施
設
の
協
力
が
不
可
欠
で
あ

り
、
本
事
業
に
つ
い
て
教
育
訓
練
施
設
が
必
要
な
情
報
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
に
提
供
す
る
こ
と
。
 

 11
 
国
の
補
助
 

国
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
。
 

 12
 
経
過
措
置
 

(1
) 
平
成

29
年
４
月
１
日
よ
り
新
た
に
訓
練
給
付
金
の
対
象
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
受
講
開
始
前
に
あ
ら

か
じ
め
、
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
を
提
出
し
、
教
育
訓
練
講
座
の
指
定
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。
雇
用
保

険
法
第

60
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
者
で
、
か
つ

平
成

29
年
４
月
１
日
以
後
に
訓
練
給
付
金
の
対
象
と
な
っ
た
者
の
う
ち
、
教
育
訓
練
講
座
の
指
定
を
受
け
て
い

な
い
者
は
、
す
み
や
か
に
対
象
講
座
の
指
定
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
 

(2
) 
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
及
び
支
給
申
請
に
際
し
て
、
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
が
、
寡

婦
控
除
又
は
寡
夫
控
除
の
み
な
し
適
用
者
（
平
成
29
年
所
得
か
ら
令
和
元
年
所
得
に
お
い
て
地
方
税
法
（
昭
和

25
年
法
律
第
22
6号

）
第
23
条
第
１
項
第
11
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て

い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で

母
と
な
っ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該
当

す
る
所
得
割
（
同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
所
得
割
を
い
う
。
）
の
納
税
義
務
者
（
同
項
第
13
号
に
規
定
す
る
合

計
所
得
金
額
が
12
5万

円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
12
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚

し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を

「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
っ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合

に
お
い
て
同
号
に
該
当
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
り
、
同
法
第
34
条
第
１
項
第
８
号
に
規
定
す
る
控
除

を
受
け
る
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
子
の
戸
籍
謄
本
及
び

当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
と
生
計
を
一
に
す
る
子
の
所
得
の
額
を
証
明
す
る
書
類
等
、
当
該
事

実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
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改
正
後
 

現
 
行
 

教
 別

紙
参
考
様
式
１
（
略
）

 
 
 
 
 
 
 
 

 
教

 別
紙
参
考
様
式
１

 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
・
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
都
道
府
県
等
の
長
 
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申

請
者

の
氏

名
 
 
 
 
 
 
 

  
 
下
記
の
教
育
訓
練
を
受
講
し
た
い
の
で
、
私
の
受
講
す
る
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
の
対
象
講
座
の
指
定
を
申
請
し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

①
氏
 
名

 
（
個
人
番
号
）

 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 生
年
月
日

 
 

昭
和
・
平
成
・
令
和
 

  
 
年

 
    

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 
 個
人
番
号
 

 
 

②
住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電
話
（
 
 
 
 
）

 
 
 
 
 
－
 
 
 
 
 
 

 

③
教
育
訓
練
施
設
の
名
称

 
  

④
教
育
訓
練
講
座
の
名
称

 
  

⑤
教
育
訓
練
の
期
間

 
平
成
・
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 ～
 平

成
・
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
  
（

 受
 講

 開
 始

 日
 ）

 

⑥
所
要
費
用
（
予
定
）

 
入
学
料
 
 
 
 
円
、
受
講
料
 
 
 
 
円
 
 
 
 
 
合
計
額
 
 
 
 
円

 
 

⑦
公
共
職
業
安
定
所
の
教
育
訓

練
給
付
金
受
給
資
格
の
有
無

 

 受
講
開
始
日
現
在
に
お
い
て
雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
が
 
あ
る
・
な
い
。

 
 

⑧
過
去
の
受
給
の
有
無

 
過
去
に
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
け
た
こ
と
が
 
あ
る
・
な
い
。

 
 

⑨
申
請
者
と
生
計
を
一
に
す
る

 
子
の
氏
名
等

 
  
(注

７
参
照
) 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

  生
年
月
日

 

 昭
和
・
平
成
・
令
和
 

  
 
年

 
   

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 
 

  個
人
番
号

 
 住
所
（
別
居
の
場
合
）

 
 申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
該
当
 
す
る
・
し
な
い
。

 

⑩
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
の
 

 
証
明

 
上
記
申
請
者
は
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
担
当
者
氏
名
）

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 印

 
（
備
考
）
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改
正
後
 

    

（
注
意
）

 
１
 
支
給
の
対
象
と
な
る
の
は
、
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
に
つ
い
て
支
払
う
入
学
料
及
び
受
講
料
（
希
望
に
よ
り
行
わ
れ
る
訓
練
や
希
望
に
よ
り
提
供
さ
れ

る
教
材
等
に
要
す
る
費
用
を
除
き
ま
す
。
以
下
、
同
じ
で
す
。
）
 

 
２
 
支
給
の
対
象
と
な
る
の
は
、
入
学
料
及
び
受
講
料
の
合
計
額
の
６
割
相
当
額
で
す
。

 
た
だ
し
、
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
な
い
者
が
一
般
教
育
訓
練
ま
た
は
特
定
一
般

教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
、
限
度
額
は
２
０
万
円
で
す
。

 
雇
用
保
険
制
度
の
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
な
い
者
が
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
、
修
学
年
数
に
２
０
万
円
を
乗
じ
た

額
で
す
が
、
限
度
額
は
８
０
万
円
で
す
。

 
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
も
し
く
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
あ
る
者
に
つ
い

て
は
、
上
記
の
額
か
ら
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
も
し
く
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
額

を
差
し
引
い
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

 
３
 
指
定
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
受
講
開
始
日
や
所
要
費
用
（
予
定
）
に
つ
い
て
は
、
教
育
訓
練
施
設
に
確
認
を
し
た
内
容
で
通
知
し
ま
す
。

 
４
 
所
要
費
用
に
つ
い
て
は
、
標
準
的
な
予
定
さ
れ
る
金
額
で
あ
り
、
受
講
終
了
後
に
教
育
訓
練
施
設
よ
り
証
明
さ
れ
た
金
額
に
基
づ
き
支
給
額
を
算
定
す

る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

 
５
 
受
講
対
象
講
座
の
指
定
後
、
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
を
取
り
や
め
た
場
合
、
受
講
の
中
途
で
や
め
た
場
合
は
、
都
道
府
県
等
に
そ
の
旨
を
報
告
し
て
く

だ
さ
い
。

 
６
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
教
育
訓
練
施
設
よ
り
受
講
修
了
の
証
明
を
受
け
、
受
講
修
了
日
後
に
、
あ
ら
た
め
て
「
自

立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
」
に
添
付
書
類
を
つ
け
て
支
給
申
請
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

 
７
 
「
⑨
申
請
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
の
氏
名
等
」
欄
は
、
次
の
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
す
る
子
が
い
る
場
合
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
 

 
(１

) 
現
に
扶
養
す
る

20
歳
未
満
の
児
童
と
の
関
係
が
、
母
又
は
父
で
は
な
い
。

 
(２

) 
婚
姻
(※

)に
よ
ら
な
い
で
母
又
は
父
と
な
り
、
現
に
婚
姻
(※

)を
し
て
い
な
い
。
((
※
)民

法
（
明
治
29
年
法
律
第
89
号
）
上
の
婚
姻
を
い
う
。
) 

８
 
「
⑩
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
の
証
明
」
欄
は
、
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
の
児
童
扶
養
手
当
支
給
担
当
者
が
確
認
の
上
、

記
名
押
印
し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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改
正
後
 

現
 
行
 

教
 別

紙
参
考
様
式
２
（
略
）

 

 

教
 別

紙
参
考
様
式
２

 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
受
講
対
象
講
座
指
定
通
知
書

 
 

①
氏
 
名

 
ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年
月
日

 
昭
和
・
平
成
・
令
和
 

  
 
年

 
   

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 
  

②
住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電
話
（
 
 
 
 
）

 

 
 
 
 
－
 
 
 
 
 
 

 

③
教
育
訓
練
施
設
の
名
称

 
  

④
教
育
訓
練
講
座
の
名
称

 
  

⑤
教
育
訓
練
の
期
間

 
  平

成
・
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 ～
 平

成
・
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
  
（

 受
 講

 開
 始

 日
 ）

 

⑥
所
要
費
用
（
予
定
）

 
  入

学
料
 
 
 
 
円
、
受
講
料
 
 
 
 
円
 
 
 
 
 
合
計
額
 
 
 
 
円

 
  ※

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 
さ
き
に
あ
な
た
か
ら
提
出
の
あ
り
ま
し
た
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
受
講
対
象
講
座
指
定
申
請
書
に
基
づ
き
審
査
し
た
と
こ
ろ
上
記
の
と
お
り
指
定

し
た
の
で
通
知
し
ま
す
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平
成
・
令
和
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都
道
府
県
等
の
長
 
 
印
 
 
 
 
 

  
（
注
意
）

 
１
 
支
給
の
対
象
と
な
る
の
は
、
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
に
つ
い
て
支
払
う
入
学
料
及
び
受
講
料
（
希
望
に
よ
り
行
わ
れ
る
訓
練
や
希
望
に
よ
り
提
供
さ
れ

る
教
材
等
に
要
す
る
費
用
を
除
き
ま
す
。
以
下
、
同
じ
で
す
。
）
 

 
２
 
支
給
の
対
象
と
な
る
の
は
、
入
学
料
及
び
受
講
料
の
合
計
額
の
６
割
相
当
額
で
す
。

 
た
だ
し
、
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
な
い
者
が
一
般
教
育
訓
練
ま
た
は
特
定
一
般

教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
、
限
度
額
は
２
０
万
円
で
す
。

 
雇
用
保
険
制
度
の
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
な
い
者
が
専
門
実
践
教
育
訓
練
を
受
講
す
る
場
合
、
修
学
年
数
に
２
０
万
円
を
乗
じ
た

額
で
す
が
、
限
度
額
は
８
０
万
円
で
す
。

 
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
も
し
く
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
あ
る
者
に
つ
い

て
は
、
上
記
の
額
か
ら
雇
用
保
険
法
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
も
し
く
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給

額
を
差
し
引
い
た
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

 
３
 
所
要
費
用
に
つ
い
て
は
標
準
的
に
予
定
さ
れ
る
金
額
で
あ
り
、
受
講
修
了
後
に
教
育
訓
練
施
設
よ
り
証
明
さ
れ
た
金
額
に
基
づ
き
支
給
額
を
算
定
す
る

こ
と
と
な
り
ま
す
。

 
４
 
受
講
対
象
講
座
の
指
定
後
、
指
定
教
育
訓
練
の
受
講
を
取
り
や
め
た
場
合
、
受
講
の
中
途
で
や
め
た
場
合
は
、
都
道
府
県
等
に
そ
の
旨
を
報
告
し
て
く

だ
さ
い
。

 
５
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め
に
は
、
教
育
訓
練
施
設
よ
り
受
講
修
了
の
証
明
を
受
け
、
受
講
修
了
日
後
に
、
あ
ら
た
め
て
「
自

立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
」
に
こ
の
通
知
を
含
む
添
付
書
類
を
つ
け
て
支
給
申
請
手
続
き
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
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改
正
後
 

現
 
行
 

別
紙
参
考
様
式
３
 
（
略
）

 
教

 別
紙
参
考
様
式
３

 
平
成
・
令
和
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 

 
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
関
す
る
申
立
書
 

 
都
道
府
県
等
の
長
 
殿
 

 
 
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

私
の
所
得
税
法
上
の
扶
養
親
族
の
う
ち
、
前
年
（
請
求
日
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
前
々
年
）
の
１
２
月
３
１
日
 

に
お
い
て
年
齢
が
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
申
し
立
て
ま
す
。
 

 

□
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
 

１
 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 
続
柄
 

 
生
年
月
日
 

平
成
・
令
和
 
 年

  
月
  

日
 

氏
名
 

 

個
人
番
号
 

 
住
所
（
別
居
の
場
合
）
 

 

２
 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 
続
柄
 

 
生
年
月
日
 

平
成
・
令
和
 
 年

  
月
  

日
 

氏
名
 

 

個
人
番
号
 

 
住
所
（
別
居
の
場
合
）
 

 

３
 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 
続
柄
 

 
生
年
月
日
 

平
成
・
令
和
 
 年

  
月
  

日
 

氏
名
 

 

個
人
番
号
 

 
住
所
（
別
居
の
場
合
）
 

 

４
 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 
続
柄
 

 
生
年
月
日
 

平
成
・
令
和
 
 年

  
月
  

日
 

氏
名
 

 

個
人
番
号
 

 
住
所
（
別
居
の
場
合
）
 

 

【
添
付
書
類
】

 
・
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
所
得
証
明
書

 
 

【
注
意
事
項
】

 
・
こ
の
申
立
書
は
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
、
前
年
（
申
請
日
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
あ
る

 
場
合
は
、
前
々
年
）
の
１
２
月
３
１
日
（
年
の
途
中
で
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
の
日
）
に
お
い
て
年
齢
が
１
６
歳
以
上
１
９

 
歳
未
満
の
所
得
税
法
上
の
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
に
、
そ
の
扶
養
親
族
の
氏
名
や
、
当
該
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
の

 
続
柄
等
を
ご
記
入
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

 
・
所
得
税
法
上
の
扶
養
親
族
と
は
、
前
年
（
申
請
日
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
前
々
年
）
の
１
２
月
３
１
日
（
年
の

 
途
中
で
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
し
た
日
）
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
で
す
。

 
①

 
配
偶
者
以
外
の
親
族
（
６
親
等
内
の
血
族
及
び
３
親
等
内
の
姻
族
を
い
い
ま
す
。
）
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
養
育
を
委
託
さ
れ

 
た
児
童
（
い
わ
ゆ
る
里
子
）
や
市
町
村
長
か
ら
養
護
を
委
託
さ
れ
た
老
人
で
あ
る

 
②

 
あ
な
た
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る

 
③

 
前
年
（
申
請
日
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
前
々
年
）
の
所
得
税
法
上
の
合
計
所
得
金
額
が
３
８
万
円
以
下

 
④

 
青
色
申
告
書
の
事
業
専
従
者
と
し
て
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
な
い
又
は
白
色
申
告
書
の
事
業
専
従
者
で
な
い
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改
正
後
 

現
 
行
 

別
紙
参
考
様
式
４
 
（
略
）

 
                                            

教
 別

紙
参
考
様
式
４

 

 

自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
・
令
和
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 

 
 
 
 
 
 
 
都
道
府
県
等
の
長
 
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申

請
者

の
氏

名
 

  
 

 
   
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
い
の
で
下
記
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

 
 ①

氏
 
名

 
（
個
人
番
号
）

 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

  生
年
月
日

 
 

昭
和
・
平
成
・
令
和
 

  
 
年

 
   

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 

  個
人
番
号

 
 

②
住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電
話
（
 
 
 
 
）

 

 
 
 
 
－
 
 
 
 
 
 

 

③
教
育
訓
練
施
設
の
名
称

 
 

④
教
育
訓
練
講
座
の
名
称

 
 

⑤
教
育
訓
練
の
期
間

 
平
成
・
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 ～
 平

成
・
令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
  
（

 受
 講

 開
 始

 日
 ）

 

⑥
所
要
費
用

 
入
学
料
 
 
 
 
円
、
受
講
料
 
 
 
 
円
 
 
 
 
 
合
計
額
 
 
 
 
 
円

 

⑦
雇
用
保
険
法
に
よ
る
教
育
訓

練
給
付
金
の
受
給
額

 
 
 
 
 
 
 
円

 

⑧
希
望
す
る
支
払
金
融
機
関

 

金
融
機
関
名

 
口
座
の
種
類
 
 
普
通
・
当
座
・
そ
の
他

 

支
店
名

 
口
座
番
号

 

口
座
名
義
（
フ
リ
ガ
ナ
）

 

⑨
申
請
者
と
生
計
を
一
に
す
る

 
子
の
氏
名
等

 
  
(注

２
参
照
) 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年
月
日

 
昭
和
・
平
成
・
令
和
 
 
 
年

 
   

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 

 個
人
番
号

 

住
所
（
別
居
の
場
合
）

 
 申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
該
当
 
す
る
・
し
な
い
。

 

⑩
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
の
 

証
明

 
上
記
申
請
者
は
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
担
当
者
氏
名
）

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 印

 
（
備
考
）
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改
正
後
 

改
正
後
 

 
（
注
意
）

 
１
 
支
給
申
請
期
間
は
、
受
講
終
了
日
（
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
受
給
資
格
者
に
つ
い
て
は
、
専
門
実
践
教
育
訓
練

給
付
金
の
支
給
額
が
確
定
し
た
日
）
か
ら
起
算
し
て
30
日
以
内
で
す
。

 
２
 
「
⑨
申
請
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
の
氏
名
等
」
欄
は
、
次
の
要
件
に
該
当
し
、
か
つ
、
生
計
を
一
に
す
る
子
が
い
る
場
合
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

 
(１

) 
現
に
扶
養
す
る

20
歳
未
満
の
児
童
と
の
関
係
が
、
母
又
は
父
で
は
な
い
。

 
(２

) 
婚
姻

(※
)に

よ
ら
な
い
で
母
又
は
父
と
な
り
、
現
に
婚
姻

(※
)を

し
て
い
な
い
。

((※
)民

法
（
明
治

29
年
法
律
第

89
号
）
上
の
婚
姻
を
い
う
。

) 
３
 
「
⑩
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
の
証
明
」
欄
は
、
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
の
児
童
扶
養
手
当
支
給
担
当
者
が
確
認
の
上
、
記
名
押
印

し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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改
正
後
 

現
 
行
 

 

（
別
添
２
）
 

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
実
施
要
綱
 

 １
～
５
（
 略

 ）
 

                             

 

（
別
添
２
）
 

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
実
施
要
綱
 

 １
 
目
的
 

就
業
に
結
び
つ
き
や
す
い
資
格
の
取
得
を
目
的
と
す
る
養
成
機
関
は
、
一
定
期
間
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
受

講
す
る
必
要
が
あ
り
、
母
子
家
庭
の
経
済
的
自
立
に
効
果
が
高
い
も
の
で
あ
る
が
、
受
講
に
際
し
て
そ
の
期

間
中
の
生
活
の
不
安
か
ら
意
欲
は
あ
っ
て
も
そ
こ
で
足
踏
み
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
受

講
に
際
し
て
そ
の
期
間
中
の
生
活
の
不
安
を
解
消
し
、
安
定
し
た
修
業
環
境
を
提
供
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
ま
た
、
父
子
家
庭
に
お
い
て
も
、
所
得
の
状
況
や
、
就
業
の
状
況
な
ど
か
ら
母
子
家
庭
と
同
様
の
困
難

を
抱
え
る
家
庭
が
あ
る
。
 

そ
こ
で
、
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
就
職
の
際
に
有
利
で
あ
り
、
か
つ
生
活
の
安
定
に
資
す

る
資
格
の
取
得
を
促
進
す
る
た
め
、
当
該
資
格
に
係
る
養
成
訓
練
の
受
講
期
間
に
つ
い
て
高
等
職
業
訓
練
促

進
給
付
金
を
支
給
す
る
と
と
も
に
、
養
成
機
関
へ
の
入
学
時
に
お
け
る
負
担
を
考
慮
し
高
等
職
業
訓
練
修
了

支
援
給
付
金
を
修
了
後
に
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
資
格
取
得
を
容
易
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
給
付
金
の
種
類
 

給
付
金
の
種
類
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
(1
) 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
（
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
39
年
法
律
第
12
9号

。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
31
条
第
２
号
に
規
定
す
る
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
及
び
法
第

31
条
の
10
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
31
条
第
２
号
に
規
定
す
る
父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

を
い
う
。
以
下
「
訓
練
促
進
給
付
金
」
と
い
う
。
）
 

 
 
(2
) 
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
（
法
第
31
条
第
３
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
母
子
家
庭
高
等

職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
を
い
う
。
以
下
「
修
了

支
援
給
付
金
」
と
い
う
。
）
 

 ３
 
実
施
主
体
 

実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
（
以
下
「
都
道
府
県

等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 ４
 
対
象
者
 

訓
練
促
進
給
付
金
の
対
象
者
は
養
成
機
関
に
お
い
て
修
業
を
開
始
し
た
日
以
後
に
お
い
て
、
ま
た
、
修
了

支
援
給
付
金
の
支
給
対
象
者
は
養
成
機
関
に
お
け
る
修
業
を
開
始
し
た
日
（
以
下
「
修
業
開
始
日
」
と
い
う
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改
正
後
 

現
 
行
 

                    ６
 
支
給
期
間
等
 

(1
) 
訓
練
促
進
給
付
金
 

ア
  
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
期
間
は
、
上
記
５
の
対
象
者
が
修
業
す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間

（
そ
の
期
間
が
48
月
を
超
え
る
と
き
は
、
48
月
）
を
超
え
な
い
期
間
と
す
る
。
（
平
成
21
年
６
月

５
日
の
時
点
で
修
業
し
て
い
た
、
又
は
平
成
21
年
６
月
５
日
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
修

業
を
開
始
し
た
母
子
家
庭
の
母
に
つ
い
て
は
、
修
業
す
る
期
間
の
全
期
間
と
す
る
。
ま
た
、
平
成

30
年
度
以
前
に
修
業
を
開
始
し
（
平
成
21
年
６
月
５
日
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
修
業
を

開
始
し
た
者
は
除
く
。
）
、
平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
で
修
業
中
の
者
に
つ
い
て
も
、
支
給
期
間

を
修
業
す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
（
そ
の
期
間
が
48
月
を
超
え
る
と
き
は
、
48
月
）
を
超
え
な

い
期
間
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
）
 

な
お
、
支
給
期
間
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
31
年
４
月
１
日
よ
り
、
取
得
の
た
め
に
４
年

以
上
の
課
程
の
履
修
が
必
要
と
な
る
資
格
を
目
指
す
者
等
を
対
象
に
支
給
期
間
を
48
月
に
拡
充
し

た
趣
旨
を
踏
ま
え
て
資
格
取
得
に
必
要
な
期
間
と
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
 

イ
 
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
、
准
看
護
師
養
成
機
関
を
修
了
す
る
者
が
、
引
き
続
き
、
看

。
）
及
び
当
該
養
成
機
関
に
お
け
る
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
了
し
た
日
（
以
下
「
修
了
日
」
と
い
う
。
）
に
お

い
て
、
次
の
要
件
の
全
て
を
満
た
す
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
（
法
第
6条

第
1項

又
は
第
2項

に
定

め
る
配
偶
者
の
な
い
者
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
）
と
す
る
。
ま
た
、
父
子
家
庭
の
父

に
つ
い
て
は
、
平
成
25
年
４
月
１
日
以
降
に
修
業
を
開
始
し
た
も
の
を
い
う
。
な
お
、
こ
の
事
業
に
お
い
て

、
「
児
童
」
と
は
、
20
歳
に
満
た
な
い
も
の
を
い
う
。
 

(1
) 
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
者
と
同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
こ
と
。
（
た
だ
し
、
児
童
扶

養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
36
年
政
令
第
40
5号

）
第
６
条
の
７
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
）
 

(2
) 
就
職
を
容
易
に
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
と
し
て
都
道
府
県
等
の
長
が
定
め
る
資
格
（
以
下
「
対
象

資
格
」
と
い
う
。
）
を
取
得
す
る
た
め
、
養
成
機
関
に
お
い
て
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業

し
、
対
象
資
格
の
取
得
が
見
込
ま
れ
る
者
等
で
あ
る
こ
と
。
 

(3
) 
就
業
又
は
育
児
と
修
業
の
両
立
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 

 ５
 
対
象
資
格
 

(1
) 
対
象
資
格
は
、
就
職
の
際
に
有
利
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
法
令
の
定
め
に
よ
り
養
成
機
関
に

お
い
て
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
都
道

府
県
等
の
長
が
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
。
 

 
(2
) 
対
象
資
格
の
例
 

 
 
 
看
護
師
、
准
看
護
師
、
保
育
士
、
介
護
福
祉
士
、
作
業
療
法
士
、
理
学
療
法
士
、
歯
科
衛
生
士
、
美
容

師
、
社
会
福
祉
士
、
製
菓
衛
生
師
、
調
理
師
 
 
等
 

 ６
 
支
給
期
間
等
 

(1
) 
訓
練
促
進
給
付
金
 

ア
  
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
期
間
は
、
上
記
５
の
対
象
者
が
修
業
す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間

（
そ
の
期
間
が
48
月
を
超
え
る
と
き
は
、
48
月
）
を
超
え
な
い
期
間
と
す
る
。
（
平
成
21
年
６
月

５
日
の
時
点
で
修
業
し
て
い
た
、
又
は
平
成
21
年
６
月
５
日
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
修

業
を
開
始
し
た
母
子
家
庭
の
母
に
つ
い
て
は
、
修
業
す
る
期
間
の
全
期
間
と
す
る
。
ま
た
、
平
成

30
年
度
以
前
に
修
業
を
開
始
し
（
平
成
21
年
６
月
５
日
か
ら
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
修
業
を

開
始
し
た
者
は
除
く
。
）
、
平
成
31
年
４
月
１
日
時
点
で
修
業
中
の
者
に
つ
い
て
も
、
支
給
期
間

を
修
業
す
る
期
間
に
相
当
す
る
期
間
（
そ
の
期
間
が
48
月
を
超
え
る
と
き
は
、
48
月
）
を
超
え
な

い
期
間
と
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
）
 

な
お
、
支
給
期
間
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
平
成
31
年
４
月
１
日
よ
り
、
取
得
の
た
め
に
４
年

以
上
の
課
程
の
履
修
が
必
要
と
な
る
資
格
を
目
指
す
者
等
を
対
象
に
支
給
期
間
を
48
月
に
拡
充
し

た
趣
旨
を
踏
ま
え
て
資
格
取
得
に
必
要
な
期
間
と
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
 

イ
 
平
成
30
年
４
月
１
日
よ
り
、
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
、
准
看
護
師
養
成
機
関
を
修
了
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改
正
後
 

現
 
行
 

護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に
は
、
通
算
48
月
を
越
え
な
い

範
囲
で
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
（
令
和
２
年
度
以
前
に
修
業
を
開
始
し
、
令
和
３
年
４
月
１
日

時
点
で
修
業
中
の
者
に
つ
い
て
も
、
通
算
48
月
を
越
え
な
い
範
囲
で
支
給
し
て
差
し
支
え
な

い
。
）
 

ウ
 
訓
練
促
進
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る

月
か
ら
始
め
、
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
で
終
わ
る
。
 

(2
) 
修
了
支
援
給
付
金
 

修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
は
、
修
了
日
を
経
過
し
た
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
、
准
看
護
師
養
成
機
関
を
修
了
す
る
者
が
、
引
き
続
き
、

看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
看
護
師
養
成

機
関
の
修
了
日
を
経
過
し
た
日
以
降
に
修
了
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ７
～
14
 （

略
）
 

                     

す
る
者
が
、
引
き
続
き
、
看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に

は
、
通
算
36
月
を
越
え
な
い
範
囲
で
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

ウ
 
訓
練
促
進
給
付
金
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
し
、
申
請
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る

月
か
ら
始
め
、
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
で
終
わ
る
。
 

(2
) 
修
了
支
援
給
付
金
 

修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
は
、
修
了
日
を
経
過
し
た
日
以
後
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

な
お
、
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
、
准
看
護
師
養
成
機
関
を
修
了
す
る
者
が
、
引
き
続
き
、

看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
看
護
師
養
成

機
関
の
修
了
日
を
経
過
し
た
日
以
降
に
修
了
支
援
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
 

 ７
 
支
給
額
等
 

(1
) 
訓
練
促
進
給
付
金
 

ア
 
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
額
は
、
次
に
掲
げ
る
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

額
と
す
る
。
 

(ｱ
) 
対
象
者
及
び
当
該
対
象
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
当
該
対
象
者
の
民
法
（
明
治
29
年

法
律
第
89
号
）
第
87
7条

第
１
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
当
該
対
象
者
と
生
計
を
同
じ
く
す

る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
が
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
請
求
す
る
月
の
属
す
る
年
度

（
４
月
か
ら
７
月
ま
で
に
当
該
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
の
請
求
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

前
年
度
）
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

）
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
（
同
法

の
規
定
に
よ
る
特
別
区
民
税
を
含
む
も
の
と
し
、
同
法
第
32
8条

の
規
定
に
よ
っ
て
課
す
る
退

職
手
当
等
に
係
る
所
得
割
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
課
さ
れ
な
い
者
（
市
町
村
（
特
別
区
を

含
む
。
）
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
を
免
除
さ
れ
た
者
及
び
母
子
家

庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
に
係
る
所
得
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合

に
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
も
の
と
し
、
当
該
市
町
村
民
税
の

賦
課
期
日
に
お
い
て
同
法
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
 
月
額

10
万
円
（
養
成
機
関
に
お
け
る
課
程
の
修
了
ま
で
の
期
間
の
最
後
の
十
二
月
に
つ
い
て
は
、
月

額
14
万
円
。
平
成
24
年
３
月
31
日
ま
で
に
修
業
を
開
始
し
た
者
は
月
額
14
万
１
千
円
）
 

 (
ｲ)
 (
ｱ)
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
 
月
額
７
万
５
百
円
（
養
成
機
関
に
お
け
る
課
程
の
修
了
ま
で

の
期
間
の
最
後
の
十
二
月
に
つ
い
て
は
、
月
額
11
万
５
百
円
）
 

イ
 
訓
練
促
進
給
付
金
は
、
原
則
と
し
て
、
同
一
の
者
に
は
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 

(2
) 
修
了
支
援
給
付
金
 

ア
 
修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
額
は
、
次
に
掲
げ
る
対
象
者
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

額
と
す
る
。
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改
正
後
 

現
 
行
 

                                  

(ｱ
) 
対
象
者
及
び
当
該
対
象
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
修
了
日
の
属
す
る
月
の
属
す
る
年

度
（
修
了
日
の
属
す
る
月
が
４
月
か
ら
７
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
）
分
の
地
方

税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
 
５
万
円
 

(ｲ
) 
(ｱ
)に

掲
げ
る
者
以
外
の
者
 
２
万
５
千
円
 

イ
 
修
了
支
援
給
付
金
は
、
原
則
と
し
て
、
同
一
の
者
に
は
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 ８
 
事
前
相
談
の
実
施
 

(1
) 
養
成
機
関
に
お
い
て
１
年
以
上
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
修
業
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
母
子
家
庭
の
母
又

は
父
子
家
庭
の
父
を
対
象
と
し
て
、
受
給
相
談
会
を
実
施
し
、
受
給
希
望
者
の
事
前
把
握
に
努
め
る
こ

と
。
 

(2
) 
事
前
相
談
に
お
い
て
は
、
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
の
資
格
取
得
へ
の
意
欲
や
能

力
、
当
該
資
格
の
取
得
見
込
み
等
を
的
確
に
把
握
し
、
審
査
す
る
こ
と
。
 

(3
) 
本
事
業
は
、
給
付
金
の
支
給
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
生
活
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
り
、
も
っ
て

資
格
取
得
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
生
活
状
況
に
つ
い
て
聴
取
す
る
な
ど
、
支
給
の
必

要
性
に
つ
い
て
十
分
把
握
す
る
こ
と
。
な
お
、
そ
の
際
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
す
る
こ
と
。
 

(4
) 
平
成
28
年
１
月
20
日
以
降
に
養
成
機
関
に
入
学
又
は
卒
業
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
、
指
定

都
市
並
び
に
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
適
当
と
認
め
る
民
間
団
体
が
実
施
主
体
で
あ
る
「
ひ
と
り
親

家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業
」
の
入
学
準
備
金
及
び
就
職
準
備
金
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ

と
、
ま
た
、
母
子
・
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の
技
能
習
得
費
等
に
つ
い
て
も
紹
介
す
る
こ
と
。
 

(5
) 
准
看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
養
成
機
関
で
の
修
業
を
希
望
す
る
者
に
は
、
平
成
30
年
4月

1日
よ
り
、
引
き
続
き
、
看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
、
養
成
機
関
で
修
業
す
る
場
合
に
、
通
算

36
月
を
越
え
な
い
範
囲
で
当
該
給
付
金
の
支
給
が
可
能
で
あ
る
旨
の
説
明
を
事
前
相
談
に
お
い
て
行
う

こ
と
。
 

 ９
 
給
付
金
の
支
給
等
 

(1
) 
支
給
の
申
請
 

ア
 
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
対
象
者
は
、
都
道
府
県
等
の
長
に
対
し
て
、
別
紙
参
考
様

式
１
「
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
支
給
申
請
書
」
（
以
下
「
支
給
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を

提
出
す
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
申
請
は
、
修
業
を
開
始
し
た
日
以
後

に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
申
請
は
、
修
了
日
を
経
過
し
た
日

以
後
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。
 

イ
 
支
給
申
請
書
の
提
出
に
際
し
て
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公

簿
等
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
添
付
書
類
を
省
略
し
て
差
し
支
え
な
い
。
 

(ｱ
) 
訓
練
促
進
給
付
金
 

－362－



 

改
正
後
 

現
 
行
 

                                  

ａ
 
当
該
対
象
者
及
び
そ
の
扶
養
し
て
い
る
児
童
の
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
及
び
こ
れ
ら
の
者
の

属
す
る
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し
 

ｂ
当
該
対
象
者
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し
（
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の

父
が
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
場
合
。
た
だ
し
、
８
月
か
ら
10
月
ま
で
の
間
に
申
請
す
る
場

合
を
除
く
。
）
又
は
当
該
対
象
者
の
前
年
（
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
申
請
す
る
場
合
に

は
、
前
々
年
）
の
所
得
の
額
並
び
に
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所
得
税
法
（
昭
和

40
年
法
律
第
33
号
）
に
規
定
す
る
70
歳
以
上
の
同
一
生
計
配
偶
者
、
老
人
扶
養
親
族
及
び
特

定
扶
養
親
族
の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
（
特
別
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

の
証
明
書
（
同
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族
（
19
歳
未
満
の
者
に
限
る
）
が
あ
る
者

に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
別

紙
参
考
様
式
２
「
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
関
す
る
申
立
書
」
）
及
び

当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
前
年
の
所
得
の
額
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
を
含

む
。
）
 

c 
７
(1
)ア

(ｱ
)に

掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
対
象
者
及
び
当
該
対
象
者
と
同
一
の
世
帯

に
属
す
る
者
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
納
税
証
明
書
そ
の
他
７
(1
)

ア
(ｱ
)に

掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
 

d 
入
校
（
入
所
）
証
明
書
等
 

支
給
申
請
時
に
修
業
し
て
い
る
養
成
機
関
の
長
が
証
明
す
る
在
籍
を
証
明
す
る
書
類
 

 

(ｲ
) 
修
了
支
援
給
付
金
 

ａ
 
当
該
対
象
者
及
び
そ
の
扶
養
し
て
い
る
児
童
の
戸
籍
謄
本
又
は
抄
本
（
修
業
開
始
日
及
び

修
了
日
に
お
け
る
状
況
を
証
明
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
 

ｂ
 
当
該
対
象
者
に
係
る
児
童
扶
養
手
当
証
書
の
写
し
（
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家

庭
の
父
が
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
の
場
合
。
た
だ
し
、
８
月
か
ら
10
月
ま
で
の
間
に
申
請
す

る
場
合
を
除
く
。
）
又
は
当
該
対
象
者
の
前
年
（
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
申
請
す
る
場

合
に
は
、
前
々
年
と
す
る
。
）
の
所
得
の
額
並
び
に
扶
養
親
族
等
の
有
無
及
び
数
並
び
に
所

得
税
法
に
規
定
す
る
70
歳
以
上
の
同
一
生
計
配
偶
者
、
老
人
扶
養
親
族
及
び
特
定
扶
養
親
族

の
有
無
及
び
数
に
つ
い
て
の
市
町
村
長
の
証
明
書
（
同
法
に
規
定
す
る
控
除
対
象
扶
養
親
族

（
19
歳
未
満
の
者
に
限
る
）
が
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
数
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
書
類
（
別
紙
参
考
様
式
２
「
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
控
除
対
象

扶
養
親
族
に
関
す
る
申
立
書
」
）
及
び
当
該
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
所
得
の
額
に
つ
い
て
の

市
町
村
長
の
証
明
書
を
含
む
。
）
（
修
業
開
始
日
の
属
す
る
年
の
前
年
（
修
業
開
始
日
の
属

す
る
月
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
々
年
と
す
る
。
）
及
び
修
了
日
の

属
す
る
年
の
前
年
（
修
了
日
の
属
す
る
月
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

－363－



 

改
正
後
 

現
 
行
 

                                  

前
々
年
と
す
る
。
）
の
状
況
を
証
明
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
 

c 
対
象
者
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
住
民
票
の
写
し
（
修
了
日
に
お
け
る
状
況
を
証
明
で
き
る

も
の
に
限
る
。
）
 

d 
７
(2
)ア

(ｱ
)に

掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
対
象
者
及
び
当
該
対
象
者
と
同
一
の
世
帯

に
属
す
る
者
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
に
係
る
納
税
証
明
書
そ
の
他
７
(2
)

ア
(ｱ
)に

掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
（
修
了
日
の
属
す
る
年
度
（
修
了

日
の
属
す
る
月
が
４
月
か
ら
７
月
ま
で
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
と
す
る
。
）
の
状
況

を
証
明
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
 

e 
当
該
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
修
了
証
明
書
の
写
し
 

ウ
 
修
了
支
援
給
付
金
の
申
請
は
、
修
了
日
か
ら
起
算
し
て
30
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

 
 
(2
) 
支
給
の
決
定
 

都
道
府
県
等
は
、
支
給
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
が
支
給

要
件
に
該
当
し
て
い
る
か
を
審
査
し
、
速
や
か
に
支
給
の
可
否
を
決
定
し
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
当

該
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
に
対
し
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(3
) 
支
給
決
定
の
審
査
の
た
め
の
委
員
会
の
設
置
 

支
給
決
定
の
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
有
識
者
や
就
業
関
係
の
専
門
家
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
等

で
構
成
す
る
判
定
委
員
会
を
設
置
す
る
な
ど
、
そ
の
緊
急
性
や
必
要
性
に
つ
い
て
考
慮
し
判
定
す
る
こ

と
。
 

 10
 
修
業
期
間
中
の
受
給
者
の
状
況
の
確
認
等
 

(1
) 
修
業
期
間
中
の
在
籍
状
況
の
確
認
等
 

ア
 
都
道
府
県
等
は
、
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
対
象
者
（
以
下
「
受
給
者
」
と
い

う
。
）
に
対
し
、
お
お
む
ね
四
半
期
ご
と
に
在
籍
証
明
書
の
提
出
又
は
出
席
状
況
の
報
告
を
求
め

る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
受
給
者
の
養
成
機
関
の
在
籍
状
況
等
を
確
認
す
る
ほ
か
、
定
期
的
に
修
得

単
位
証
明
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。
 

イ
 
都
道
府
県
等
は
、
受
給
者
に
対
し
、
ア
の
他
、
給
付
金
の
支
給
に
関
し
て
必
要
と
認
め
る
報
告

等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
 

(2
) 
受
給
資
格
喪
失
の
届
出
等
 

受
給
者
は
、
母
子
家
庭
の
母
又
は
父
子
家
庭
の
父
で
な
く
な
っ
た
こ
と
、
当
該
都
道
府
県
等
に
住
所

を
有
し
な
く
な
っ
た
こ
と
、
修
業
を
取
り
や
め
た
こ
と
等
に
よ
り
支
給
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と

き
又
は
当
該
受
給
者
若
し
く
は
当
該
受
給
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
（
当
該
受
給
者
の
民
法
第

87
7条

第
１
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
当
該
受
給
者
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
係

る
市
町
村
民
税
の
課
税
の
状
況
が
変
わ
っ
た
と
き
若
し
く
は
世
帯
を
構
成
す
る
者
（
当
該
受
給
者
の
民
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法
第
87
7条

第
１
項
に
定
め
る
扶
養
義
務
者
で
当
該
受
給
者
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
も
の
を
含
む
。
）

に
異
動
が
あ
っ
た
と
き
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
14
日
以
内
に
、
都
道
府
県
等

に
届
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
都
道
府
県
等
は
、
事
前
相
談
や
支
給
決
定
通
知
に
際
し
て

は
、
そ
の
旨
周
知
す
る
こ
と
。
 

 
 

11
  
支
給
決
定
の
取
消
 

都
道
府
県
等
の
長
は
、
受
給
者
が
支
給
要
件
に
該
当
し
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
支
給
決
定
を
取
り
消

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
、
当
該
対
象
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 12
 
関
係
機
関
等
と
の
連
携
等
 

資
格
取
得
養
成
機
関
、
就
業
関
係
機
関
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
、
母
子
・
父
子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ

ム
策
定
員
等
と
密
接
な
連
携
を
図
り
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
受
講
勧
奨
を
行
う
な
ど
母
子
家
庭
の
母
又
は

父
子
家
庭
の
父
の
就
業
を
支
援
す
る
こ
と
。
ま
た
、
制
度
に
つ
い
て
広
報
等
を
活
用
し
て
周
知
を
図
る
こ

と
。
 

ま
た
、
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業
を
平
成
27
年
度
に
創
設
し
、
実
施
主
体
を
都

道
府
県
、
指
定
都
市
並
び
に
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
が
適
当
と
認
め
る
民
間
団
体
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
当
該
貸
付
事
業
に
つ
い
て
は
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
者
を
対
象
と
し
て
い

る
の
で
、
貸
付
事
業
の
実
施
主
体
や
都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
と
連
携
し
て
、
ひ
と
り
親
家
庭
が
就
業
を
継

続
で
き
る
よ
う
支
援
を
行
う
こ
と
。
 

 13
 
国
の
補
助
 

国
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
す
る
。
 

  

 14
 
経
過
措
置
 

(1
) 
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
月
額
が
10
万
円
と
な
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
者
に
は
、
寡
婦
等
の
み
な

し
適
用
対
象
者
（
平
成
29
年
所
得
か
ら
令
和
元
年
所
得
に
お
い
て
同
法
第
29
2条

第
１
項
第
11
号
イ
中
「
夫
と
死

別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定

め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と
な
つ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も

の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
同
法
第
29
5条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な

る
者
及
び
同
法
第
29
2条

第
１
項
第
12
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な
い

者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
父
と
な

つ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
と
し
て
い
た
者
の
平
成
29
年
所
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得
か
ら
令
和
元
年
所
得
に
つ
い
て
な
お
従
前
の
と
お
り
の
取
扱
を
し
た
場
合
に
同
法
第
29
5条

第
1項

の
規
定
に

よ
り
当
該
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
み
、
訓
練
促
進
給
付
金

及
び
修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
の
申
請
に
際
し
て
は
、
当
該
対
象
者
又
は
当
該
対
象
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す

る
者
が
、
寡
婦
等
の
み
な
し
適
用
対
象
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
寡
婦
等
の
み
な
し
適
用
対
象
者
及
び
そ
の
者

の
子
の
戸
籍
謄
本
並
び
に
当
該
寡
婦
等
の
み
な
し
適
用
対
象
者
及
び
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子
の
所
得
の

額
を
証
明
す
る
書
類
等
、
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
 

(2
) 
訓
練
促
進
給
付
金
及
び
修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
の
申
請
に
際
し
て
は
、
当
該
対
象
者
が
、
寡
婦
控
除
又

は
寡
夫
控
除
の
み
な
し
適
用
対
象
者
（
平
成
29
年
所
得
か
ら
令
和
元
年
所
得
に
お
い
て
地
方
税
法
（
昭
和
25
年

法
律
第
22
6号

）
第
23
条
第
１
項
第
11
号
イ
中
「
夫
と
死
別
し
、
若
し
く
は
夫
と
離
婚
し
た
後
婚
姻
を
し
て
い
な

い
者
又
は
夫
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
母
と

な
っ
た
女
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い
て
同
号
イ
に
該
当
す
る

所
得
割
（
同
項
第
２
号
に
規
定
す
る
所
得
割
を
い
う
。
）
の
納
税
義
務
者
（
同
項
第
13
号
に
規
定
す
る
合
計
所

得
金
額
が
12
5万

円
を
超
え
る
者
に
限
る
。
）
及
び
同
項
第
12
号
中
「
妻
と
死
別
し
、
若
し
く
は
妻
と
離
婚
し
た

後
婚
姻
を
し
て
い
な
い
者
又
は
妻
の
生
死
の
明
ら
か
で
な
い
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
」
と
あ
る
の
を
「
婚
姻

に
よ
ら
な
い
で
父
と
な
っ
た
男
子
で
あ
つ
て
、
現
に
婚
姻
を
し
て
い
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
場
合
に
お
い

て
同
号
に
該
当
す
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
り
、
同
法
第
34
条
第
１
項
第
８
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け

る
者
を
い
う
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
対
象
者
の
子
の
戸
籍
謄
本
及
び
当
該
対
象
者
と
生
計
を
一
に
す
る
子

の
所
得
の
額
を
証
明
す
る
書
類
等
、
当
該
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
と
す
る
。
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別
紙
参
考
様
式
１
 
（
略
）
 

   

高
 別

紙
参
考
様
式
１

 

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
支
給
申
請
書

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平
成
・
令
和
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日

 
 
 
 
 
 
 
 
都
道
府
県
等
の
長
 
殿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
申

請
者

の
氏

名
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
・
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
い
の
で
下
記
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

 
※
 
い
ず
れ
か
に
○を

つ
け
る
こ
と
。

 

①
氏
 
名

 
（
個
人
番
号
）

 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年
月
日

 
 昭

和
・
平
成
・
令
和

  
 
年

 
  

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 

  個
人
番
号

 
 

②
住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電
話
（
 
 
 
 
）

 

 
 
 
 
－
 
 
 
 
 
 

 

③
過
去
の
受
給
の
有
無

 
過
去
に
（
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
・
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
）
を
受
け
た
こ
と
が
（
あ
る
・
な

い
）

 
④
本
給
付
金
と
同
時
に
利
用
す

る
給
付
金
・
貸
付
金
に
つ
い
て

 
  

⑤
養
成
機
関
及

 
び
修
業
内
容

 
に
つ
い
て

 

養
成
機
関
名

 
  

住
 
所

 
  

電
話
（
 
 
 
 
）

 
 
 
 
 
－

 

修
業
期
間

 
 平
成
・
令
和

  
年

  
月
 

 日
～

 平
成
・
令
和
 

 年
 

 月
 

 日
 

 

 養
成
区
分

 
 

   
昼
間
・
夜
間

 
 

修
業
に
係
る
資
格

 
 看

護
師
・
介
護
福
祉
士
・
保
育
士
・
理
学
療
法
士
・
作
業
療
法
士
・
そ
の
他
( 

  
  

  
) 

⑥
希
望
す
る
 

 
支
払
金
融

 
  
機
関

 

金
融
機
関
名

 
口
座
の
種
類
 
 
 
普
通
・
当
座
・
そ
の
他

 

支
店
名

 
口
座
番
号

 

口
座
名
義
（
フ
リ
ガ
ナ
）

 

⑦
児
童
扶
養
 

 
手
当
の
受
 

給
の
証
明

 

上
記
申
請
者
は
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

 
 

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 
 
 
 
 

  
  

  
  

  
  
（
担
当
者
氏
名
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印

 
（
備
考
）

 
   

（
注
意
）

  
１
 
「
④
本
給
付
金
と
同
時
に
利
用
す
る
給
付
金
・
貸
付
金
」
欄
は
、
本
給
付
金
と
同
時
に
利
用
す
る
給
付
金
・
貸
付
金
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
ず
記
載
し

て
く
だ
さ
い
。

 
２
 
修
業
証
明
書
等
を
添
付
す
る
場
合
は
、
「
⑤
養
成
機
関
及
び
修
業
内
容
に
つ
い
て
」
欄
を
記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

 
３
 
「
⑦
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
の
証
明
」
欄
は
、
都
道
府
県
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
の
児
童
扶
養
手
当
支
給
担
当
者
が
確
認
の
上
、
記
名
押
印

し
ま
す
。
そ
の
場
合
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
を
添
付
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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改
正
後
 

現
行
 

（
裏
 
面
）

 
 

（
裏
 
面
）

 
⑧
申
請
者
と
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
氏
名
等
に
つ
い
て

 
（
住
民
票
の
世
帯
が
別
で
あ
っ
て
も
、
直
系
の
血
族
又
は
兄
弟
姉
妹
で
申
請
者
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
方
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
）

 

１
氏
 
名

 
（
個
人
番
号
）

 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年
月
日

 
 昭

和
・
平
成
・
令
和

  
 
年

 
  

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 
  個
人
番
号

 
 

続
柄

 
 

住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  
 

申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 該

当
・
非
該
当

 

２
氏
 
名

 
（
個
人
番
号
）

 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年
月
日

 
昭
和
・
平
成
・
令
和

  
 
年

 
  

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 
  個
人
番
号

 
 

続
柄

 
 

住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 該

当
・
非
該
当

 

３
氏
 
名

 
（
個
人
番
号
）

 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年
月
日

 
昭
和
・
平
成
・
令
和

  
 
年

 
  

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 
  個
人
番
号

 
 

続
柄

 
 

住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 該

当
・
非
該
当

 

４
氏
 
名

 
（
個
人
番
号
）

 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年
月
日

 
昭
和
・
平
成
・
令
和

  
 
年

 
  

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 
  個
人
番
号

 
 

続
柄

 
 

住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 該

当
・
非
該
当

 

５
氏
 
名

 
（
個
人
番
号
）

 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

生
年
月
日

 
昭
和
・
平
成
・
令
和

  
 
年

 
  

 
月

  
 
日
生
（

  
 
歳
）

 
  個
人
番
号

 
 

続
柄

 
 

住
 
所

 
（
〒
 
 
 

- 
 
 
 
 
）

  

 
申
請
者
の
地
方
税
上
の
扶
養
親
族
に
 該

当
・
非
該
当

 

（
備
考
）
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改
正
後
 

現
行
 

別
紙
参
考
様
式
２
 
（
略
）

 
高

 別
紙
参
考
様
式
２

 
 
平
成
・
令
和
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

 
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
関
す
る
申
立
書
 

 
都
道
府
県
等
の
長
 
殿
 

 
 
住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

私
の
所
得
税
法
上
の
扶
養
親
族
の
う
ち
、
前
年
（
請
求
日
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
前
々
年
）
の
１
２
月
３
１
日
 

に
お
い
て
年
齢
が
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
で
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
以
下
の
と
お
り
申
し
立
て
ま
す
。
 

 

□
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
 

１
 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 
続
柄
 

 
生
年
月
日
 

平
成
・
令
和
 
 年

  
月
  

日
 

氏
名
 

 

個
人
番
号
 

 
住
所
（
別
居
の
場
合
）
 

 

２
 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 
続
柄
 

 
生
年
月
日
 

平
成
・
令
和
 
 年

  
月
  

日
 

氏
名
 

 

個
人
番
号
 

 
住
所
（
別
居
の
場
合
）
 

 

３
 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 
続
柄
 

 
生
年
月
日
 

平
成
・
令
和
 
 年

  
月
  

日
 

氏
名
 

 

個
人
番
号
 

 
住
所
（
別
居
の
場
合
）
 

 

４
 

ﾌﾘ
ｶﾞ
ﾅ 

 
続
柄
 

 
生
年
月
日
 

平
成
・
令
和
 
 年

  
月
  

日
 

氏
名
 

 

個
人
番
号
 

 
住
所
（
別
居
の
場
合
）
 

 

【
添
付
書
類
】

 
・
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
の
控
除
対
象
扶
養
親
族
の
所
得
証
明
書

 
 

【
注
意
事
項
】

 
・
こ
の
申
立
書
は
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
及
び
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
、
前
年
（
申
請

 
日
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
前
々
年
）
の
１
２
月
３
１
日
（
年
の
途
中
で
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
の
日
）

 
に
お
い
て
年
齢
が
１
６
歳
以
上
１
９
歳
未
満
の
所
得
税
法
上
の
扶
養
親
族
が
い
る
場
合
に
、
そ
の
扶
養
親
族
の
氏
名
や
、
当
該
給
付
金

 
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
と
の
続
柄
等
を
ご
記
入
い
た
だ
く
も
の
で
す
。

 
・
所
得
税
法
上
の
扶
養
親
族
と
は
、
前
年
（
申
請
日
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
前
々
年
）
の
１
２
月
３
１
日
（
年
の

 
途
中
で
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
死
亡
し
た
日
）
に
お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
方
で
す
。

 
①
 
配
偶
者
以
外
の
親
族
（
６
親
等
内
の
血
族
及
び
３
親
等
内
の
姻
族
を
い
い
ま
す
。
）
又
は
都
道
府
県
知
事
か
ら
養
育
を
委
託
さ
れ
 

た
児
童
（
い
わ
ゆ
る
里
子
）
や
市
町
村
長
か
ら
養
護
を
委
託
さ
れ
た
老
人
で
あ
る

 
②
 
あ
な
た
と
生
計
を
一
に
し
て
い
る

 
③

 
前
年
（
申
請
日
が
１
月
か
ら
７
月
ま
で
の
間
に
あ
る
場
合
は
、
前
々
年
）
の
所
得
税
法
上
の
合
計
所
得
金
額
が
３
８
万
円
以
下

 
④
 
青
色
申
告
書
の
事
業
専
従
者
と
し
て
給
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
な
い
又
は
白
色
申
告
書
の
事
業
専
従
者
で
な
い
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「
母
子
家
庭
等
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
）
 

改
正
後
 

現
 
行
 

雇
児

福
発

0
9
3
0
第

８
号

 

平
成

2
6
年

９
月

3
0
日
 

一
部
改
正
 
 
雇

児
福

発
0
3
3
1
第

４
号

 

平
成

2
8
年

３
月

3
1
日
 

一
部
改
正
 
 
雇

児
福

発
0
3
2
9
第

６
号

 

平
成

2
9
年

３
月

2
9
日
 

一
部
改
正
 
 
子

家
発

0
5
1
7
第

１
号

 

令
和

元
年

５
月

1
7
日

 

一
部
改
正
 
 
子

家
発

※
第

※
号

 

令
和

※
年

※
月

※
日
 

  

都
道

府
県

 

各
 
指

定
都

市
  
民
生
主
管
部
（
局
)長

 
殿
 

中
核

市
 

  

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
長
 

 
 
（
公
 
印
 
省
 
略
）
 

   

母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
 

    
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
母
子
家
庭
自
立
支
援

給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
26
年
９
月
30
日
雇
児
発
09
30
第
３

号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
。
以
下
「
局
長
通
知
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
下
記
の
事
項
に
留
意
の
う
え
、
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運

営
を
図
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 
な
お
、
本
通
知
は
平
成
26
年
10
月
１
日
よ
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
各
都
道
府
県
知
事
に
お
か
れ
て
は
、
貴

雇
児

福
発

0
9
3
0
第

８
号

 

平
成

2
6
年

９
月

3
0
日
 

一
部
改
正
 
 
雇

児
福

発
0
3
3
1
第

４
号

 

平
成

2
8
年

３
月

3
1
日
 

一
部
改
正
 
 
雇

児
福

発
0
3
2
9
第

６
号

 

平
成

2
9
年

３
月

2
9
日
 

一
部
改
正
 
 
子

家
発

0
5
1
7
第

１
号

 

令
和

元
年

５
月

1
7
日

   

  

都
道

府
県
 

各
 
指

定
都

市
  
民
生
主
管
部
（
局
)長

 
殿
 

中
核

市
 

  

厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
家
庭
福
祉
課
長
 

 
 
（
公
 
印
 
省
 
略
）
 

   

母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
 

    
母
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
に
つ
い
て
は
、
「
母
子
家
庭
自
立
支
援

給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
給
付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
（
平
成
26
年
９
月
30
日
雇
児
発
09
30
第
３

号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
。
以
下
「
局
長
通
知
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
下
記
の
事
項
に
留
意
の
う
え
、
事
業
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運

営
を
図
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 
な
お
、
本
通
知
は
平
成
26
年
10
月
１
日
よ
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
各
都
道
府
県
知
事
に
お
か
れ
て
は
、
貴
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改
正
後
 

現
 
行
 

管
内
市
（
特
別
区
を
含
み
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
に
対
し
て
、
貴

職
か
ら
こ
の
旨
周
知
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。
 

 
ま
た
、
本
通
知
の
施
行
に
伴
い
、
平
成
25
年
５
月
16
日
雇
児
福
発
05
16
第
１
号
本
職
通
知
「
母
子
家
庭
等
自

立
支
援
給
付
金
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
」
は
廃
止
す
る
。
 

 

記
 

 第
１
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 
（
略
）
 

                        

管
内
市
（
特
別
区
を
含
み
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
に
対
し
て
、
貴

職
か
ら
こ
の
旨
周
知
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。
 

 
ま
た
、
本
通
知
の
施
行
に
伴
い
、
平
成
25
年
５
月
16
日
雇
児
福
発
05
16
第
１
号
本
職
通
知
「
母
子
家
庭
等
自

立
支
援
給
付
金
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
つ
い
て
」
は
廃
止
す
る
。
 

 記
 

 第
１
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

１
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
対
象
講
座
指
定
申
請
書
（
以
下
「
対
象
講
座
指
定
申
請
書
」
と
い
う
。
）

の
審
査
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
  

(1
) 

雇
用
保
険
法
（
昭
和
49
年
法
律
第
11
6号

）
及
び
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
50
年
労
働
省
令
第
３

号
）
の
規
定
に
よ
る
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
」
と

い
う
。
）
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
に
係
る
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
特
定
一
般
教
育

訓
練
給
付
金
」
と
い
う
。
）
も
し
く
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
に
係
る
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
専
門

実
践
教
育
訓
練
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
あ
る
者
は
、
給
付
額
が
変
わ
っ
て
く
る
の
で
、

対
象
講
座
指
定
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
「
雇
用
保
険
制
度
の
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般

教
育
訓
練
給
付
金
も
し
く
は
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
の
有
無
」
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

 
 
 (
2)
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
訓
練
給
付
金
」
と
い
う
。
）
は
、
原
則
と
し
て
、
過
去
に
訓

練
給
付
金
を
受
給
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て
は
支
給
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
対
象
講
座

指
定
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
過
去
の
訓
練
給
付
金
の
受
給
の
有
無
に
係
る
記
載
に
つ
い
て
確
認
す
る

こ
と
。
 

(3
) 

対
象
講
座
指
定
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
講
座
の
受
講
開
始
日
及
び
受
講
期
間
に
つ
い
て
は
、
教
育
訓

練
施
設
に
確
認
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
雇
用
保
険
制
度
の
教
育
訓
練
給
付
の
対
象
講
座
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
４
月
１
日
及
び
10
月

１
日
の
年
２
回
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
４
月
１
日
及
び
10
月
１
日
直
後
に
講
座
を
指
定
す
る
場
合

は
、
留
意
す
る
こ
と
。
  

(4
) 

受
給
要
件
の
審
査
に
際
し
て
は
、
局
長
通
知
の
７
に
基
づ
い
て
、
事
前
相
談
を
実
施
し
、
受
講
の
必

要
性
に
つ
い
て
十
分
把
握
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
対
象
講
座
の
指
定
後
に
お
い
て
も
、
所
得
水

準
が
変
動
す
る
場
合
等
が
あ
る
た
め
、
そ
の
点
も
十
分
留
意
し
て
相
談
に
当
た
り
、
丁
寧
な
説
明
を
心

が
け
る
こ
と
。
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２
  

支
給
額
算
定
の
留
意
事
項
 

訓
練
給
付
金
の
支
給
額
は
、
支
給
対
象
者
が
対
象
教
育
訓
練
の
受
講
の
た
め
に
本
人
が
支
払
っ
た
費

用
（
以
下
「
教
育
訓
練
経
費
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
算
定
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
の
算
定
に
つ
い

て
は
、
次
の
事
項
に
留
意
し
て
行
う
こ
と
。
 

 (
1)
 
教
育
訓
練
経
費
の
対
象
は
、
教
育
訓
練
施
設
の
長
が
証
明
す
る
教
育
訓
練
施
設
に
対
し
て
支
払
わ
れ

た
入
学
料
（
対
象
教
育
訓
練
の
受
講
の
開
始
に
際
し
、
当
該
教
育
訓
練
施
設
に
納
付
す
る
入
学
金
又
は

登
録
料
）
、
受
講
料
（
受
講
に
際
し
て
支
払
っ
た
受
講
費
、
教
科
書
代
及
び
教
材
費
（
受
講
に
必
要
な

ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
等
補
助
教
材
費
含
む
。
）
）
及
び
上
記
経
費
の
消
費
税
と
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
 教

育
訓
練
経
費
の
対
象
除
外
経
費
は
、
次
の
経
費
と
す
る
こ
と
。
 

ア
 
そ
の
他
の
検
定
試
験
の
受
講
料
  

 
 
イ
 
受
講
に
あ
た
っ
て
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
な
い
補
助
教
材
費
  

 
 
ウ
 
教
育
訓
練
の
補
講
費
  

 
 
エ
 
教
育
訓
練
施
設
が
実
施
す
る
各
種
行
事
参
加
に
係
る
費
用
  

 
 
オ
 
学
債
等
将
来
受
講
者
に
対
し
て
現
金
還
付
が
予
定
さ
れ
て
い
る
費
用
  

 
 
カ
 
受
講
の
た
め
の
交
通
費
及
び
パ
ソ
コ
ン
、
ワ
ー
プ
ロ
等
の
器
材
等
 

(3
) 

算
定
し
た
支
給
額
に
端
数
が
生
じ
た
場
合
、
小
数
点
以
下
を
切
り
捨
て
て
整
数
と
す
る
こ
と
。
 

(4
) 

教
育
訓
練
に
係
る
入
学
料
及
び
受
講
料
を
一
括
払
い
で
支
払
っ
た
場
合
又
は
分
割
払
い
で
支
払
っ

た
場
合
等
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
受
講
者
が
支
払
っ
た
費
用
と
し
て
教
育
訓
練
施
設
の
長
が
証
明
す

る
額
を
対
象
と
す
る
こ
と
。
  

(5
) 

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
等
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
を
介
し
て
支
払
う
契
約
を
行
う
場
合
の
、
ク
レ
ジ

ッ
ト
会
社
に
対
す
る
分
割
払
い
手
数
料
（
金
利
）
は
、
教
育
訓
練
経
費
に
該
当
し
な
い
こ
と
。
  

(6
) 

訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
支
給
申
請
時
点
で
教
育
訓
練
施
設
に
対
し
て
未
納

と
な
っ
て
い
る
入
学
料
又
は
受
講
料
は
対
象
と
な
ら
な
い
こ
と
。
  

(7
) 
雇
用
保
険
法
に
よ
る
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
ま
た
は
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
も
し
く
は
専
門
実

践
教
育
訓
練
給
付
金
（
以
下
「
教
育
訓
練
給
付
金
」
と
い
う
。
）
の
受
給
資
格
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、

教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
額
を
差
し
引
い
た
額
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、自

立
支
援
教
育
訓
練

給
付
金
支
給
申
請
書
の
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
額
及
び
そ
れ
を
確
認
す
る
書
類
「
教
育
訓
練
給
付
金

支
給
・
不
支
給
決
定
通
知
書
」
を
確
認
す
る
こ
と
。
 

(8
) 
教
育
訓
練
給
付
金
の
受
給
資
格
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
申
請
し
て
い
な
い
者
に
は
、
ま
ず
本
人

の
住
所
を
所
管
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
支
給
申
請
手
続
き
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
、
対
象
者
に
は
申

請
手
続
き
の
案
内
を
行
う
こ
と
。
 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
の
支
給
申
請
手
続
き
に
あ
た
っ
て
は
、
在
職
中
で
あ
る
等
の
や
む
を
得
な
い
理
由
が
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あ
る
場
合
に
は
郵
送
に
よ
る
申
請
も
可
能
で
あ
る
た
め
、
窓
口
に
雇
用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申

請
書
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
お
き
、
該
当
者
は
そ
れ
に
記
載
し
、
本
人
が
郵
送
で
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
送

る
な
ど
の
方
法
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
本
人
の
負
担
を
で
き
る
だ
け
軽
減
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
 

申
請
書
の
記
載
や
必
要
書
類
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
教
育
訓
練
給
付
金
の
案

内
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
活
用
さ
れ
た
い
。
 

 (
9)

 自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
支
給
申
請
書
の
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
対
象
講
座
指
定
時
と
比
べ
、
教

育
訓
練
期
間
や
児
童
扶
養
手
当
の
受
給
状
況
等
が
、
特
段
、
変
化
が
な
い
場
合
、
郵
送
に
よ
る
申
請
を

可
能
と
す
る
な
ど
、
本
人
の
負
担
を
で
き
る
だ
け
軽
減
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。
 
 

  
  
３
  

教
育
訓
練
の
受
講
開
始
日
及
び
受
講
修
了
日
に
つ
い
て
 

  
  
(1
) 
受
講
開
始
日
 

 
 
 
 
 受

講
開
始
日
は
、
通
学
制
の
場
合
は
対
象
教
育
訓
練
の
所
定
開
講
日
（
必
ず
し
も
本
人
の
出
席
第
１

日
目
と
は
限
ら
な
い
）
、
通
信
制
（
通
信
制
に
準
ず
る
も
の
を
含
む
。
）
教
育
訓
練
の
場
合
は
受
講
申
込

み
後
は
じ
め
て
教
育
訓
練
施
設
が
教
材
の
発
送
等
を
行
っ
た
日
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
教
育
訓
練
施
設

の
長
が
証
明
す
る
日
と
す
る
こ
と
。
  

 
 
 (
2)
 受

講
修
了
日
 

 
 
 
 
 受

講
修
了
日
は
、
教
育
訓
練
施
設
の
長
が
、
受
講
者
の
受
講
実
績
等
修
了
認
定
基
準
に
基
づ
い
て
受

講
者
の
教
育
訓
練
修
了
を
証
明
す
る
日
と
す
る
こ
と
。
  

  

４
 
教
育
訓
練
修
了
証
明
書
及
び
教
育
訓
練
経
費
に
係
る
領
収
書
に
つ
い
て
  

 
 
 (
1)
 
教
育
訓
練
修
了
証
明
書
 

教
育
訓
練
施
設
の
長
が
、
そ
の
施
設
の
修
了
認
定
基
準
に
基
づ
い
て
、
受
講
者
の
教
育
訓
練
の
修

了
を
認
定
し
た
場
合
に
発
行
さ
れ
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
 

な
お
、
記
載
事
項
に
つ
い
て
訂
正
の
あ
る
場
合
、
教
育
訓
練
施
設
の
長
の
訂
正
印
の
な
い
も
の
は

無
効
と
す
る
。
  

 
 
 (
2)
 
教
育
訓
練
に
係
る
領
収
書
 

教
育
訓
練
施
設
の
長
が
、
受
講
者
本
人
が
支
払
っ
た
教
育
訓
練
経
費
に
つ
い
て
発
行
し
た
領
収
書

と
す
る
。
 

な
お
、
受
講
者
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
利
用
等
ク
レ
ジ
ッ
ト
会
社
を
介
し
て
支
払
う
契
約
を
行

っ
た
場
合
は
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
証
明
書
（
ク
レ
ジ
ッ
ト
伝
票
の
受
講
者
用
控
に
施
設
が
必
要
事
項

を
付
記
し
た
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
こ
と
。
  

 
  

(3
) 

領
収
書
（
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
証
明
書
）
に
は
、
次
の
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
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                    第
２
 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

 
１
 
支
給
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
 

(1
)～

(8
)（

略
）
 

         

る
こ
と
。
  

 
 
  

ア
 「

教
育
訓
練
施
設
の
名
称
」
  

 
 
  

イ
 「

受
講
者
（
支
払
者
）
氏
名
」
  

 
  

 
ウ
 「

領
収
額
（
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
額
）
」
  

 
  

 
エ
 「

領
収
日
（
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
日
）
」
  

 
  

  
オ
 「

領
収
印
」
  

 
 
 (
4)
  
領
収
書
（
又
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
契
約
証
明
書
）
の
確
認
に
あ
た
っ
て
は
、
発
行
の
対
象
と
な
っ
た
対
象

教
育
訓
練
と
領
収
額
の
根
拠
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
次
の
事
項
が
付
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
確
認
す
る
こ
と
。
  

 
 
  

ア
 「

教
育
訓
練
講
座
名
」
  

 
 
  

イ
 「

領
収
額
の
内
訳
（
入
学
料
と
受
講
料
の
そ
れ
ぞ
れ
の
額
）
」
  

 
 
 (
5)
 
領
収
書
に
訂
正
の
あ
る
場
合
、
教
育
訓
練
施
設
の
訂
正
印
の
な
い
も
の
は
無
効
で
あ
る
こ
と
。
  

 
  

(6
) 
 教

育
訓
練
経
費
に
係
る
領
収
書
に
つ
い
て
は
、
確
認
後
、
原
則
と
し
て
本
人
に
返
却
す
る
こ
と
。
但

し
、
必
要
に
応
じ
て
本
人
了
承
の
上
で
写
し
を
取
っ
て
お
く
こ
と
。
 

 

５
 
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
へ
の
公
課
禁
止
に
つ
い
て
 

 
 
 
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第

31
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

26
年

10
月
１
日
以
降
に
受

講
を
修
了
し
、
支
給
を
受
け
た
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ

の
取
り
扱
い
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

 第
２
 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

１
 
支
給
に
係
る
留
意
事
項
に
つ
い
て
 

 
  
(1
) 
求
職
者
支
援
制
度
に
お
け
る
職
業
訓
練
受
講
給
付
金
、
雇
用
保
険
法
第
24
条
に
定
め
る
訓
練
延
長
給
付

及
び
雇
用
保
険
法
附
則
第
11
条
の
２
に
定
め
る
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
等
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

等
事
業
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
給
付
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
の
対

象
と
な
ら
な
い
こ
と
。
 

(2
) 
事
前
相
談
の
際
に
は
、
相
談
者
の
生
活
設
計
等
を
踏
ま
え
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
の
利

用
の
可
否
に
つ
い
て
の
相
談
の
み
な
ら
ず
、
他
の
給
付
制
度
や
一
定
の
要
件
を
備
え
れ
ば
償
還
免
除
と

な
る
貸
付
制
度
等
の
活
用
に
つ
い
て
も
説
明
し
た
う
え
で
、
相
談
者
の
意
思
を
確
認
す
る
こ
と
。
な
お
、

具
体
的
な
他
制
度
（
対
象
資
格
）
の
例
と
し
て
は
、
求
職
者
支
援
制
度
（
保
育
士
及
び
介
護
福
祉
士
）
や
、

制
度
の
趣
旨
は
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
と
異
な
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
保
育
士
修
学
資
金

貸
付
事
業
（
保
育
士
）
、
介
護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
制
度
（
介
護
福
祉
士
）
、
地
方
自
治
体
が
独
自
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に
実
施
し
て
い
る
看
護
師
等
に
係
る
修
学
資
金
の
貸
付
（
看
護
師
及
び
准
看
護
師
）
な
ど
が
想
定
さ
れ

る
。
 

ま
た
、
平
成
31
年
４
月
よ
り
、
雇
用
保
険
の
教
育
訓
練
給
付
制
度
は
、
従
来
の
枠
組
み
を
引
き
継
い
だ

一
般
教
育
訓
練
給
付
金
及
び
平
成
26
年
10
月
よ
り
拡
充
さ
れ
た
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
並
び
に
速

や
か
な
再
就
職
や
早
期
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
に
資
す
る
た
め
の
特
定
一
般
教
育
訓
練
給
付
金
の
３
本
立
て

と
さ
れ
、
専
門
実
践
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
給
で
き
る
者
の
う
ち
、
受
講
開
始
時
に
45
歳
未
満
で
離
職
し

て
い
る
な
ど
、
一
定
の
条
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
雇
用
保
険
法
の
（
昭
和
49
年
法
律
第
11
6号

）
及
び

雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
50
年
労
働
省
令
第
３
号
）
の
規
定
に
よ
る
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
（
以
下

「
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
」
）
と
い
う
。
）
が
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

 
事
前
相
談
に
お
い
て
は
、
こ
の
旨
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
伝
え
る
こ
と
。
 

①
 
教
育
訓
練
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
で
も
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
は
可
能
で

あ
る
こ
と
。

 
②
 
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
場
合
は
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
は
支
給
で
き
な

い
こ
と
。

 
③
 
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
と
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
各
給
付
金
の
支
給
額
や
支

給
期
間
等
を
確
認
し
た
う
え
で
、
い
ず
れ
か
を
選
択
で
き
る
こ
と
。

 
な
お
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
申
請
が
あ
る
場
合
に
は
、
教
育
訓
練
支
援
給
付
金
等
の
支
給

内
容
を
「
教
育
訓
練
給
付
金
（
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
第

10
1条

の
２
の
７
第
２
号
関
係
）
及
び
教
育
訓

練
支
援
給
付
金
受
給
資
格
者
証
」
に
よ
っ
て
確
認
す
る
な
ど
必
要
な
審
査
を
行
う
こ
と
。
 

 
 
 
 
さ
ら
に
、
平
成
28
年
１
月
20
日
以
降
に
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
者
が
養
成

機
関
に
入
学
す
る
場
合
、
ま
た
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
給
付
を
受
け
る
者
が
養
成
機
関
を
卒

業
す
る
場
合
に
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
金
の
貸
付
を
受
け
る
こ
と
が
可
能

と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
事
前
相
談
に
お
い
て
は
、
こ
の
旨
を
伝
え
る
と
と
も
に
、
以
下
の
点
に
つ
い

て
も
、
伝
え
る
こ
と
。

 
①
 
養
成
機
関
へ
の
入
学
金
や
教
科
書
代
、
教
材
費
に
対
す
る
給
付
が
含
ま
れ
る
専
門
実
践
教
育
訓
練

給
付
金
を
受
給
す
る
者
及
び
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
を
受
給
す
る
者
は
、
当
該
貸
付
金
（
入

学
準
備
金
）
の
貸
付
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
。
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
事
業
（
保
育
士
）
、
介

護
福
祉
士
等
修
学
資
金
貸
付
制
度
（
介
護
福
祉
士
等
）
を
受
け
る
者
は
、
当
該
貸
付
金
の
貸
付
対

象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
。

 
②
 
こ
れ
ら
当
該
貸
付
金
と
同
時
に
利
用
で
き
な
い
給
付
金
等
を
受
け
た
場
合
、
当
該
貸
付
金
の
返
還

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
。

 
(3
) 
過
去
に
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
給
付
を
受
け
た
者
に
は
支
給
し
な
い
こ
と
と
す
る
た
め
、
受
給
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改
正
後
 

現
 
行
 

                         

(9
) 
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
、
資
格
取
得
の
た
め
に
４
年
課
程
の
履
修
が
必
要
と
な
る
者
等
を
対
象

に
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
期
間
を
48
月
に
延
長
し
た
。
資
格
取
得
の
た
め
に
４
年
課

程
の
履
修
が
必
要
と
な
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
ア
 
資
格
取
得
の
た
め
に
４
年
以
上
の
課
程
で
修
業
す
る
者
 

 
 
 
 
（
削
除
）
 

（
削
除
）
 

 
 
 
イ
 
准
看
護
師
養
成
機
関
を
修
了
す
る
者
が
看
護
師
の
資
格
を
取
得
す
る
場
合
や
、
看
護
師
養
成
機

要
件
の
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
過
去
の
受
給
の
有
無
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
。
 

 (
4)
 
都
道
府
県
等
は
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
対
象
者
並
び
に
支
給
期
間
の
上

限
を
超
え
て
修
業
を
継
続
し
て
い
る
者
の
在
籍
、
単
位
の
修
得
、
進
級
、
修
了
、
資
格
取
得
、
就
職
等
の

状
況
の
把
握
に
努
め
る
こ
と
。
 

 (
5)
 夏

期
休
暇
等
年
間
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
事
由
以
外
に
よ
り
、
月
の
初
日
か
ら
末
日
ま

で
１
日
も
出
席
し
な
か
っ
た
月
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
月
に
つ
い
て
は
支
給
し
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
高

等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
養
成
機
関
に
修
業
し
て
い
る
者
が
休
学
し
た
と
き
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
(6
)に

よ
る
こ
と
。
 

(6
) 

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
養
成
機
関
に
修
業
し
て
い
る
者
が
休
学
し
た
と
き
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
 ア

 
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
養
成
機
関
に
修
業
し
て
い
る
者
が
休
学
し
た
と
き

は
、
そ
の
休
学
を
始
め
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
（
休
学
を
始
め
た
日
が
月
の
初
日
の
場
合
は
、
そ
の

日
の
属
す
る
月
）
か
ら
、
復
学
の
日
の
属
す
る
月
の
前
月
（
復
学
の
日
が
月
の
末
日
で
あ
る
場
合
は
、

そ
の
日
の
属
す
る
月
）
ま
で
の
間
に
つ
き
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
を
支
給
し
な
い
こ
と
。
 

イ
 
休
学
し
た
者
が
復
学
し
た
場
合
に
は
、
受
給
資
格
等
の
支
給
要
件
を
確
認
の
上
、
高
等
職
業
訓
練

促
進
給
付
金
の
支
給
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
休
学
に
よ
り
高
等
職
業

訓
練
促
進
給
付
金
を
支
給
し
な
か
っ
た
期
間
は
、
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
第
28

条
第
４
項
の
規
定
に
定
め
る
「
修
業
す
る
期
間
」
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 
(7
) 
修
業
形
態
に
つ
い
て
は
、
通
学
制
を
原
則
と
す
る
が
、
養
成
機
関
が
遠
隔
地
に
あ
る
た
め
通
学
が
困
難

な
場
合
等
、
特
に
や
む
を
得
な
い
場
合
や
、
働
き
な
が
ら
資
格
取
得
を
目
指
す
場
合
に
も
通
信
制
の
利
用

を
可
能
な
も
の
と
す
る
。
 

 
(8
) 

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
第
31
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
26
年
10
月
分
か
ら
の
高
等

職
業
訓
練
促
進
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
非
課
税
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
取
り
扱
い
に
留
意
す
る
こ

と
。
 

 
 
 
  
 な

お
、
高
等
職
業
訓
練
修
了
支
援
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
課
税
さ
れ
る
こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

(9
) 
平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
、
資
格
取
得
の
た
め
に
４
年
課
程
の
履
修
が
必
要
と
な
る
者
等
を
対
象

に
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
期
間
を
48
月
に
延
長
し
た
。
資
格
取
得
の
た
め
に
４
年
課
程

の
履
修
が
必
要
と
な
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
ア
 
資
格
取
得
の
た
め
に
４
年
課
程
の
履
修
が
必
須
と
な
る
資
格
を
目
指
す
者
 

 
 
 
イ
 
高
等
学
校
の
看
護
師
養
成
課
程
（
５
年
一
貫
）
や
看
護
専
門
学
校
の
定
時
制
課
程
（
４
年
）
等

条
件
に
よ
っ
て
４
年
以
上
の
課
程
の
履
修
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
 

 
 
 
ウ
 
大
学
の
保
健
、
医
療
、
福
祉
系
学
部
等
に
お
い
て
、
助
産
師
や
保
健
師
、
社
会
福
祉
士
や
精
神
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改
正
後
 

現
 
行
 

関
を
修
了
す
る
者
が
保
健
師
の
資
格
を
取
得
す
る
場
合
な
ど
、
引
き
続
き
養
成
機
関
で
修
業
し
て

資
格
取
得
を
目
指
す
者
 

 

  ２
 
（
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ３
 
（
略
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

保
健
福
祉
士
等
の
資
格
取
得
を
目
指
す
者
 

    

２
 
周
知
、
広
報
に
係
る
留
意
事
項
 

 
 
養
成
機
関
は
毎
年
４
月
に
開
講
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
事
前
に
養
成
機
関
に
必
要
な
情
報
提
供

を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
金
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
要
件
を

満
た
せ
ば
返
還
が
免
除
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
と
併
せ
て
利
用
す
る
こ
と

で
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
修
業
を
よ
り
一
層
容
易
な
も
の
と
し
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
資
格
取
得
を
促
進
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
積
極
的
に
周
知
を
行
う
こ
と
。
 

 

３
 
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業
の
実
施
に
伴
う
当
該
貸
付
事
業
の
実
施
主
体
と
の

協
力
に
つ
い
て
 

(1
) 
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業
に
つ
い
て
は
、
貸
付
事
業
の
実
施
主
体
と
高
等

職
業
訓
練
促
進
給
付
金
等
事
業
の
実
施
主
体
で
あ
る
自
治
体
と
の
連
携
に
よ
り
、
効
果
的
に
ひ
と
り
親

家
庭
へ
の
就
業
支
援
が
実
施
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
貸
付
事
業
の
実
施
主
体
と
協
力
す
る
こ
と
。
 

(2
) 
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
に
つ
い
て
は
、
養
成
機
関
を
修
了
し
た
後
、
取
得
し
た
資

格
を
活
か
し
て
就
職
し
、
そ
の
業
務
に
５
年
間
従
事
し
た
場
合
に
は
、
貸
付
金
の
返
還
が
免
除
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
を
受
け
て
資
格
を
取
得
し
、
就
職
し
た
ひ
と
り
親

が
継
続
的
に
業
務
に
従
事
で
き
る
よ
う
、
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
支
給
が
終
了
し
た
後
も
、
母

子
・
父
子
自
立
支
援
員
や
就
業
支
援
専
門
員
等
の
相
談
関
係
職
員
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
就
業
継
続
支

援
を
行
う
こ
と
。
 

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
効
果
と
は
、
給
付
金
の
支
給
を
受
け
た
ひ
と
り
親
が
就
業
を
継
続

し
、
自
立
し
た
状
態
を
維
持
で
き
る
か
に
依
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
積
極
的
に
就
業
継
続
支
援
を
行
う

こ
と
と
さ
れ
た
い
。
 

(3
) 
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業
に
つ
い
て
は
、
貸
付
対
象
を
高
等
職
業
訓
練
促
進

資
金
の
支
給
を
受
け
る
者
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
給
付
金
の
支
給
決
定
通
知
が
当
該
貸
付
金
の
貸

付
対
象
と
認
定
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
支
給
決
定
通
知
を
速
や
か
に
発
行
す
る
よ
う
努

め
る
こ
と
。
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別
紙
 
「
離
婚
前
後
親

支
援
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表
（
案
）

 
改

正
後
 

現
 

行
 

 
子

発
0
6
2
6
第

２
号
 

令
和

元
年

６
月

2
6
日

 

一
部
改
正
 
子

発
0
3
3
0
第

1
6
号
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令

和
２

年
３

月
3
0
日

 

一
部
改
正
 
子

発
※

※
第

※
号
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令

和
※

年
※

月
※

日
  

 

都
道
府
県
知
事

 

各
 
指
定
都
市
市
長

 
殿
 

中
核

市
市

長
 

 
 

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
 

（
公

印
省

略
）
 
 

  

離
婚

前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

   
標
記
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
「

離
婚
前
後
親

支
援
モ
デ
ル
事
業
実
施
要
綱
」

を
定
め
、
平
成
3
1
年
４
月
１
日

か
ら
適
用
す
る
こ
と

と
し
た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ

円
滑
な
実
施
を
期
さ
れ
た
く
通
知
す
る
。

 

 
各
都
道
府
県
知
事
に
お
か
れ
て
は
、
貴
管
内
市
町
村
（

特
別
区
を
含
み
、
指
定
都

市
及
び
中
核
市
を
除
く
。

）
に
対
す
る
周
知
に
つ
き

配
慮
願
い
た
い
。
 

 
な
お
、
本
通
知
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

2
2
年
法

律
第
6
7
号
）
第
2
4
5
条
の
４
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
。

 
      

 
子

発
0
6
2
6
第

２
号
 

令
和

元
年

６
月

2
6
日

 

一
部
改
正
 
子

発
0
3
3
0
第

1
6
号
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令

和
２

年
３

月
3
0
日

    

 

都
道
府
県
知
事
 

各
 
指
定
都
市
市
長
 
殿
 

中
核

市
市

長
 

 
 

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
 

（
公

印
省

略
）
 
 

  

離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

   
標
記
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と
お
り
「
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
実
施
要
綱
」

を
定
め
、
平
成
3
1
年
４
月
１
日
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ

円
滑
な
実
施
を
期
さ
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 
各
都
道
府
県
知
事
に
お
か
れ
て
は
、
貴
管
内
市
町
村
（
特
別
区
を
含
み
、
指
定
都

市
及
び
中
核
市
を
除
く
。
）
に
対
す
る
周
知
に
つ
き
配
慮
願
い
た
い
。
 

 
な
お
、
本
通
知
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
）
第
2
4
5
条
の
４
第
１

項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

別
紙
 

 
離

婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
実
施
要
綱
 

 １
 
～
 
３
 
（
略
）
 

 
                 ４
 
事
業
内
容
及
び
実
施
方
法

 
(
１
)
 
事
業
内
容
 

 
都
道
府
県
等
は
、

次
の
①
及
び
②
の
支
援
又
は
③
の
支
援
を
実
施
す
る
も
の
と

す
る
。
 

①
 
～
 
②
 
（
略
）

 
        

③
 
養
育
費
の
履
行

確
保
等
に
資
す
る
事
業
 

・
戸
籍
・
住
民
担

当
部
局
と
の
連
携
強
化
 

別
紙
 

 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
実
施
要
綱
 

 １
 
目
的
 

こ
の
事
業
は
、
離
婚
を
考
え
る
父
母
等
に
対
し
、
離
婚
後
も
子
ど
も
が
心
身
と

も
に
健
や
か
に
育
成
さ
れ
る
よ
う
、
子
ど
も
の
養
育
や
子
ど
も
を
養
育
す
る
家
庭

の
生
活
等
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
養
育
費
の
支
払
い

や
面
会
交
流
に
関
す
る
取
り
決
め
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、
ひ
と
り
親
家
庭
に

対
す
る
各
種
支
援
に
関
す
る
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
り
親
家
庭

の
子
ど
も
及
び
そ
の
家
庭
の
福
祉
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
 

 
 
 
 
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
 
(
特
別
区
を
含
む
。
)
及

び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
（
以
下
、
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

 
 
 
 
な
お
、
都
道
府
県
等
は
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
母
子
・
父
子
福
祉
団
体
、
N
P
O

法
人
等
事
業
を
適
切
に
実
施
で
き
る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ３
 
対
象
者
 

 
 
 
 
本
事
業
の
対
象
者
は
、
離
婚
を
考
え
る
父
母
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
親
、
離
婚
後

に
お
い
て
子
ど
も
と
別
居
し
て
い
る
親
及
び
寡
婦
（
以
下
、
「
ひ
と
り
親
家
庭

等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 ４
 
事
業
内
容
及
び
実
施
方
法
 

(
１
)
 
事
業
内
容
 

都
道
府
県
等
は
、
次
の
①
及
び
②
の
支
援
又
は
③
の
支
援
を
実
施
す
る
も
の
と
す

る
。
 

①
 
親
支
援
講
座
 

ひ
と
り
親
家
庭
等
を
対
象
に
、
離
婚
を
考
え
る
際
や
離
婚
後
に
お
け
る
子
ど

も
の
接
し
方
、
離
婚
手
続
き
、
養
育
費
の
支
払
い
や
面
会
交
流
に
関
す
る
取
り

決
め
方
法
、
子
ど
も
の
年
齢
に
応
じ
た
生
活
設
計
等
に
つ
い
て
、
学
識
経
験
者

等
に
よ
る
講
義
、
当
事
者
同
士
が
お
互
い
の
意
見
を
交
換
す
る
た
め
の
グ
ル
ー

プ
討
議
を
実
施
す
る
。
 

②
 
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
等
に
関
す
る
情
報
提
供
 

親
支
援
講
座
の
受
講
者
を
対
象
に
、
利
用
可
能
な
ひ
と
り
親
家
庭
へ
の
支
援
施

策
や
相
談
窓
口
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
る
。
 

③
 
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
事
業
 

・
公
正
証
書
の
作
成
へ
の
支
援
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改
正

後
 

現
 

行
 

・
離
婚
前
段
階
か

ら
の
支
援
体
制
強
化
 

・
公
正
証
書
等
に

よ
る
債
務
名
義
の
作
成
支
援
 

・
戸
籍
抄
本
等
の

書
類
取
得
支
援
 

・
養
育
費
の
取
り

決
め
等
に
関
す
る
弁
護
士
へ
の
相
談
に
関
す
る
支
援
 

・
養
育
費
に
係
る

保
証
契
約
に
お
け
る
保
証
料
へ
の
支
援
 

・
そ
の
他
、
養
育

費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
先
駆
的
な
取
組
 

な
ど
、
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
支
援
を
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
す
る
。
 

 (
２
)
 
実
施
方
法
 

①
 
都
道
府
県
等
は
、
親
支
援
講
座
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

講
義
・
グ
ル
ー
プ
討
議
の
い
ず
れ
か
又
は
両
方
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。
 

②
 
親
支
援
講
座

の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
学

識
経
験
者
、
元
家
庭
裁
判
所
調

査
官
な
ど
離
婚
問
題
に
関
し
知
見
を
有
す
る
者
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
支

援
を
実
施
し
て
い
る
民
間
団
体
等
（
以
下
、
「
有
識
者
等
」
と
い
う
。
）
に

協
力
を
依
頼
す
る
な
ど
し
、
講
義
や
グ
ル
ー
プ
討
議
の
進
行
を
適
切
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
者
を
選
任
す
る
と
と
も
に
、
グ
ル
ー
プ
討
議
を
実
施
す
る
場

合
に
は
、
様
々
な
立
場
の
当
事
者
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
工

夫
も
行
う
も
の
と
す
る
。
 

 
 
ま
た
、
受
講
者
に
対
し
、

受
講
後
に
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
行
う
こ
と
と

し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
は
以
下
の
項
目
を
盛
り
込
む
も
の
と
す
る
。
 

 
・
親
支
援
講
座
を

知
っ
た
き
っ
か
け
 

 
・
親
支
援
講
座
の
満
足
度
（
５
段
階
評
価
（
満
足
、
や
や
満
足
、
ど
ち
ら
で

も
な
い
、
や
や
不
満
、
不
満
）
）
 

 
・
選
択
し
た
満
足
度
の
理
由

 
③
 
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
等
に
関
す
る
情
報
提
供
の
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
支
援
施
策
の
内
容
や
相
談
窓
口
等
を
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
が
利
用
可
能
な
支
援
施
策
等

の
情
報
を
適
切
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
な
ど
ひ
と
り
親
家
庭
等
が
情
報
を
入
手
し
や
す
い

環
境
整
備
を
検
討
す
る
こ
と
。
 

④
 
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
有
識
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
し
、
養
育
費
の
取
り
決
め
や
支
払

の
確
保
等
に
効
果
的
と
考
え
ら
れ
る
支
援
を
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施

す
る
と
と
も
に
、
支
援
に
よ
る
効
果
を
適
切
に
把
握
で
き
る
仕
組
み
を
講
じ

る
こ
と
。
 

 
 
ま
た
、
支
援
対
象
者
の
養
育
費
等
の

取
り

決
め
の
状
況
や
履
行
状
況
等
を

・
養
育
費
の
取
り
決
め
等
に
関
す
る
弁
護
士
へ
の
相
談
に
関
す
る
支
援
 

・
養
育
費
に
係
る
保
証
契
約
に
お
け
る
保
証
料
へ
の
支
援
 

な
ど
、
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
支
援
を
、

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施
す
る
。
 

     (
２
)
 
実
施
方
法
 

①
 
都
道
府
県
等
は
、
親
支
援
講
座
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
、

講
義
・
グ
ル
ー
プ
討
議
の
い
ず
れ
か
又
は
両
方
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
。

 
②
 
親
支
援
講
座
に
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
学
識
経
験
者
、
元
家
庭
裁
判
所
調

査
官
な
ど
離
婚
問
題
に
関
し
知
見
を
有
す
る
者
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
へ
の
支

援
を
実
施
し
て
い
る
民
間
団
体
等
（
以
下
、
「
有
識
者
等
」
と
い
う
。
）
に

協
力
を
依
頼
す
る
な
ど
し
、
講
義
や
グ
ル
ー
プ
討
議
の
進
行
を
適
切
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
者
を
選
任
す
る

こ
と
。
ま
た
、
グ
ル
ー
プ
討
議
を
実
施
す
る

場
合
に
は
、
様
々
な
立
場
の
当
事
者
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な

工
夫
も
行
う
も
の
と
す
る
。

 
      ③
 
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
等
に
関
す
る
情
報
提
供
の
実
施
に
あ
た
っ
て

は
、
支
援
施
策
の
内
容
や
相
談
窓
口
等
を
わ
か
り
や
す
く
記
載
し
た
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
な
ど
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
が
利
用
可
能
な
支
援
施
策
等

の
情
報
を
適
切
に
把
握
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

 
  ④
 
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
ら
か

じ
め
有
識
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
な
ど
し
、
養
育
費
の
取
り
決
め
や
支
払

の
確
保
等
に
効
果
的
と
考
え
ら
れ
る
支
援
を
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
実
施

す
る
と
と
も
に
、
支
援
に
よ
る
効
果
を
適
切
に
把
握
で
き
る
仕
組
み
を
講
じ

る
こ
と
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

把
握
す
る
と
と
も
に
、
支
援
を
受
け
た
こ
と
に
よ
る
改
善
状
況
又
は
改
善
に

至
ら
な
か
っ
た
理
由
等
の
分
析
を
行
う
こ
と
。
 

 ５
 
～
 
８
 
（
略
）
 

                                  

   ５
 
留
意
事
項
 

(
１
)
 
個
人
情
報
の
管
理
に
つ
い
て
 

都
道
府
県
等
は
、
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に
十
分
留
意
し
、
業
務
上
知
り

得
た
情
報
が
漏
洩
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
関
係
者
に
対
し
、
個
人
情
報
の
取

扱
い
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
課
す
こ
と
。
 

ま
た
、
受
講
者
か
ら
具
体
的
な
支
援
に
関
す
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

効
果
的
・
効
率
的
な
支
援
の
実
施
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
た
円
滑
な
各
種
支
援

・
取
組
へ
の
取
り
次
ぎ
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
受
講
者
か
ら
同
意
を
得
た
上

で
、
関
係
者
間
で
情
報
の
共
有
を
行
う
こ
と
。
 

な
お
、
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
し
て
実
施
す
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の

個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
委
託
先
と
の
契
約
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
。
 

 
（
２
）
実
施
に
当
た
っ
て
の
配
慮
に
つ
い
て
 

親
支
援
講
座
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
等
が
置
か
れ
て
い

る
状
況
に
配
慮
し
、
平
日
夜
間
・
土
日
祝
日
の
開
催
や
託
児
サ
ー
ビ
ス
の
実

施
な
ど
、
地
域
の
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
実

施
す
る
こ
と
。

 
 ６
 
事
業
計
画
書
等
の
提
出
 

都
道
府
県
等
は
、
本
実
施
要
綱
に
基
づ
く
モ
デ
ル
事
業
に
つ
い
て
、
国
の
補
助

を
受
け
て
実
施
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
事
業
開
始
ま
で
に
事
業
計
画
書
（
①
及

び
②
の
支
援
を
実
施
す
る
場
合
は
別
紙
様
式
１
、
③
の
支
援
を
実
施
す
る
場
合
は

別
紙
様
式
２
）
を
提
出
す
る
も
の
と
し
、
事
業
終
了
後
に
お
い
て
は
、
翌
年
度
４

月
末
日
ま
で
に
実
施
状
況
報
告
書
（
①
及
び
②
の
支
援
を
実
施
す
る
場
合
は
別
紙

様
式
３
、
③
の
支
援
を
実
施
す
る
場
合
は
別
紙
様
式
４
）
を
提
出
す
る
も
の
と
す

る
。
 

 ７
 
事
後
評
価
の
実
施
 

都
道
府
県
等
は
、
事
業
を
実
施
す
る
に
当
た
り
、
受
講
者
や
委
託
先
団
体
等
か

ら
の
意
見
聴
取
、
受
講
前
後
に
お
け
る
養
育
費
や
面
会
交
流
の
取
り
決

め
状
況
な

ど
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
を
実
施
し
、
本
事
業
の
効
果
等
に
つ
い
て
、
事
後

評
価
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 
な
お
、
事
後
評
価
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
実
施
状
況
報
告
書
（
別
紙
様
式
３
及
び

４
）
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

                                      

８
 
国
の
補
助
 

国
は
、
都
道
府
県
等
が
実
施
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

（
別
紙
様
式
１
）
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長

 

（
自
治
体
名
）
 
 
  

 

令
和
○
○
年
度

 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル

事
業
に
関
す
る
事
業
計
画
書
 

（
親
支
援
講
座
、
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策

等
に
関
す
る
情
報
提
供
）
 

 

 １
．
事
業
の
実
施
時
期

 

  ２
．
事
業
委
託
先
（
予
定
）
の
概
要

 

・
団
体
名
、
代
表
者
名
、
所
在
地
 

・
委
託
先
に
お
け
る
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
の
活
動
実
績
 

  ３
．
事
業
計
画
の
内
容

（
予
定
）
 

（
１
）
親
支
援
講
座
の
周
知
方
法
 

①
周
知
媒
体
（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
付
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
な
ど
具
体
的
に
記

載
）
 

②
周
知
方
法
（
離
婚
前
後
の
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

し
て
周
知
、
離
婚
に
は
触
れ
ず
親
支
援
、
子
育
て
支
援
な
ど
と
し
て
周
知

な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  

（
２
）
親
支
援
講
座
の
形
式
（
講
座
、
グ
ル
ー
プ
討
議
）
 

   

（
別
紙
様
式
１
）
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
 

（
自
治
体
名
）
 
 
 

印
 

 

令
和
○
○
年
度
 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
に
関
す
る
事
業
計
画
書
 

（
親
支
援
講
座
、
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
等
に
関
す
る
情
報
提
供
）
 

 

 １
．
事
業
の
実
施
時
期
 

  ２
．
事
業
委
託
先
（
予
定
）
の
概
要
 

・
団
体
名
、
代

表
者
名
、
所
在
地
 

・
委
託
先
に
お

け
る
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
の
活
動
実
績
 

  ３
．
事
業
計
画
の
内
容
 

（
新
設
）
 

       

（
１
）
親
支
援

講
座
の
形
式
（
講
座
、
グ
ル
ー
プ
討
議
）
 

   

－383－



 

改
正

後
 

現
 

行
 

（
３
）
受
講
者
数
（
延
べ
人
数
）
 

①
離
婚
を
考
え

る
父
母
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

②
ひ
と
り
親
：

 
 
 
人
（
母
子
家
庭
の
母
：
 
 
 
人
、
父
子
家
庭
の
父
：
 
 

人
）
 

③
離
婚
後
の
別

居
親
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

④
寡
婦
：
 
 

 
人
 

  （
４
）
開
催
回
数
 

講
座
：
 
 
回

、
グ
ル
ー
プ
討
議
：
 
 
回
 

  （
５
）
開
催
日
時
（
曜
日
、
時
間
帯
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
６
）
開
催
場
所
（
児
童
館
、
公
民
館
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
７
）
講
師
（
弁
護
士
、
大
学
教
授
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
８
）
親
支
援
講
座
の
内
容
 

  （
９
）
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
等
の
情
報
提
供
の
方
法
及
び
内
容
（
具
体
的
に

記
載
）
 

  （
1
0
）
事
業
の
実
施
に
あ
た
り
工
夫
す
る
点
（
具
体
的
に
記
載
載
）
 

   

（
２
）
受
講
者

数
（
見
込
み
（
延
べ
人
数
）
）
 

①
離
婚
を
考
え
る
父
母
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

②
ひ
と
り
親
：
 
 
 
人
（
母
子
家
庭
の
母
：
 
 
 
人
、
父
子
家
庭
の
父
：
 
 

人
）
 

③
離
婚
後
の
別
居
親
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

④
寡
婦
：
 
 
 
人
 

  

（
３
）
開
催
回

数
（
予
定
）
 

講
座
：
 
 
回
、
グ
ル
ー
プ
討
議
：
 
 
回
 

  （
４
）
開
催
日

時
（
予
定
（
曜
日
、
時
間
帯
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
）
 

  （
５
）
開
催
場

所
（
児
童
館
、
公
民
館
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
６
）
講
師
（

弁
護
士
、
大
学
教
授
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

 

 （
新
設
）
 

 

 （
新
設
）
 

  

 （
新
設
）
 

   

－384－



 

改
正

後
 

現
 

行
 

（
別
紙
様
式
２
）
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長

 

（
自
治
体
名
）
 
 
 
 

 

 

令
和
○
○
年
度

 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル

事
業
に
関
す
る
事
業
計
画
書
 

（
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
事
業
）
 

 １
．
事
業
概
要
（
該
当
す
る
取
組
に
「
○
」
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

支
援
の
内
容

に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
）

 

 

戸
籍
・
住
民
担
当

部
局
と
の
連
携
強
化
 

 

離
婚
前
段
階
か
ら

の
支
援
体
制
強
化
 

 

公
正
証
書
等
に
よ

る
債
務
名
義
の
作
成
支
援
 

 

戸
籍
抄
本
等
の
書

類
取
得
支
援
 

 

養
育
費
の
取
り
決

め
等
に
関
す
る
弁
護
士
へ
の
相
談
に
関
す
る
支
援
 

 

養
育
費
に
係
る
保

証
契
約
に
お
け
る
保
証
料
へ
の
支
援
 

 

そ
の
他
、
養
育
費

の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
先
駆
的
な
取
組
 

 

（
概
 
要
）
 

    ２
．
事
業
実
施
に
あ
た
り
考
慮
し
た
内
容
（
有
識
者
の
意
見
、
地
域
の
実
情
な
ど
具

体
的
に
記
載
）
 

    

（
別
紙
様
式
２
）
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
 

（
自
治
体
名
）
 
 
 
 

印
 

 

令
和
○
○
年
度
 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
に
関
す
る
事
業
計
画
書
 

（
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
事
業
）
 

 １
．
事
業
概
要
（
支
援
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
）
 

               ２
．
事
業
実
施
に
あ
た
り
考
慮
し
た
内
容
（
有
識
者
の
意
見
、
地
域
の
実
情
な
ど
具

体
的
に
記
載
）
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改
正

後
 

現
 

行
 

３
．
支
援
対
象
者
数
（
見
込
み
（
実
人
数
）
）

 

①
離
婚
を
考
え

る
父
母
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

②
ひ
と
り
親
：

 
 
 
人
（
母
子
家
庭
の
母
：
 
 
 
人
、
父
子
家
庭
の
父
：
 
 

人
）
 

③
寡
婦
：
 
 

 
人
 

※
複

数
の
支

援
を
実

施
す
る
場

合
は

、
支

援
の
内

容
毎
に
見

込
ま

れ
る

人
数
を

記
載
す
る

こ
と

。
 

   ４
．
事
業
に
よ
る
効
果
の
把
握
方
法
（
支
援
後
の
養
育
費
の
取
り
決
め
の
有
無
や
支

払
状
況
の
把
握
な
ど
、
具
体
的
に
記
載
）

 

 

                      

３
．
支
援
対
象
者
数
（
見
込
み
（
実
人
数
）
）
 

①
離
婚
を
考
え
る
父
母
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

②
ひ
と
り
親
：
 
 
 
人
（
母
子
家
庭
の
母
：
 
 
 
人
、
父
子
家
庭
の
父
：
 
 

人
）
 

③
寡
婦
：
 
 
 
人
 

※
複

数
の
支

援
を
実

施
す
る
場

合
は

、
支

援
の
内

容
毎
に
見

込
ま

れ
る

人
数
を

記
載
す
る

こ
と

。
 

  

 ４
．
事
業
に
よ
る
効
果
の
把
握
方
法
（
支
援
後
の
養
育
費
の
取
り
決
め
の
有
無
や
支

払
状
況
の
把
握
な
ど
、
具
体
的
に
記
載
）
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改
正

後
 

現
 

行
 

（
別
紙
様
式
３
）
 

 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長

 

（
自
治
体
名
）
 
 
 
  

 

令
和

○
○
年
度

 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事

業
に
関
す
る
実
施
状
況
報
告
 

（
親
支
援
講
座
、
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策

等
に
関
す
る
情
報
提
供
）
 

 １
．
事
業
委
託
先
の
概
要

 

・
団
体
名
、
代
表
者
名
、
所
在
地
 

 ２
．
事
業
実
績
 

（
１
）
親
支
援
講
座
の
周
知
方
法
 

①
周
知
媒
体
（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
付
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
活
用
な
ど
具
体
的
に
記

載
）
 

②
周
知
方
法
（
離
婚
前
後
の
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に

し
て
周
知
、
離
婚
に
は
触
れ
ず
親
支
援
、
子
育
て
支
援
な
ど
と
し
て
周
知

な
ど
を
記
載
）
 

 

（
２
）
親
支
援
講
座
の
形
式
（
講
座
、
グ
ル
ー
プ
討
議
）
 

  （
３
）
受
講
者
数
（
延
べ
人
数
）
 

①
離
婚
を
考
え

る
父
母
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

②
ひ
と
り
親
：

 
 
 
人
（
母
子
家
庭
の
母
：
 
 
 
人
、
父
子
家
庭
の
父
：
 
 

人
）
 

③
離
婚
後
の
別

居
親
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

④
寡
婦
：
 
 

 
人
 

 

（
別
紙
様
式
３
）
 

 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
 

（
自
治
体
名
）
 
 
 
 

印
 

 

令
和
○
○
年
度
 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
に
関
す
る
実
施
状
況
報
告
 

（
親
支
援
講
座
、
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
等
に
関
す
る
情
報
提
供
）
 

 １
．
事
業
委
託
先
の
概
要
 

・
団
体
名
、
代

表
者
名
、
所
在
地
 

 ２
．
事
業
実
績
 

（
新
設
）
 

      

（
１
）
親
支
援

講
座
の
形
式
（
講
座
、
グ
ル
ー
プ
討
議
）
 

  （
２
）
受
講
者

数
（
延
べ
人
数
）
 

①
離
婚
を
考
え
る
父
母
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

②
ひ
と
り
親
：
 
 
 
人
（
母
子
家
庭
の
母
：
 
 
 
人
、
父
子
家
庭
の
父
：
 
 

人
）
 

③
離
婚
後
の
別
居
親
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

④
寡
婦
：
 
 
 
人
 

 

－387－



 

改
正

後
 

現
 

行
 

（
４
）
開
催
回
数
 

講
座
：
 
 
回

、
グ
ル
ー
プ
討
議
：
 
 
回
 

  

（
５
）
開
催
日
時
（
曜
日
、
時
間
帯
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
６
）
開
催
場
所
（
児
童
館
、
公
民
館
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
７
）
講
師
（
弁
護
士
、
大
学
教
授
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
８
）
親
支
援
講
座
の
内
容
（
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
９
）
講
座
受
講
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
（
下
記
項
目
以
外
に
も
調
査

項
目
が
あ
れ
ば
随
時
記
載
す
る
こ
と
）
 

①
親
支
援
講
座

を
知
っ
た
き
っ
か
け
 

②
親
支
援
講
座

の
満
足
度
 

・
満
足
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人
 

・
や
や
満
足

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人

 

・
ど
ち
ら
で
も
な
い

 
 
 
 
 
 
 
人

 

・
や
や
不
満

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
人

 

・
不
満
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人
 

③
選
択
し
た
満

足
度
の
主
な
理
由
 

 

（
1
0
）
親
支
援
講
座
の
実
施
に
あ
た
り
工
夫
し
た
こ
と
（
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
1
1
）
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
等
の

情
報
提
供
の
方
法
及
び
内
容
（
具
体
的
に

記
載
）
 

（
３
）
開
催
回

数
 

講
座
：
 
 
回
、
グ
ル
ー
プ
討
議
：
 
 
回
 

  

（
４
）
開
催
日

時
（
曜
日
、
時
間
帯
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
５
）
開
催
場

所
（
児
童
館
、
公
民
館
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
６
）
講
師
（

弁
護
士
、
大
学
教
授
な
ど
具
体
的
に
記
載
）
 

  

（
新
設
）
 

 

 （
新
設
）
 

          

（
７
）
親
支
援

講
座
の
実
施
に
あ
た
り
工
夫
し
た
こ
と
（
具
体
的
に
記
載
）
 

  （
８
）
ひ
と
り

親
家
庭
支
援
施
策
等
の
情
報
提
供
の
方
法
及
び
内
容
（
具
体
的
に

記
載
）
 

－388－



 

改
正

後
 

現
 

行
 

 ３
．
事
後
評
価
結
果
（
事
後
評
価
の
方
法
、
事
業
実
施
に
よ
る
効
果
等
を
具
体
的
に

記
載

）
 

※
 
効
果
の
高
い
周
知
方
法
や
満
足
度
の
高
い

講
座
内
容
等
に
つ
い
て
も
分
析
 

・
評
価
を
行
う
こ
と
。
 

  ４
．
事
業
実
績
額
（
対
象
経
費
の
具
体
的
な
支
出
内
訳
（
人
件
費
、
事
務
費
等
）
を

記
載

）
 

 ※
 
そ
の
他
事
業
実
施
に
あ
た
り
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
参
考
資
料
を
添
付

す
る
こ
と
。
 

                    

 ３
．
事
後
評
価
結
果
（
事
後
評
価
の
方
法
、
事
業
実
施
に
よ
る
効
果
等
を
具
体
的
に

記
載
）
 

    ４
．
事
業
実
績
額
（
対
象
経
費
の
具
体
的
な
支
出
内
訳
（
人
件
費
、
事
務
費
等
）
を

記
載
）
 

 ※
 
そ
の
他
事
業
実
施
に
あ
た
り
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
参
考
資
料
を
添
付

す
る
こ
と
。
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改
正

後
 

現
 

行
 

（
別
紙
様
式
４
）
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長

 

（
自
治
体
名
）
 
 
 
 

 

 

令
和

○
○
年
度

 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事

業
に
関
す
る
実
施
状
況
報
告
 

（
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
事
業
）
 

 １
．
事
業
概
要
（
該
当
す
る
取
組
に
「
○
」
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

支
援
の
内
容

に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
）

 

 

戸
籍
・
住
民
担
当

部
局
と
の
連
携
強
化
 

 

離
婚
前
段
階
か
ら

の
支
援
体
制
強
化
 

 

公
正
証
書
等
に
よ

る
債
務
名
義
の
作
成
支
援
 

 

戸
籍
抄
本
等
の
書

類
取
得
支
援
 

 

養
育
費
の
取
り
決

め
等
に
関
す
る
弁
護
士
へ
の
相
談
に
関
す
る
支
援
 

 

養
育
費
に
係
る
保

証
契
約
に
お
け
る
保
証
料
へ
の
支
援
 

 

そ
の
他
、
養
育
費

の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
先
駆
的
な
取
組
 

 

（
概
 
要
）
 

    ２
．
事
業
実
績
（
支
援
対
象
者
数
（
実
人
数
）
）

 

（
１
）
支
援
対
象
者
数

 

①
離
婚
を
考
え

る
父
母
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

②
ひ
と
り
親
：

 
 
 
人
（
母
子
家
庭
の
母
：
 
 
 
人
、
父
子
家
庭
の
父
：
 
 

人
）
 

③
寡
婦
：
 
 

 
人
 

（
別
紙
様
式
４
）
 

令
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長
 

（
自
治
体
名
）
 
 
 
 

印
 

 

令
和
○
○
年
度
 
離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
に
関
す
る
実
施
状
況
報
告
 

（
養
育
費
の
履
行
確
保
等
に
資
す
る
事
業
）
 

 １
．
事
業
概
要
（
支
援
の
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
記
載
）
 

               ２
．
事
業
実
績
（
支
援
対
象
者
数
（
実
人
数
）
）
 

 ①
離
婚
を
考
え
る
父
母
：
 
 
 
人
（
母
：
 
 
 
人
、
父
：
 
 
 
人
）
 

②
ひ
と
り
親
：
 
 
 
人
（
母
子
家
庭
の
母
：
 
 
 
人
、
父
子
家
庭
の
父
：
 
 

人
）
 

③
寡
婦
：
 
 
 
人
 

－390－



 

改
正

後
 

現
 

行
 

※
複

数
の
支

援
を
実

施
す
る
場

合
は

、
支

援
の
内

容
毎
に
人

数
（

実
人

数
）
を

記
載
す
る

こ
と

。
 

 （
２
）
支
援
対
象
者
の
養
育
費
等
の
取
り
決
め

等
の

状
況
 

 
 
①
支
援
対
象
者
の
支
援
前
の
状
況

 

取
り
決
め
を
し
て
い

る
 

取
り
決
め
を

し
て
い
な
い
 

不
 

詳
 

 

文
書

あ
り
 

文
書

無
し
 

公
正

証

書
等
 

そ
の

他

の
文

書
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
 
 ②
支
援
対
象
者
の
支
援
後
の
状
況

 

取
り
決
め
を
し
て
い

る
 

取
り
決
め
を

し
て
い
な
い
 

不
 

詳
 

 

文
書

あ
り
 

文
書

無
し
 

公
正

証

書
等
 

そ
の

他

の
文

書
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 

 

（
３
）
支
援
対
象
者
の
養
育
費
等
の
履
行
の
状
況

 

①
支
援
対
象
者
の
支
援
前
の
状
況

 
養

育
費
を
受
け
て
い

る
（

保
険

会
社
等

よ
り

保
険

金
等
と
し
て
受
け
る

場
合

も
含

む
）
 

養
育
費
を
受

け
て

い
な
い
 

不
 

詳
 

 
別

居
親
よ

り

受
給
 

保
険

会
社
等

よ
り

受
給
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
 
 

   

※
複

数
の
支

援
を
実

施
す
る
場

合
は

、
支

援
の
内

容
毎
に
人

数
（

実
人

数
）
を

記
載
す
る

こ
と

。
 

 

（
創
設
）
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改
正

後
 

現
 

行
 

 

②
支
援
対
象
者
の
支
援
後
の
状
況

 
養
育
費
を
受
け
て
い

る
（

保
険

会
社
等

よ
り

保
険

金
等
と
し
て
受
け
る

場
合

も
含

む
）
 

養
育
費
を
受

け
て

い
な
い
 

不
 

詳
 

 
別

居
親
よ

り

受
給
 

保
険

会
社
等

よ
り

受
給
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 ３
．
事
後
評
価
結
果
（
事
後
評
価
の
方
法
、
事
業
実
施
に
よ
る
効
果
等
を
具
体
的
に

記
載
。
ま
た
、
養
育
費
の
取
り
組
め
等
に
至
ら
な
か
っ
た
要
因
な
ど
の
分
析
も
行

い
、

そ
の
結
果
を
記
載
す
る
こ
と
。
）
 

 ４
．
事
業
実
績
額
（
対
象
経
費
の
具
体
的
な
支
出
内
訳
（
人
件
費
、
事
務
費
等
）
を

記
載

）
 

 ※
そ
の
他
事
業
実
施
に
あ
た
り
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
参
考
資
料
を
添
付
す

る
こ
と

。
 

   

   

 

 

   ３
．
事
後
評
価
結
果
（
事
後
評
価
の
方
法
、
事
業
実
施
に
よ
る
効
果
等
を
具
体
的
に

記
載
）
 

  ４
．
事
業
実
績
額
（
対
象
経
費
の
具
体
的
な
支
出
内
訳
（
人
件
費
、
事
務
費
等
）
を

記
載
）
 

 ※
そ
の
他
事
業
実
施
に
あ
た
り
作
成
し
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
参
考
資
料
を
添
付
す

る
こ
と
。
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子 発 ※ 第 ※ 号 

令和※ 年※月 ※日 

 

 

  都道府県知事 

各 指定都市市長  殿 

  中核市市 長 

 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

（公 印 省 略） 

 

 

 

若年被害女性等支援事業の実施について（案） 

 

 

 

 様々な困難を抱えた若年女性については、自ら悩みを抱え込み、問題が顕在化しにくく、

公的な支援につながりにくいといった側面が指摘されている。このため、公的機関と民間

団体とが密接に連携し、個々のケースに応じたきめ細かな支援を行うため、今般、別紙の

とおり実施要綱を定め、令和３年４月１日から適用することとしたので、その適正かつ円

滑な実施を期されたく通知する。 

都道府県知事におかれては婦人相談所等の関係機関及び管内市区町村に対して、指定都

市市長及び中核市市長におかれては管内の関係機関に対して、この旨周知されるようお願

いする。 

 また、本通知の施行に伴い、「若年被害女性等支援モデル事業の実施について」（平成 

３０年５月２８日子発 0528 第 1 号厚生労働省子ども家庭局長通知）は廃止する。 

 なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的な助言である。 
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（別紙） 

 

若年被害女性等支援事業実施要綱 

 

１ 目的 

  若年被害女性等支援事業は、様々な困難を抱えた若年女性について、公的機関と民間

団体が密接に連携し、アウトリーチから居場所の確保、公的機関や施設への「つなぎ」

を含めたアプローチを実施することにより、若年女性の自立の推進に資することを目的

とする。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、都道府県、指定都市、中核市及び一般市（特別区含む。）（以下「都道府

県等」という。）とする。 

  なお、実施主体は事業の一部（４（２）の事業を除く）について、年間を通じて若年

女性の支援を行う社会福祉法人、特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）等（ただし、宗教

活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団及びその統制の下にある団体等を除く。

以下「社会福祉法人等」という。）に委託等することができる。 

 

３ 対象者 

  本事業の対象者は、性暴力や虐待等の被害に遭った又は被害に遭うおそれのある主に

１０代から２０代の女性であって、都道府県等が本事業の対象とすることを適当と認め

た者（以下「若年被害女性等」という。）とする。 

 

４ 事業内容及び実施方法 

  都道府県等は、以下の（１）及び（２）の事業を行うことを必須とし、（３）及び（４）

の事業については既存事業の活用や対象者のニーズ等に応じて実施することができる。 

なお、（１）から（４）の事業実施の過程において、１８歳未満の対象者で親等からの

虐待を受けたと思われるなど要保護児童として把握した場合は、児童福祉法第２５条の

規定に基づき、市区町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所等に速やかに

通告するものとする。 

 （１）アウトリーチ支援 

    都道府県等は、困難を抱えた若年被害女性等に対して、主に夜間見回り等による

声掛けや、相談窓口における相談及び面談等の以下の支援を実施する。 

   ① 夜間見回り等 

     困難を抱えた若年被害女性等の被害の未然防止を図る観点から、深夜の繁華街

などを巡回し、夜間徘徊など家に帰れずにいる若年被害女性等に対する声掛けや

相談支援の実施や、ＩＣＴを活用したアウトリーチ支援を実施する。また、出張

相談など若年被害女性等の状況に応じた支援を行うとともに、必要に応じて関係

機関や居場所等への同行支援を行う。 
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   ② 相談及び面談 

     若年被害女性等からの様々な悩みや直面する課題に対応するため、相談窓口を

設置し、電話、メール、ＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）等

による相談や、必要に応じて面談を実施する。また、アウトリーチ支援において

声掛け、相談支援等を行った若年被害女性等や、居場所を利用していた若年被害

女性等からのその後の相談に対応するとともに、必要に応じて面談を実施する。 

なお、アウトリーチ支援や面談等の際に緊急的に福祉サービスが必要となった場

合は、アウトリーチ支援若しくは面談等の実施場所又は若年被害女性等が居住す

る地域の市区町村が、実施主体又は実施主体が事業の一部を委託等する社会福祉

法人等からの連絡等を受けて、若年被害女性等に提供する福祉サービスの実施機

関として必要な支援を行うこと。 

 

 （２）関係機関連携会議の設置 

    都道府県等は、行政機関、民間団体、医療機関等で構成する関係機関連携会議を

設置し、若年被害女性等に対する支援の内容に関する協議、公的機関等へのつなぎ

方の協議や事例検証などを行い、公的機関と民間団体とが密接に連携し相互に情報

共有を図る。なお、会議は原則として月１回程度開催することが望ましい。 

 

 （３）居場所の提供に関する支援 

    都道府県等は、若年被害女性等の身体的・心理的な状態や家庭環境等により、一 

時的に安心・安全な居場所での支援が必要と判断した場合は、居場所を提供し、食 

事の提供など日常生活上の支援、不安や悩み等に対する相談支援を以下により実施 

する。 

   ① 居場所の提供期間 

     居場所の提供は一時的な保護（１日から２日程度）を原則とするが、利用者の

状態やその後の支援につなげるまでの間やむを得ず長期化する場合は、都道府県

等の判断により引き続き居場所での支援を実施することができることとする。な

お、保護が２週間を超える場合は、自立支援計画を策定すること。 

   ② 居場所の提供体制 

     居場所の提供に当たっては、利用者の安全及び衛生の確保並びにプライバシー

の保護に配慮した設備を有し、夜間を含め、速やかに利用者と連絡が取れる体制

を確保すること。ただし、利用者が未成年者であって、夜間における一時的な保

護が必要な場合は、支援員による相談、見守りの体制を確保すること。 

     なお、都道府県等の実情により、公共施設等の既存の建物を居場所として活用

し支援することもできることとする。 

   ③ 利用者負担 

     支援が長期化する場合、食事の提供及び居住に要する費用その他日常生活で通

常必要となるものであって利用者に負担させることが適当と認められる費用につ

いては、利用者に負担させることができるものとする。 

     利用者に負担させることができる金額は、自立支援計画において明確に定める
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こととし、あらかじめ利用者に知らせ、同意を得なければならない。また、当該

金額は、利用者の経済状況等に十分配慮した金額としなければならない。なお、

利用者に負担させた場合は、適正に会計処理を行うとともに、これに関する諸帳

簿（書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他

人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）により行うことができる。）

を整備しなければならない。 

④ 留意事項 

    ア 居場所を提供し支援を行う場合は、利用者本人の同意を得ることとし、利用

者が未成年者の場合は、親等親権者へ連絡した上で実施することを原則とする。

親等親権者への連絡に当たっては、必要に応じて児童相談所又は弁護士に依頼

するなど、親子関係等に十分配慮した上で実施すること。ただし、親権者に連

絡することにより、利用者の生命及び身体等に危険が生じるおそれがある場合

等は、児童相談所や婦人相談所、警察等の関係機関と十分連携・協議した上で、

利用者の安全・安心の確保に最善の対応を決定し、実施すること。 

イ 居場所で支援した後、自立に向けて福祉サービスが必要な場合は、当該居場

所の所在地又は利用者の居住地の市区町村が、利用者に提供する福祉サービス

の実施機関として、必要な支援を行うこと。 

  ウ 既に福祉サービス（生活保護や障害者手帳の交付等）を利用している者を居

場所で支援した場合は、居場所の所在地の市区町村につないだ上で、当該市区

町村が既福祉サービス提供市区町村と必要な調整等を行うことにより、福祉サ

ービスの利用が途切れることのないよう留意すること。 

  エ 居場所で長期にわたって支援する場合の自立支援計画の策定に当たっては、

事前に利用者と話し合う等により、利用者の意見が十分反映されるよう留意す

ること。また、婦人相談所は、当該計画策定への助言や策定会議への出席等に

より、実施主体又は実施主体が事業の一部を委託等する社会福祉法人等との間

で利用者に関する情報を共有するとともに、当該計画内容の的確性を確認する

こと。 

  オ 性暴力被害や虐待等による心理的ケアや、感染症検査等が必要となる利用者

については、医療機関と十分な連携を図った上で支援すること。 

 

 （４）自立支援 

    累次にわたる相談支援を提供しつつ、一定期間、継続的な支援が必要と判断され

る利用者や、居場所での支援が長期化する利用者については、自立支援計画等に基

づき、自立に向けた以下の支援を実施する。 

    なお、婦人相談所は、実施主体又は実施主体が事業の一部を委託等する社会福祉

法人等と協議し、利用者の状況を踏まえ、一時保護（一時保護委託を含む。）や婦人

保護施設への入所等が必要と判断される場合には、これらに積極的に対応すること。 

   ① 利用者の新たな居住地に関して、利用者に対し情報提供や助言を行い、併せて

関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。 
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   ② 利用者が自立して生活するために、就業についての情報提供や助言を行い、ハ

ローワークなど関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。 

   ③ 生活資金を確保するための福祉サービス（生活保護等）についての情報提供や

助言を行い、福祉事務所など関係機関への同行支援及び連絡調整等を図る。 

   ④ 性暴力被害や虐待等による心理的ケアや感染症検査等が必要となる利用者につ

いては、医療機関と十分な連携を図った上で支援すること。 

   ⑤ その他、利用者の自立に向けて必要な支援を行う。 

 

５ 留意事項 

  都道府県等は、効果的な支援の実施のため、個人情報の適切な管理に十分配慮した上 

で、関係者間での情報の共有に努めるとともに、業務上知り得た情報を漏らすことがな 

いよう、関係者に対し、個人情報の取扱いについて守秘義務を課すこと。また、事業の 

一部を委託して実施する場合は、委託先との契約において守秘義務を定めること。 

なお、関係機関連携会議等において、関係機関の間で利用者に関する情報の共有を行

うことについて、支援開始時点等に利用者から同意を得ておくこと。ただし、利用者個

人を特定できる情報の共有については、当該利用者の生命・身体等に危険が生じるおそ

れが場合等であって、関係機関の間で情報を共有した上で連携して支援を行うことが最

善と判断される場合に限るものとする。 

 

６ 経費の補助 

  国は、予算の範囲内において都道府県等が事業のために支出した費用について、別に

定めるところにより補助するものとする。 

なお、他の国庫補助金等の補助を受けて実施している既存事業を活用して４の（１）

の②、（３）及び（４）の事業を実施する場合は、本事業の補助対象とならない。 
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子発※※第※※号 

令和※年※月※日 

 

 

  都道府県知事 

各 指定都市市長  殿 

  中核市市 長 

 

 

厚生労働省子ども家庭局長   

（公 印 省 略）    

 

 

困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業の実施について（案） 

 

 

 様々な困難な問題を抱えた女性を対象に、相談から保護、自立に至るまでの支援を適切

に提供するためには、関係機関、関係団体及び困難な問題を抱える女性への支援に関連す

る職務に従事する者が支援に必要な情報や支援方針を共有し、横断的な連携・協働の下で

対応していくことが重要であることに鑑み、今般、別紙のとおり「困難な問題を抱える女

性支援連携強化モデル事業実施要綱」を定め、令和３年４月１日から実施することとした

ので、その適正かつ円滑な実施を期されたく通知する。 

 また、都道府県知事におかれては婦人相談所等関係機関及び管内市区町村に対して、指

定都市市長及び中核市市長におかれては管内の関係機関に対して、この旨周知されるよう

お願いする。 

 なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４第１項の規

定に基づく技術的な助言である。 
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（別紙） 

 

困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業実施要綱 

 

 

１ 目的 

  困難な問題を抱える女性支援連携強化モデル事業（以下「モデル事業」という。）

は、様々な困難な問題を抱えた女性を対象に、相談から保護、自立に至るまでの支援を

適切に提供するため、試行的な取り組みとして、婦人相談員を委嘱する市区単位で、婦

人相談所等の都道府県の関係機関や、市区の関係機関、民間団体等が、支援に必要な情

報や支援方針を共有し、横断的な連携・協働の下、困難な問題を抱える女性への支援を

展開するためのネットワーク（以下、「地域協議会」という。）をモデル的に構築、運営

する事業を実施することにより、困難な問題を抱える女性の自立の推進に資することを

目的とする。 

 

２ 実施主体 

  実施主体は、婦人相談員を委嘱している市（特別区含む。） 

 

３ 支援対象者 

   困難な問題を抱える女性及びその同伴する家族 

 

４ 事業内容 

 （１）地域協議会の構成員 

    地域協議会は、都道府県及び市区の関係機関、民間団体並びに困難な問題を抱え

る女性への支援に関連する職務に従事する者その他の関係者で構成し、具体的には

以下の者が想定されるが、これに限らず、地域の実情に応じて幅広い者を参加させ

ることができる。 

    ・ 都道府県、市町村の婦人保護事業、児童福祉、母子保健等の担当部局、教育

委員会 

    ・ 婦人相談所 

    ・ 婦人保護施設 

    ・ 福祉事務所（婦人保護事業等担当部局、婦人相談員等） 

    ・ 配偶者暴力相談支援センター 

    ・ 児童相談所 

    ・ 女性センター（男女共同参画センター） 

    ・ 性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 

    ・ 医療機関（医師、保健師、助産師、看護師等） 

    ・ 市町村保健センター 

    ・ 保健所 

    ・ 学校 
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    ・ 警察 

    ・ 司法関係機関 

    ・ 社会福祉協議会 

    ・ 民生委員 

    ・ 民間団体 

 

 （２）地域協議会の機能 

   ① 業務内容 

     地域協議会は、支援対象女性（同伴する家族を含む。以下同じ。）への適切な

保護又は支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象女性に対

する支援の内容に関する協議を行う。 

     地域協議会においては、構成する関係機関等のうちから、地域協議会の運営の

中核となり、支援対象女性に対する支援の実施状況の把握や関係機関等との連絡

調整を行う調整機関を指定する。 

     また、個別の支援対象女性等に関する情報交換や支援内容の協議を行うことを

念頭に、調整機関や地域協議会の構成員に対する守秘義務を設けるとともに、個

別の事例について担当者レベルで適時検討する会議（個別ケース検討会議）を積

極的に開催することはもとより、構成員の代表者による会議（代表者会議）や実

務担当者による会議（実務者会議）を開催することが想定される。 

    ア 代表者会議 

     ・ 地域協議会の代表者による会議であり、実際の担当者で構成される実務者

会議が円滑に運営されるための環境整備を目的として、年に１～２回程度開

催する。 

     ・ 関係機関等の円滑な連携を確保するためには、各関係機関の責任者（管理

職）の理解と協力が不可欠であり、実務者レベルにとどまらず、責任者レベ

ルでの連携を深めることで、関係機関等の共通認識が醸成されるとともに、

実務者レベルで人事異動があった場合においても、責任者の理解があれば、

連携の継続性が保たれ、支援の質の低下を最低限に抑えられることが可能と

なる。 

     ・ 会議における協議事項の例としては、次のようなものが考えられる。 

      ⅰ 支援対象女性への支援方策全体の検討 

      ⅱ 実務者会議からの協議会の活動状況の報告と評価 

    イ 実務者会議 

     ・ 実務者会議は、実際に活動する実務者から構成される会議であり、会議に

おける協議事項の例としては、次のようなものが考えられる。 

      ⅰ 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、支

援方針の見直し等 

      ⅱ 定期的な情報交換や、個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検  

       討 

      ⅲ 支援対象女性の実態把握や、支援を行っているケースの総合的な把握 
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      ⅳ 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告 

    ウ 個別ケース検討会議 

     ・ 個別の支援対象女性について、直接関わりを有している担当者や今後関わ

りを有する可能性がある関係者等の担当者により、当該支援対象女性等に対

する具体的な支援の内容等を検討するために適時開催する。 

     ・ 個別ケース検討会議への個別の支援対象女性に関する情報の提供について

は、あらかじめ本人の同意を得ること。 

     ・ 会議における協議事項の例としては、次のようなものが考えられる。 

      ⅰ 関係機関が現に対応している事例についての危険度や緊急度の判断 

      ⅱ 支援対象女性の状況の把握や問題点の確認 

      ⅲ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有 

      ⅳ 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有 

      ⅴ ケースの主担当機関と主たる支援機関の決定 

      ⅵ 実際の支援方法の検討 

     ・ なお、各関係機関の役割分担や次回会議の日程等、個別ケース検討会議で

決定した事項について記録するとともに、その内容を関係機関等で共有する

ことが重要である。 

     ・ 個別事例ごとの関係機関等の役割分担については、それぞれの事例に関す

る個別ケース検討会議で決定するべき事項であるが、主なものは次のとおり

である。 

      ⅰ 主たる直接支援機能 

       1) 日常的に具体的な場面で支援対象女性等を支援する機関（者） 

       2) 支援対象の女性を同伴する家族とともに同じ機関が支援を行うこと

や、複数の機関が支援を行うことが考えられる。 

      ⅱ 取りまとめ機能（個別ケース検討会議の開催等の事務的な作業） 

       1) 主たる支援機関等からの要請を受けて、個別ケース検討会議を開催す

る。会議の招集の実務は地域協議会の調整機関が行う場合もある。 

       2) 個別ケース検討会議で決定された支援の進捗状況についての連絡調整

や情報の整理を行う。 

       3) 主たる支援機関等のうち、最も関わりの深いものが、この機関となる

ことも考えられる。 

      ⅲ ケース管理・調整機能 

       1) 事例全体について責任負い、進行管理を行う。 

       2) 必要に応じて、婦人相談所と連携を図りながら対応することが適当で

ある。 

 

 （３）調整機関の機能 

   ① 調整機関の職員 

     実施主体が設置した地域協議会に係る調整機関には、調整担当者を置くものと

し、以下に掲げる者をもって充てることが望ましい。 
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    ア 社会福祉士、精神保健福祉士、保健師の資格を有する者 

    イ 困難な問題を抱える女性への支援に５年以上従事した者 

ウ 困難な問題を抱える女性への支援に理解があり実施主体が適当と認めた者 

   ② 調整機関の業務 

     調整機関は、地域協議会に関する事務を統括するとともに、支援対象女性に対

する支援が適切に実施されるよう、実施状況を的確に把握し、必要に応じて婦人

相談所、その他の関係機関等との連絡調整を行う。 

    ア 地域協議会に関する事務の総括 

     ・ 協議事項や参加機関の決定等の地域協議会開催に向けた準備 

     ・ 地域協議会の議事運営 

     ・ 地域協議会の議事録の作成、資料の保管等 

     ・ 個別ケースの記録の管理 

    イ 支援実施状況の進行管理 

     ・ 関係機関等による支援の実施状況の把握 

     ・ モデル事業におけるすべてのケースについて進行管理台帳（別添様式１参

照）を作成し、実務者会議等の場において、定期的に状況確認、支援方針の

見直し等を行う。 

    ウ 関係機関との連絡調整 

      個々のケースに関する関係機関等との連絡調整 

  ③ 関係機関等の協議に時間を要して、適時適切に支援対象女性への支援を行えな 

い事態を回避するため、地域協議会において支援の方法、内容について協議が調 

わない場合には、必要に応じて、参加する１つの機関を主たる支援機関として指 

定することが望ましい。 

 

５ 留意事項 

効果的な支援の実施のため、個人情報の適切な管理に十分配慮した上で、関係者間で

の情報の共有に努めるとともに、業務上知り得た情報を漏らすことがないよう、関係者

に対して、個人情報の取扱について守秘義務を課すこと。 

 

６ 事業計画書等の提出 

実施主体は、本実施要綱に基づくモデル事業について、国の補助を受けて実施する場

合については、事業開始前までに事業計画書（別紙様式２）を提出するものとし、事業

終了後においては、翌年度４月末日までに実施状況報告書（別紙様式３）を提出するも

のとする。 

 

７ 経費の補助 

  事業に要する経費については、国は予算の範囲内において別に定めるところにより補

助するものとする。 

 

 

－402－



（別紙様式１） 

ケース進行管理台帳（様式例） 

番

号 

支援

女性 

氏名 

生年

月日 

（年

齢） 

住所 

同伴

家族 

氏名 

相談

受理

年月

日 

管理記録 

備考 

  第１回 第２回 第３回 第４回 

            

会議日           

主担当 

機関 
          

状況等           

            

会議日           

主担当 

機関 
          

状況等           

            

会議日           

主担当 

機関 
          

状況等           

            

会議日           

主担当 

機関 
          

状況等           
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（別紙様式２） 

令和  年  月  日 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

 

 

（自 治 体 名） 

 

 

○○年度 困難な問題抱える女性支援連携強化モデル事業に関する事業計画書 

 

 

１ 事業の実施時期 

 

 

２ 事業計画の内容 

 （１）支援対象女性見込み数（同伴家族含む実人員） 

 

 （２）地域協議会の構成員、取組内容 

 

 （３）代表者会議の構成員、取組内容 

 

 （４）実務者会議の構成員、取組内容 

 

 （５）個別ケース検討会議の構成員、取組内容 

 

 （６）調整機関の職員、取組内容 

 

 

３ 事業所要額（対象経費の具体的な内訳を記載） 
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（別紙様式３） 

令和  年  月  日 

 

厚生労働省子ども家庭局長 

 

 

（自 治 体 名） 

 

 

○○年度 困難な問題抱える女性支援連携強化モデル事業に関する実施状況報告 

 

 

１ 事業実績内容 

（１）支援対象女性数（同伴家族含む実人数、属性を内訳として記載） 

 

（２）地域協議会の構成員、取組実績 

 

（３）代表者会議の構成員、取組実績 

 

（４）実務者会議の構成員、取組実績 

 

（５）個別ケース検討会議の構成員、取組実績 

 

（６）調整機関の職員、取組実績 

 

（７）当該モデル事業の実施に当たり工夫したことや効果、課題等（具体的に記載） 

 

 

２ 事業実績額（対象経費の具体的な支出内訳（人件費、会議費、事務等）を記載） 

 

 

－405－



（
別
紙
）
「
休
日
夜
間
電
話
相
談

事
業
及

び
法

的
対

応
機
能
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正

新
旧
対
照
表
（
案

）
 

新
 

旧
 

雇
児
発
第

0
3
3
9
第

1
0
号
 

平
成
２
２
年
３
月
２
９
日
 

 
（
一
部
改
正

）
雇

児
発

0
6
0
5
第

5
号

 
平

成
２

７
年

６
月

５
日

 

子
発

※
第

※
号

 
令

和
※

年
※

月
※

日
 

  各
都
道
府
県
知
事
・
指
定
都
市
市
長
 
殿

 
    

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
（
公
印
省
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
休

日
夜
間
電
話
相
談
事
業
及
び
法
的
対
応
機
能
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

 
  
婦
人
保
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進
に
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て
は
、
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て
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ら
特
段
の
御
配
意
を
煩
わ
し
て
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る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
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等
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す
る
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と
し
て

婦
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談
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て
実
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「
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「
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的
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能
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電
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談

事
業
及
び
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的
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応
機
能
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業
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施
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」
を
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の
で
、
そ
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適
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つ

円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 
な
お
、
本
通
知
の
施
行

に
伴
い
、
平
成
１
７
年
１

１
月
１
１
日
雇
児
発

11
11

00
1

号
厚
生
労
働
省
雇
用
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等

・
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通
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「
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第

0
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3
9
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0
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平
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改
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６
月

５
日
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厚
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働
省
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等
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省
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円
滑
な
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施
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期

せ
ら
れ
た
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通
知
す
る
。
 

 
な

お
、

本
通
知

の
施
行
に

伴
い

、
平

成
１

７
年
１
１

月
１

１
日

雇
児

発
11

11
00

1
号

厚
生
労

働
省

雇
用
均

等
・

児
童
家
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通
知

「
児
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虐
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新
 

旧
 

別
紙
 

 

休
日
夜
間
電
話
相
談
事
業
及
び
法
的
対
応
機
能
強
化
事
業
実
施
要
綱
 

 １
 
休
日
夜
間
電
話
相
談
事
業
 

（
１
）
趣
旨
（
略
）
 

 （
２
）
事
業
内
容
（
略
）
 

 （
３
）
実
施
方
法
 

①
 

婦
人

相
談

所
の

平
日

の
開

所
時

間
外

の
時

間
帯

に
行

わ
れ

る
相

談
等

に
対
応
す
る
電
話
相
談
員
を
時
間
外
に
配
置
す
る
。
 

②
 

婦
人

相
談

所
が

閉
所

し
て

い
る

休
日

に
行

わ
れ

る
相

談
等

に
対

応
す

る
電
話
相
談
員
を
配
置
す
る
。
 

③
 
２
４
時

間
対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
休
日
昼
間
並
び
に
平
日
及
び
休

日
の

時
間

外
に

お
け

る
相

談
等

の
対

応
に

必
要

な
体

制
の

確
保

に
努

め

る
。
 

 （
４
）
留
意
事
項
（
略
）
 

 ２
 
法
的
対
応
機
能
強
化
事
業
（
略
）
 

 ３
 
実
施
主
体
 

 
 
事
業
の
実
施
主
体
は
、
都
道
府
県
、
婦
人
相
談

所
を
設
置
す
る
指
定
都
市
（
以

下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。
 

 
 
な
お
、
都
道
府

県
等
は
、
１
の
事
業
を
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認

め
た
者
に
委
託
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 ４
 
国
の
助
成
（
略
）

 

別
紙
 

 

休
日
夜
間
電
話
相
談
事
業
及
び
法
的
対
応
機
能
強
化
事
業
実
施
要
綱

 
 １
 
休
日
夜
間
電
話
相
談
事
業
 

（
１
）
趣
旨
（
略
）
 

 （
２
）
事
業
内
容
（
略
）
 

 （
３
）
実
施
方
法
 

 
 
 
①
 
休
日
昼
間
に

お
け
る
対
応
は
、
原
則
８

時
間
以
上
実
施
す
る
こ
と

と
す

る
。
 

 
 
 
②
 
平
日
及
び
休

日
の
夜
間
に
お
け
る
対
応

は
、
原
則
４
時
間
以
上
実

施
す

る
こ
と
と

す
る
。
 

    （
４
）
留
意
事
項
（
略
）
 

 ２
 
法
的
対
応
機
能
強
化
事
業
（
略
）
 

 ３
 
実
施
主
体
 

 
 
都
道
府
県
、
婦
人
相
談
所
を
設
置
す
る
指
定
都
市
 

    ４
 
国
の
助
成
（
略
）
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（
別
紙
）
「
配
偶
者
か
ら
の
暴
力

被
害
女

性
保

護
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
及
び
職
員
専
門
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」

の
一

部
改

正
新

旧
対

照
表

（
案
）
 

新
 

旧
 

雇
児

発
第

05
30

00
6
号

 

平
成
１
４
年
５
月
３
０
日
 

 
（
一
部
改
正

）
雇

児
発

06
05

第
6
号

 
平

成
2
7
年

6
月

5
日

 

子
発

0
9
0
3

第
８

号
 

令
和

２
年

９
月

３
日

 

子
発

※
第

※
号

 
令

和
※

年
※

月
※

日
 

   
 
 
 
都
道
府
県
知
事
 

各
 
指
定
都
市
市
長
 
殿

 
 
 
中

核
市

市
長
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 厚

生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
（
公
印
省
略
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

 
及
び
職
員
専
門
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

  
婦
人

保
護

事
業

の
推

進
に

つ
い
て

は
、

か
ね

て
か
ら

特
段
の

御
配

意
を

煩
わ
し

て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害

女
性
の
保
護
支
援
を
行
う

関
係

機
関
の
連
携
強
化
及
び
関

係
職
員
の
専
門
性
の
向
上

を
図
る
た
め
、
今
般
、
別

紙
の

と
お
り
「
配
偶
者
か
ら
の

暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
及
び

職
員

専
門
研
修
事
業
実
施
要
綱

」
を
定
め
、
平
成
１
４
年

度
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と

し
た

の
で
、
そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。

 

雇
児

発
第

05
30

00
6
号

 

平
成
１
４
年
５
月
３
０
日
 

（
一
部
改
正
）
雇

児
発

06
05

第
6
号

 
平

成
2
7
年

6
月

5
日

 

子
発

0
9
0
3

第
８

号
 

令
和

２
年

９
月

３
日

     

 
 
 
 
都
道
府

県
知
事
 

各
 
指
定
都

市
市
長
 
殿

 
 
 
中

核
市

市
長
 

   
  

  
  

  
  

  
  

  
  
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
（
公
印
省
略
）

 
 

 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

 
及
び
職

員
専
門
研
修
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

  
婦
人
保
護
事
業

の
推
進
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
特
段
の
御
配
意
を
煩
わ
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
の
保
護
支
援
を
行
う
関
係

機
関
の
連
携
強
化

及
び
関
係
職
員
の
専
門
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
今
般
、
別
紙
の

と
お
り
「
配
偶
者

か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
及
び
職
員

専
門
研
修
事
業
実

施
要
綱
」
を
定
め
、
平
成
１
４
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し
た

の
で
、
そ
の
適
正

か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

－408－

SJFQB
テキスト ボックス
資料12



 

新
 

旧
 

（
別
紙
）
 

 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

 
及
び
職
員

専
門
研
修
事
業
実
施
要
綱
 

 １
 
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
 
（
略
）
 

 ２
 
婦
人
相
談
所
等
職
員
へ
の
専
門
研
修
事
業
 

（
１
）
目
的
（
略
）
 

 
 
 
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
の
人
権
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
特
性
や
、

携
帯
電
話
等
通
信
機
器
（
以
下
「
通
信
機
器
」
と
い
う
。
）
の
性
能
や
取
扱
い

方
に

よ
っ

て
生

じ
得

る
危

険
性

等
に

関
す

る
理

解
を

深
め

る
た

め
に

専
門

研

修
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 （
２
）
研
修
対
象
者
（
略
）
 

 （
３
）
事
業
の
内
容
（
略
）
 

 
 
 
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
に
精
通
し
た
司
法
、
医
療
、
心
理
等
の
学
識
経
験
者
や
、

通
信

機
器

の
性

能
や

取
扱

い
方

等
に

精
通

し
た

有
識

者
等

を
講

師
と

し
て

招

聘
し
、
被
害
者

の
人
権
へ
の
配
慮
や
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
特
性
、
入
所
者
の

安
全

が
確

保
さ

れ
る

通
信

機
器

の
取

扱
い

方
等

に
関

す
る

理
解

を
深

め
る

た

め
の
研
修
を
実
施
す
る
。
 

 ３
 
実
施
主
体
（
略
）
 

 ４
 
国
の
助
成
（
略
）

 

（
別
紙
）
 

 

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

 
及
び
職
員
専
門
研
修
事
業
実
施
要
綱
 

 １
 
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
 
（
略
）
 

 ２
 
婦
人
相
談
所
等
職
員
へ
の
専
門
研
修
事
業
 

（
１
）
目
的
（
略
）
 

 
 
 
配
偶
者
か
ら
の
暴

力
被
害
女
性
の
人
権
、
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
の
特
性

等
に

関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
専
門
研
修
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

  （
２
）
研
修
対
象
者
（
略
）
 

 （
３
）
事
業
の
内
容
（
略
）
 

 
 
 
配
偶
者
か
ら
の
暴

力
に
精
通
し
た
司
法
、
医

療
、
心
理
等
の
学
識
経
験

者
等

を
講
師
と
し
て
招
聘
し
、

被
害
者
の
人
権
へ
の
配
慮

や
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の

特
性
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
。
 

  ３
 
実
施
主
体
（
略
）
 

 ４
 
国
の
助
成
（
略
）
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（
別
紙
）
「
同
伴
児
童
学
習
支
援

事
業
の

実
施

に
つ

い
て
」
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表

（
案
）
 

新
 

旧
 

子
発

0
9
0
3

第
3

号
 

令
和

２
年

９
月

３
日

 

（
一
部
改
正
）

子
発

※
第

※
号

 
令

和
※

年
※

月
※

日
 

  
 
都
道
府
県
知
事
 

各
 
 
 
 
 
 
 
 
殿

 
指
定
都
市
市
長
 

 
  

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長

 
（
公
印
省
略
）

 
 

同
伴
児
童
学
習
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

 
  
婦
人
相
談
所
一
時
保
護

所
及
び
婦
人
保
護
施
設
に

入
所
し
た
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等

が
同

伴
す
る
子
ど
も
の
教
育
体

制
の
強
化
を
図
る
た
め
、

別
紙
の
と
お
り
「
同
伴
児

童
学

習
支
援
事
業
実
施
要
綱
」

を
定
め
、
令
和
２
年
４
月

１
日
か
ら
実
施
す
る
こ
と

と
し

た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
さ
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 
な
お
、
こ
の
通
知
は
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２

年
法
律
第
６
７
号
）
第
２

４
５

条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
。

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 

子
発

0
9
0
3

第
3

号
 

令
和

２
年

９
月

３
日

    

 
 
都
道
府
県
知

事
 

各
 
 
 
 
 
 

 
 
殿

 
指
定
都
市
市

長
 
 

  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長

 
（
公
印
省
略
）

 
 

同
伴
児
童
学
習
支
援
事
業
の
実
施
に
つ
い
て

 
  

婦
人
相

談
所

一
時
保

護
所

及
び
婦

人
保

護
施
設

に
入

所
し
た

Ｄ
Ｖ

被
害
者

等
が

同

伴
す

る
子

ど
も

の
教
育

体
制

の
強
化

を
図

る
た
め

、
別

紙
の
と

お
り

「
同
伴

児
童

学

習
支

援
事

業
実

施
要
綱

」
を

定
め
、

令
和

２
年
４

月
１

日
か
ら

実
施

す
る
こ

と
と

し

た
の
で
、
そ
の
適

正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
さ
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 
な
お
、
こ
の
通

知
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
６
７
号
）
第
２
４
５

条
の
４
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
。
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新
 

旧
 

別
紙
 

 

同
伴
児
童
学
習
支
援
事
業
実
施
要
綱

 
 １
 
目
的
 

 
 
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
（
一
時
保
護
委
託
契
約
施
設
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

又
は

婦
人

保
護

施
設

に
入

所
し

た
Ｄ

Ｖ
被

害
者

等
が

同
伴

す
る

子
ど

も
（

以
下

「
同
伴
児

童
」
と

い
う
。
）
が
適
切

に
教
育

を
受
け

ら
れ
る
体

制
を
強

化
し
、

同

伴
児
童
の
支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
（
略
）
 

 ３
 
事
業
内
容
（
略
）
 

 ４
 
実
施
上
の
留
意
点
（
略
）
 

 ５
 
経
費
（
略
）

 

別
紙
 

 

同
伴
児
童
学
習
支
援
事
業
実
施
要
綱

 
 １
 
目
的
 

 
 
婦
人
相
談
所
一
時
保

護
所
又
は
婦
人
保
護
施
設

に
入
所
し
た
Ｄ
Ｖ
被
害
者

等
が

同
伴
す
る
子
ど
も
（
以
下
「
同
伴
児
童
」
と
い
う
。
）
が
適
切
に
教
育
を
受
け
ら
れ

る
体
制
を
強
化
し
、
同
伴
児
童
の
支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
（
略
）
 

 ３
 
事
業
内
容
（
略
）
 

 ４
 
実
施
上
の
留
意
点
（
略
）
 

 ５
 
経
費
（
略
）
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（
別
紙
）
「
婦
人
相
談
所
一
時
保

護
所
等

に
お

け
る

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
及
び
同
伴
す
る
家
族
に
対
す
る
適
切
な

心
理

学
的

指
導

体
制

の
確

保
に
つ

い
て

」
新

旧
対

照
表

（
案
）
 

新
 

旧
 

雇
児

発
第

05
30

00
7
号

 

平
成
１
４
年
５
月
３
０
日
 

 
〔
一
部
改
正
〕
平
成
１
９
年
３
月
２
９
日
 
雇

児
発

第
03

29
00

5
号

 
令

和
２

年
９

月
３

日
 
子

発
0
9
0
3

第
９

号
 

令
和

※
年

※
月

※
日

 
子

発
※

第
※

号
 

  

各
都
道
府
県
知
事
 
殿
 

     
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
 
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
等
に
お
け
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
及
び

 
同
伴
す
る
家
族
に
対
す
る
適
切
な
心
理
学
的
指
導
体
制
の
確
保
に
つ
い
て
 

  
婦
人
保
護
事
業
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
特
段
の
御
配
意
を
煩
わ
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
般
、
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
等
に
お
け
る
配
偶
者
か

ら
の
暴
力
被
害
女
性
及
び
同
伴
家
族
等
に
対
す
る
適
切
な
心
理
学
的
指
導
体
制
を
確

保
す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
実
施
方
法
を
定
め
、
平
成
１
４
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ

と
と
し
た
の
で
、
そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 

雇
児

発
第

05
30

00
7
号

 

平
成
１
４
年
５
月
３
０
日
 

〔
一
部
改
正
〕
平
成
１
９
年
３
月
２
９
日
 
雇

児
発

第
03

29
00

5
号

 
令

和
２

年
９

月
３

日
 
子

発
0
9
0
3

第
９

号
    

各
都
道
府
県

知
事
 
殿
 

     
  

  
  

  
  

  
  

  
  
 
 
 
 
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長

 
 

 

婦
人
相
談
所
一

時
保
護
所
等
に
お
け
る
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
及
び

 
同
伴
す
る
家
族

に
対
す
る
適
切
な
心
理
学
的
指
導
体
制
の
確
保
に
つ
い
て
 

  
婦
人
保
護
事
業

の
推
進
に
つ
い
て
は
、
か
ね
て
か
ら
特
段
の
御
配
意
を
煩
わ
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
今
般
、
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
等
に
お
け
る
配
偶
者
か

ら
の
暴
力
被
害
女

性
及
び
同
伴
家
族
等
に
対
す
る
適
切
な
心
理
学
的
指
導
体
制
を
確

保
す
る
た
め
、
次

の
と
お
り
実
施
方
法
を
定
め
、
平
成
１
４
年
度
か
ら
実
施
す
る
こ

と
と
し
た
の
で
、

そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
せ
ら
れ
た
く
通
知
す
る
。
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新
 

旧
 

第
１
 
趣
 
旨

 
 

 
 

婦
人

相
談

所
一

時
保

護
所

（
一

時
保

護
委

託
契

約
施

設
を

含
む

。
以

下
同

じ
。
）
、
婦
人
保
護
施
設

に
心
理
療
法
の
技
術
を
有

す
る
職
員
を
配
置
し
、
配

偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女

性
及
び
そ
の
同
伴
す
る
家

族
等
に
対
し
、
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
等
に
よ
り
心
理
的

回
復
を
図
り
、
自
立
に
向

け
た
支
援
の
強
化
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
 第
２
 
対
象
施
設
等
（
略
）

 
 第
３
 
心
理
療
法
を
担
当
す
る
職
員
（
略
）
 

 第
４
 
対
象
者
（
略
）
 

 第
５
 
業
務
内
容
（
略
）
 

 第
６
 
事
業
の
実
施
に
か
か
る
留
意
事
項
（
略
）
 

 第
７
 
経
費
（
略
）

 
 

第
１
 
趣
 
旨

 
 

 
 

婦
人
相

談
所
一

時
保

護
所
、

婦
人

保
護
施

設
に

心
理
療

法
の

技
術
を

有
す

る

職
員

を
配

置
し
、

配
偶
者
か

ら
の
暴

力
被
害

女
性
及
び

そ
の
同

伴
す
る

家
族

等

に
対

し
、

カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ

等
に
よ

り
心
理

的
回
復
を

図
り
、

自
立
に

向
け

た

支
援
の
強
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

 
  第
２
 
対
象
施
設

等
（
略
）

 
 第
３
 
心
理
療
法

を
担
当
す
る
職
員
（
略
）
 

 第
４
 
対
象
者
（

略
）
 

 第
５
 
業
務
内
容

（
略
）
 

 第
６
 
事
業
の
実

施
に
か
か
る
留
意
事
項
（
略
）
 

 第
７
 
経
費
（
略

）
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（
別
紙
）
「
婦
人
相
談
所
一
時
保

護
所
入

所
者

個
別

対
応
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
」
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表

（
案
）
 

新
 

旧
 

子
発

0
5
2
8

第
2

号
 

平
成

3
0
年

5
月

2
8
日

 

（
一
部
改
正
）

子
発

※
第

※
号

 
令

和
※

年
※

月
※

日
 

  
 
都
道
府
県
知
事
 

各
 
 
 
 
 
 
 
 
殿

 
指
定
都
市
市
長
 

 
  

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長

 
（
公
印
省
略
）

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 

婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
入
所
者
個
別
対
応
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

   
婦
人
相
談
所
一
時
保
護

所
に
入
所
し
た
被
害
者
に

対
す
る
適
切
な
支
援
体
制

を
確

保
す
る
た
め
、
別
紙
の
と

お
り
「
婦
人
相
談
所
一
時

保
護
所
入
所
者
個
別
対
応

強
化

事
業
実
施
要
綱
」
を
定
め

、
平
成
３
０
年
４
月
１
日

か
ら
実
施
す
る
こ
と
と
し

た
の

で
、
そ
の
適
正
か
つ
円
滑
な
実
施
を
期
さ
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 
な
お
、
こ
の
通
知
は
、

地
方
自
治
法
（
昭
和
２
２

年
法
律
第
６
７
号
）
第
２

４
５

条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
。

 

子
発

0
5
2
8

第
2

号
 

平
成

3
0
年

5
月

2
8
日

    

 
 
都
道
府
県
知

事
 

各
 
 
 
 
 
 

 
 
殿

 
指
定
都
市
市

長
 
 

  

  
  

  
 

  
  

  
  

  
  

  
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
長

 
（
公
印
省
略
）

 
  

婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
入
所
者
個
別
対
応
強
化
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
 

   
婦

人
相

談
所

一
時
保

護
所

に
入
所

し
た

被
害
者

に
対

す
る
適

切
な

支
援
体

制
を

確

保
す

る
た

め
、

別
紙
の

と
お

り
「
婦

人
相

談
所
一

時
保

護
所
入

所
者

個
別
対

応
強

化

事
業

実
施

要
綱

」
を
定

め
、

平
成
３

０
年

４
月
１

日
か

ら
実
施

す
る

こ
と
と

し
た

の

で
、
そ
の
適
正
か

つ
円
滑
な
実
施
を
期
さ
れ
た
く
通
知
す
る
。
 

 
な

お
、

こ
の

通
知
は

、
地

方
自
治

法
（

昭
和
２

２
年

法
律
第

６
７

号
）
第

２
４

５

条
の
４
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
く
技
術
的
な
助
言
で
あ
る
。
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新
 

旧
 

別
紙
 

 
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
入
所
者
個
別
対
応
強
化
事
業
実
施
要
綱

 
 １
 
目
的
 

 
 
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
（
一
時
保
護
委
託
契
約
施
設
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

に
は
、
様
々
な
困
難
を
抱
え
る
被
害
者
が
入
所
し
て
お
り
、
入
所
者
の
中
に
は
、

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
や
性
暴
力
等
の
被
害
に
加
え
、
何
ら
か
の
障
害
あ
る
い
は
疾

病
を
複
合
的
に
抱
え
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ

た
き
め
細
か
な
支
援
の
強
化
を
図
る
た
め
、
婦

人
相
談
所
一
時
保
護
所
に
個
別
対

応
を
行
う
職
員
（
以
下
「
個
別
対
応
職
員
」
と
い
う
。
）
を
配
置
し
、
入
所
者
に

対
す
る
適
切
な
支
援
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
（
略
）
 

 ３
 
対
象
施
設
（
略
）
 

 ４
 
個
別
対
応
す
る
職
員
の
要
件
（
略
）
 

 ５
 
個
別
対
応
職
員
の
業
務
内
容
（
略
）
 

 ６
 
運
営
上
の
留
意
点
（
略
）
 

 ７
 
経
費
（
略
）

 

別
紙
 

 

婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
入
所
者
個
別
対
応
強
化
事
業
実
施
要
綱

 
 １
 
目
的
 

 
 
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
に
は
、
様
々
な
困
難
を
抱
え
る
被
害
者
が
入
所
し
て

お
り
、
入
所
者
の
中
に
は
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
や
性
暴
力
等
の
被
害
に
加
え
、

何
ら
か
の
障
害
あ
る
い
は
疾
病
を
複
合
的
に
抱
え
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
支
援
の
強
化
を
図
る
た
め
、
婦
人
相

談
所
一
時
保
護
所
に
個
別
対
応
を
行
う
職
員
（
以
下
「
個
別
対
応
職
員
」
と
い
う
。
）

を
配
置
し
、
入
所
者
に
対
す
る
適
切
な
支
援
体
制
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
 

 ２
 
実
施
主
体
（
略
）
 

 ３
 
対
象
施
設
（
略
）
 

 ４
 
個
別
対
応
す
る
職
員
の
要
件
（
略
）
 

 ５
 
個
別
対
応
職
員
の
業
務
内
容
（
略
）
 

 ６
 
運
営
上
の
留
意
点
（
略
）
 

 ７
 
経
費
（
略
）
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